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第1福祉局・保健局の概況

I 平成26年度福祉局・保健局重点施策

1 地域福祉の推進

（地域福祉計画2013の具現化）

①支え合う地域福祉の推進

善隣館ネットワーク会議の設置

ボランティアセンターの機能強化

， 地域主体の支援体制を構築するため、地域安心生活支え合い事業を実施（2年目/3年）

2ひとり親家庭や支援を必要とする方への支援

①ひとり親家庭等自立促進計画2012の具現化

母子家庭等自立促進事業（介護職員初任者研修の充実）

自立支援教育訓練給付金・高等技能訓練促進費事業の実施

②被保護者等への支援の充実

生活保護ケースワーカーを増員、被保護者の自立を支援

生活保護受給世帯の子供に対して学習支援を実施（開催時間の拡充） ~

医療事務補助員の確保

医療扶助の適正化の推進

③その他施策

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の円滑な支給事務の実施

画ジ

3高齢者への支援

（次期長寿安心プランの策定）

①金沢らしい地域包括ケアの推進

金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想の着実な推進

次期長寿安心プランの策定

ケアプラン点検の強化

認知症カフェの開設

新サービスへの参入・定着促進に向けた、事業者向け研修の開催

②高齢者見守り等の充実

ICTを活用した高齢者見守りサービスの検討会を開催

緊急時安心シートを普及啓発

③安心・安全な生活環境の整備

特別養護老人ホーム万陽苑の耐震化を支援

災害対策基本法に基づく、避難行動要支援者名簿を作成

ｰ
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4子育て世帯への支援

（子ども・子育て支援新制度への移行準備・次期かなざわ子育て夢プランの策定）

①子育て支援を総合的に推進するための計画の策定

子ども・子育て支援新制度(H27～）の施行に向け、 「子ども・子育て支援事業計画」を策定す

るとともに、市民や関係者に対する広報周知に努めるなど、新制度への円滑な移行を実施

第3期少子化対策推進行動計画（かなざわ子育て夢プラン）の策定

②親と子供が心豊かに社会と向き合える子育て環境をつくる

北陸新幹線開業に向け、金沢駅こどもらんどをリニューアル

城北児童会館において入館者300万人達成記念行事を開催

戸板児童館（仮称）の建設(H27開館）に本格着手

大浦児童館（仮称）の建設(H28会館）に向け、実施計画及び地質調査を実施

③仕事と生活が調和できる環境をつくる

保育所入所の調整及び入所までの支援等を実施するために、保育利用支援員を配置

④子供をとりまく安全で優しい生活環境をつくる

私立保育所に対して、小学校入学を控えた5歳児クラスの保育を充実させるため、保育士の加

配を支援

私立保育所の給食環境向上事業に対し支援

市立保育所に防災士資格取得者を配置し、保育所の危機管理体制を強化

⑤児童虐待防止体制の充実

児童虐待防止のシンボル「オレンジリボン」の周知促進

⑥発達の心配や障害のある子供への支援

富樫幼児相談室の受入体制の拡充

ー

5障害のある方への支援

（次期ノーマライゼーションプラン金沢の策定）

①次期金沢市障害者計画の策定

「ノーマライゼーシヨンプラン金沢2015 （仮称)」及び金沢市障害福祉計画（第4期）の策定

②障害のある方への支援策の拡充

日常生活用具給付品目の拡充（地上デジタル放送対応視覚障害者用ラジオを新たに追加）

③災害安全対策の具現化

聴覚等に障害のある方を対象に、ウェブ119番通報システムを導入（消防局と連携）

④就労支援策の拡充

自立支援協議会就労専門部会で就労支援の取り組みを強化

就労系サービス事業所就労支援スキル向上セミナーの開催

⑤バリアフリーの推進

障害者バリアフリー推進事業の実施

ー

6市民の健康づくりの推進

①「金沢健康プラン2013」の推進

生活習慣病の重症化を予防するための取り組みを推進

妊娠から出産、育児までの切れ目のない支援体制を構築
1－2



金沢市医師会、町会と連携した講演会等による受診勧奨を実施

働く世代の女性に対し子宮頚がん・乳がん検診の受診勧奨を実施

里帰り等に伴い県外で受けた乳児の定期予防接種費用を助成

②金沢市食育推進計画（第2次）の策定に伴う施策の具現化

若い世代向けの食育啓発DVDを学生主体で作成

幼稚園、保育所の保護者を対象に食育出前講座を実施

健康面や金沢の食文化等を掲載した食育リーフレットを作成

③医療費助成制度の充実

子育て支援医療費助成の対象を、入通院とも中学3年生まで拡大

7安全・安心な市民生活の確保

①インフルエンザをはじめとする感染症予防の推進

高齢者施設での感染症の発生動向に関する研修会や出前講座を開催

事業所や社会福祉施設等を対象に、感染症予防に関する研修会を開催

②食の安全・安心対策の確保及び衛生管理の強化に向け検査体制を充実

食の安全・安心の確保に関する基本指針作成及び行動計画見直し

食品衛生、環境衛生の管理の普及啓発

食肉の安全・安心の確保に向け、放射性物質測定検査を継続実施

③動物愛護の推進

譲渡可能な動物の衛生面での監理体制を強化

里親制度のPRを拡大

繁殖防止のため、猫の不妊手術費に対し助成

④国民健康保険料の料率を据置

医療費の増加により保険料の引き上げが避けられない状況にあって、 ~医療費の増加により保険料の引き上げが避けられない状況にあって、市

‐

民生活への影響に配慮し、

一般会計からの繰り入れを行うことにより、国の基準に基づく後期高齢者支援金分、介護保険料

分の賦課限度額の引上げに止め、保険料率を据置

ー

医療保険料分 保険料率所得割年 8.82％ （据置）

均等割月額2,000円 （据置）

平等割月額2,000円 （据置）

賦課限度額年額 51万円 （据置）

後期高齢者支援金分 保険料率所得割年 2.21% (据置）

均等割月額 790円 （据置）

平等割月額 760円 （据置）

賦課限度額年額14万円→16万円

介護保険料分 保険料率所得割年 3.28％ （据置）

均等割月額 960円 （据置）

平等割月額 610円 （据置）

賦課限度額年額12万円→14万円
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⑤激変緩和措置の継続

賦課方式の変更に伴い、保険料負担が増加した世帯を対象とする激変緩和

に、障害者・寡婦（夫）控除の対象世帯についても激変緩和措置を拡充

増加分に対する軽減割合

（一般世帯）

1／3 （平成26年度）

（障害者・寡婦（夫）控除の対象世帯）

2／4 （平成26年度）

1／4 （平成27年度）

保険料負担が増加した世帯を対象とする激変緩和措置を継続するととも

⑥低所得者に対する国民健康保険料の軽減措置の拡大

消費税率の引上げによる市民生活への影響に配慮し、

基準変更による保険料軽減世帯拡大数

保険料の軽減対象となる世帯を拡大

約2，600世帯新たに2割軽減となる世帯

2割軽減から5割軽減となる世帯 約4,100世帯 ｰ

…
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Ⅱ福祉局･保健局の機構

計福祉総務鰈’ 13人(7人）
（人数は局長含む）

斗牛活支標誤’ 42人(9人）

《

5人

5人(7人）

40人(9人）

5人(1人）

8人

7人(2人）

10人(1人）

4人(1人）

6人(2人）

斗介諺保険課’ 32人(4人）

~

12人(3人 ） 窪
一

グ ノレ
ー

ービスグ

侍士亘文IL冊-－福
祉
局

）－

人(2人）

72人(51人）

人(5人）

ハ

プ

｜

｜

プ

｜
｜
プ

4人

5人(1人）

5人

保育第1グル

保音箒2グル

児竜育戒グル

一
一
一
一
一
一
一

に :ｲ棚k)
斗障害福祉課1 17人(6人）－

」福祉指導監査課’6人

7人(4人）

8人(2人）

｜健康総務課’ 22人(2人）
｜’ （人数は局長含む）

4人

6人(1人）

6人(1人）

2人

3人(1人）

5人(2人）

5人(1人）
5人､妓務1人

ｰ 保
健
局

陛康センタ22

泉野お年寄り福祉

所長(兼務)､担
童画手－ 1余ユ

~

所長(兼務)､担当(1人）

弓元町福祉健康センター’ 19人(2人） ・

に… :’2人

3人

5人(1人）

6人
2人､兼防1人

所長(兼務)､担当(1人）

一
一
一
一

3人

6人(2人）

6人(1人）
3人､兼務1毛

西福 世康センター’ 2

駅西お年寄り福祉

所長(兼務)､担
8福r、壬－1が4

所長(兼務)､担当(1人）

斗一戻一療保険諜1 46人(7人） →庶務グループI 7人

9人

8人(2人）

4人(5人）

15人

1人

5人

3人

5人

3人(1人）

5人

2人(3人）

ー

|保健所’

~~

計一雨城保健課’ 20人(1人）

（人数は保健所災

ゴ
「
コ
ヨ
詞

グル－

ノレ －

グルー

グル－

含む）

－｜衛生指導諜’ 18人(4人）

山一蚕-嘉一要一室対策室安全対策室

亡澆寺霧誉冒蕊ｸﾝ兇二子’
19人(1人）

学桧香グループl

物検査グループ｜

監視グループ’

3人

3人(1人）

4人膳
引試験稔香課1 12人(1人）

一|食－両~術~生検査所’ 16人(2人）

に震二蟇
第1グループ'7人(1人）

第2グループ'8人(1人）

(注)職員数は､平成26年4月1日現在の予算定数、
（ ）の数字は､非常勤職員数
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Ⅲ福祉局・保健局の事務分掌

事 務 掌グル－プ 分課

福祉行政の総合的な調整に関する事項

福祉行政の企画及び連絡調整に関する事項

社会福祉審議会に関する事項

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項

社会福祉事業に従事する職員の研修等に関する事項

地域福祉活動の振興に関する事項

福祉奉仕活動の育成に関する事項

福祉活動育成基金に関する事項

民生委員及び児童委員に関する事項

善隣館に関する事項

更生保護団体等の補助に関する事項

戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事項

金沢市育英会奨学資金に関する事項

松ヶ枝福祉館に関する事項

金沢福祉用具情報プラザに関する事項

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ｍ

ｕ

翅

岨

Ｍ

崎

福

企画庶務グループ
恋220-2278

祉

総 呂

ｰ

務

児童手当及び児童扶養手当に関する事項

母子生活支援施設及び助産所に関する事項

母子・父子及び寡婦福祉に関する事項

女性の保護更生に関する事項

母子父子福祉相談に関する事項

母子寡婦福祉資金の貸付事務に関する事項

１

２

３

４

５

６

課
家庭福祉グループ
恋220－2285

1．生活保護法に関する事項

2．金沢市援護規則の規定による援誰（長寿福祉課及び障害福祉課に

属するものを除く｡）に関する事項

3．行旅病人及び行旅死亡人に関する事項

生
活
支
援
課

保護グループ(第1～第4）
恋220-2292

～2294

介護保険事業計画に関する事項

介誰保険運営協議会に関する事項

その他介護保険に関する事項

ｑ
号
凸

１

２

３

企画庶務グループ
密220－2264介

護

…

介護保険被保険者の資格に関する事項

介謹保険料の賦課に関する事項

介護保険料等の収納に関する事項

１

２

３

納入グループ

恋220-2264

保
ロ

1．要介護認定等に関する事項認定グループ
"220-2264険

介謹保険の給付に関する事項

介護保険サービス事業所の指定等に関する事項

介護保険サービス事業所の指導・監督に関する事項

１

２

３

給付グループ
蜜220-2264

課
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グル－プ 事 務 掌分課

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項

老人福祉センター、地域老人福祉センター及び老人憩の家に関する事項

福祉作業センター等高齢者の生きがいに関する事項

高齢者等の生活自立のための住まいづくりの助成に関する事項

公益財団法人金沢市福祉サービス公社に関する事項

(障害者に係るものを除く｡）

１

２

３

４

５

施設グループ

喬220－2288

長

寿

福

祉

課 高齢者福祉に係る総合施策の企画及び調整に関する事項

老人福祉法の規定による福祉の措置に関する事項

長寿お祝い金に関する事項

１

２

３

福祉サービスグループ
否220－2288

市立保育所に関する事項

保育職員の研修の企画に関する事項

課の庶務に関する事項

他のグループに属しない事項

１

２

３

４

~

１

プ

畑

第

一

忍

備
か
鋤

こ

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業(保育所に係るものに限る。 ）に関する事項

私立幼稚園に関する事項

私立保育所に関する事項

認可外保育施設に関する事項

Ｃ
Ｄ
ｃ
Ｃ

１

２

３

４

２

プ

狐

第

一

朏

備
か
唖

ど

も

福

祉

課

、〆

~

児童福祉に係る総合施策の企画及び調整に関する事項

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業(保育所に係るものを除く。 ）に関する事項

児童館に関する事項

児童クラブに関する事項

少子化対策の推進に関する事項

●
。
。
●
凸

１

２

３

４

５

児童育成
グループ

E220-2299

、

1．子ども・子育て支援新制度への移行準備に関する事項子育て支援制子育て支援制度準備室

児童の健全な遊びの指導に関する事項

児童館が実施する事業の指導及び推進に関する事項

城北児童会館の管理運営に関する事項

１

２

３

城北児童

密251－0

城北児童会館

密251-0444

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項

要保護児童対策地域協議会に関する事項(代表者会議に関する事項に限る｡）

こども総合相談センターの庶務に関する事項

他グループに属しない事項

。
○
■
■

１

２

３

４

、〆

庶 務

グループこども総合相談

センター

~証243-1081

1．保育相談に関する事項

2．幼児相談室に関する事項

発達相談

グループ

1．児童等に係る必要な調査に関する事項

2．児童等に係る調査又は判定に基づく必要な指導に関する事項

3．相談に係る専門的又は技術的な事項の調査及び研究に関する事項

4．里親に関する事項

5．要保護児童対策地域協議会に関する事項(代表者会議に関する事項を除く｡）

(各グループは､所長が定める種別の相談に係るものをそれぞれ担当する｡）

相談第1

グループ

児童相談所
恋243-4158

児童相談所
恋243-4158

相談第2

グループ

,鯉雛ｸﾉﾚｰﾌﾟ 1．児童等に係る必要な心理学的な判定に関する事項

1．児童の一時保護に関する事項一時職ｸﾙｰﾌﾟ
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事 務 掌グル－プ 分課

障害者福祉に係る総合施策の企画及び調整に関する事項

身体障害者手帳の交付に関する事項

特別児童扶養手当等に関する事項

障害者の社会参加の促進に関する事項

障害者高齢者体育館に関する事項

課の庶務に関する事項

他グループに属しない事項

１

２

３

４

５

６

７

企画庶務グループ

恋220-2289

障
害
福
祉
課

所管に係る社会福祉法人及び社会福祉事業に関する事項

障害支援区分の認定に関する事項

障害者等の介護給付費等に関する事項

指定障害福祉サービス事業者の指定に関する事項

自立支援医療機関の指定に関する事項

障害者の施設訓練等支援事業に関する事項

身体障害者福祉法に規定する措置に関する事項

知的障害者福祉法に規定する措置に関する事項

ひまわり教室に関する事項

公益財団法人金沢市福祉サービス公社に関する事項

（障害者に係るものに限る｡）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ｍ

自立支援グループ

冠220－2291

ー

1．福祉事務所の指導監査に関する事項

2．社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査に関する事項
福祉指導監査

グループ

福祉指導監査課
恋220－2305

…
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保健局

務グル－プ 事 分 掌課

医療法に基づく医療機関の施設整備に関する事項

簡易水道に関する事項

課の庶務に関する事項

局の所管事務で他課及び他グループに属しない事項

１

２

３

４

庶務グループ
密220－2229

保健衛生行政の企画及び調整に関する事項

公衆衛生の普及及び向上に関する事項

生活習慣病の予防に関する事項

健康増進事業の実施に関する事項

予防接種の企画及び実施の管理に関する事項

救急医療に関する事項

金沢健康プラザ大手町に関する事項

公益財団法人金沢総合健康センターに関する事項

１

２

３

４

５

６

７

８

保健グループ
盃220－2517

、〆

1~ こども、高齢者等の医療費助成に関する事項
医療助成グループ
密220－2233

高齢者等の医療費受給者証の交付に関する事項

身体障害者手帳の交付に関する事項

予防接種に関する事項（健康総務課が所管する事項を除く｡）

福祉、保健及び介護保険に係る各種相談及び申請の受付に関する事項

１

２

３

４

健

康

総

務

課

窓 口

グループ

福祉健康ｾﾝﾀｰ
健康増進に係る情報の収集及び提供に関する事項（母子健康グループが

所管する事項を除く｡）

健康増進に係る健康相談及び健康教育並びに保健指導に関する事項（母

子健康グループが所管する事項を除く｡）

健康手帳の交付に関する事項

治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病により長期に

療養を必要とする者の保健に関する事項

栄養相談及び栄養指導に関する事項（保健所が所管する事項を除く｡）

介護保険に係る要介護認定等に関する事項

1．

2

泉野

恋242-1131
健康増進

グループ
３

４

元町

喬251-0200 ５

６

ー

駅西

恋234-5103 母子保健に係る情報の収集及び提供に関する事項

母子保健に係る健康相談及び健康教育並びに保健指導に関する事項

乳幼児の集団健康診査に関する事項

母子健康手帳の交付に関する事項

こども広場に関する事項

白
も
●
。
●

１

２

３

４

５

母子健康

グループ

1．精神保健に関する事項（保健所が所管する事項を除く。）

2．お年寄り福祉支援センターに関する事項

こころの

健康ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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’’ 事 務 掌分グル－プ課

国民健康保険行政の企画及び調整に関する事項

国民健康保険運営協議会に関する事項

国民健康保険保健事業に関する事項

特定健康診査・特定保健指導に関する事項

その他国民健康保険、後期高齢者医療制度に関する事項

国民健康保険被保険者の資格に関する事項

国民健康保険料の賦課に関する事項

後期高齢者医療制度の資格に係る届出及び申請の受付に関する事項

１

２

３

４

５

’

’

１

２

３

庶務グループ
恋220-2255

医

療

保

険

課

資格グループ
冠220-2256

国民健康保険の給付に関する事項

後期高齢者医療制度の届出及び申請の受付に関する事項

１

２
給付グループ
盃220-2257

収納対策グループ
恋220-2258

1．国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の収納に関する事項

2．国民健康保険納付組合に関する事項

納入ｸﾙｰﾌ(第1 ・第2）

証220－2258

1．国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の収納に関する事項 ‐

保健所

地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

保健事業の企画及び立案に関する事項

人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

保健師に関する事項

母体保護に関する事項

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による保健所長の事務

に係る精神保健に関する事項

看護学校等の学生及び生徒の実習に関する事項

保健所の庶務及び予算に関する事項

駅西健康ホールに関する事項

他課及び他グループに属しない事項

１

２

３

４

５

６

.’

企画庶務グループ

霊234-5102

地
７

８

９

ｍ

域

保
ー医事グループ

恋234-5102

1．医事に関する事項

2．公共医療事業の向上及び増進に関する事項
健

結核、感染症その他の疾病の予防に関する事項

養育医療に関する事項

育成医療に関する事項

小児慢性特定疾患治療研究事業に関する事項

感染症診査協議会に関する事項

１

２

３

４

５

課
感染症対策グループ

恋234-5102

食育施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項

歯科保健に関する事項

専門的な栄養指導等に関する事項

１

２

３

食育推進グループ

密234-5102

1-10



’ 事 務 掌分菫田
画く グル－プ

~環境衛生関係営業に関する事項

そ族衛生害虫の発生の抑制その他環境衛生の改善指導に関する

事項

温泉法に関する事項

水道法に関する事項

薬事に関する事項

毒物及び劇物に関する事項

特定建築物の衛生的環境の確保に関する事項

家庭用品の監視指導に関する事項

,動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項(小動物の引取り及び収容に関す
る事項を除く｡）

化製場等に関する法律に関する事項（犬の飼養又は収容のため

の施設に関する事項に限る｡）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

環境衛生グループ

恋234-5114

衛

生

指

10

導

1．狂犬病予防及び犬の危害防止に関する事項

2．動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項(小”の引取り及卿容に関する事

項に限る｡）

1．食品の安全性の確保に関する事項

2．食中毒事件等の調査及び処理に関する事項

3．食品衛生関係営業に関する事項

4．給食施設の衛生管理の指導に関する事項

小動物管理グループ

密258－9070

課

ー

食品安全対策室
盃234-5112

理化学検査グループ

恋234－5131
1．理化学に係る衛生上の試験及び検査に関する事項

微生物検査グループ

” 恋234－5131
1．微生物に係る衛生上の試験及び検査に関する事項試

験

検

査

課

環境監視グループ

恋234－5124

、大気汚染、水質汚濁及び悪臭の監視に係る試験及び検査に関

する事項

． と畜場法に関する事項

． と畜場内における食肉等に係る食品衛生法に関する事項

・食鳥処理の事業の規制及び食烏検査に関する法律に関する事項

,化製場等に関する法律に関する事項（犬の飼養又は収容のため

の施設に関する事項を除く｡）

(精密検査を実施する場合において、検査第1グループは理化学又は残

留物質に係る検査を、検査第2グループは病理又は微生物に係る検査を
それぞれ担当する｡）

1

１

２

３

４

検査第1

グループ
食肉衛生

検査所

密257-1402

ｰ

検査第2

グループ

1－11



第2福祉~総務課

I 民生委員・児童委員及び社会福祉協議会の状況

1 民生委員・児童委員〔民生委員法、児童福祉法〕

本市には1,078名（うち主任児童委員111名）の民生委員・児童委員が約200世帯を担当区域と

して配置されており、また地区民生委員児童委員協議会は、おおむね小学校通学区域を1単位と

して54地区民生委員児童委員協議会が組織されている。

民生委員。児童委員の人数

(平成26年4月1日現在）

| 計 ’計
民生委員･児童委員|主任児童委員
定数 ｜ 定数

民生委員･児童委員｜主任児童委員
定数 ｜ 定数

番
号

番号 地区名 計 地区名

粟崎野町 15 291 2 17 15 2 17

中村 大野2 3021 2 23 4 2 6

＋一屋 戸板22 23 24 31 22 2 24

大徳弥生 17 324 2 19 47 3 50

、P 泉野 金石5 19 2 21 33 16 2 18

新堅 二塚6 14 2 3416 14 2 16

菊川 川北7 18 2 3520 18 2 20

小立野 内川8 23 2 3625 3 2 5

材木 犀川239 2 25 37 2 1311

味噌蔵 安原10 19 382 21 18 2 20

長町 湯涌9 2 39ｕ
｜
吃

11 5 2 7

松ヶ枝 額210 12 40 17 2 19

押野長土塀13 15 2 17 41 18 2 20

芳斉 浅川14 10 2 42 3512 3 38

森本長田15 13 2 15 43 36 3 39

此花 伏見台8 2 4416 10 27 2 29

瓢箪 夕日寺12 4517 2 14 9 2 11

長坂台馬場18 2 4612 14 19 2 21、』

千坂浅野 15 4719 2 17 21 2 23

森山 新神田22 2 24 482(） 15 2 17

諸江 西28 2 30 49 12 221 14

西南部富樫 5022 21 2 23 20 2 22

米丸 和三2 5123 27 29 17 2 19

米泉三 馬 30 2 32 52 14 224 16

崎浦 扇 台32 2 53 225 34 17 19

四十万小坂 5422 2 24 14 2 16妬
一
” 鞍月 217 19

計 967 111 1,078

浅野川 228 9 11
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2地区社会福祉協議会~

おおむね小学校通学区域を単位に54の地区社会福祉協議会が組織され、住民主体の地域福祉活動を

展開している。また、各協議会では、民生委員児童委員協議会に関することはもとより、各福祉関係

機関・団体等の事務を行っている。協議会は独自に事業を計画しているが、特に市の委託事業につい

ては、平成26年度において89,600千円の委託料を交付し、地域社会の福祉の向上を図っている。

①老人福祉の積極的推進に関する事項

②身体障害者及び知的障害者の福祉向上に関する事項

③地区社会福祉協議会組織の充実強化に関する事項

④ボランティアの育成活動強化に関する事項

⑤児童健全育成事業の推進に関する事項

3地域福祉活動推進事業

地域福祉活動の推進母体として期待されている、市・地区社会福祉協議会の基盤整備と、地域

の実情に応じた活動の奨励・支援を行うことにより、地域福祉活動の一層の充実を図る。

平成26年度実施事業

（1）福祉コミュニティ活性化事業

（2）地区社会福祉協議会の備品整備

（3）地域福祉活動相互啓発活性化事業

ー

4善隣館の推移と現況

大正11年6月石川県における民生事業の先覚者安藤謙治氏ほか43名が社会改良委員（民生委員

の前身）に任命され、善隣活動を開始し、民生事業の推進と近隣者の互信互助を標膀し、本市の

社会福祉事業の基盤を築いた。

さらに、同氏は昭和9年に地域住民の教養、経済さらには保健の向上等をはかるため、その活

動の拠点として第一善隣館を創設し、これが契機となり現在では12館の善隣館が開設され保育事

業、地域デイサービス事業、生活相談等それぞれの地域の実情に即した事業を独自の立場で運営

して多大な成果をあげている。

善隣館の設置状況 （平成26年4月1日現在） ー

ﾛ ロ 、

代表者

理事長小竹弘文

理事長川端眞美

理事長山下忠洋

理事長綿谷小作

理事長宮口 優

理事長新井外司

理事長吉田昭生

理事長藤美枝子

理事長三好保夫

理事長森田輝雄

理事長遠田 敬

民児協会長法村龍夫

創立年月日

昭9． 9． 1

昭10. 3. 1

昭13. 6. 8

昭14． 9． 1

昭18.10. 1

昭15.11. 1

昭15.10. 1

昭17. 12.20

昭30. 10. 6

昭35． 4．20

昭18． 4． 1

昭19. 7. 7

電話 FAX

241-4030 241-4072

221-0962 221-0961

241-3316 241-3316

252-1414 252-3915

231-0258 231-0258

231-3429 231-2454

261-2755 261-2755

252-0817 252-3261

222-1380 222-1380

226－6888 226-6866

238-3720 238－3723

221－0938 221－0938

所在地

野町3丁目1－15

小将町8－23

泉野町1丁目1－25

東山3丁目29-22

鱗町62－1

菊川2丁目8－13

小立野5丁目1－5

森山2丁目18－4

材木町13-4O

御影町21-11

粟崎町1丁目4

此花町2－7

名称

第一善隣館

第三善隣館

第四善隣館

馬場福祉会

新竪善隣館

永井善隣館

小立野善隣館

森山善隣館

材木善隣館

中村町善隣館

粟崎善隣館

此花会館

経営主体

社福法

〃

〃

″

一

″

一

″

一

一

″

一

″

〃

－

〃

〃

－

民協

2－2



5 善隣館活動復興推進事業

地域福祉活動の拠点として、長年､本市の福祉発展に寄与してきた善隣館活動の思想を広く市

民に啓発し、理解を深めてもらうとともに、その地域住民主体の活動を継承し、さらに発展させ

るため、次の事業を実施する。

(1)善隣館施設整備費補助

善隣館の施設整備費の3分の2を補助し、施設整備の充実を図る°

(2)善隣館活動復興推進事業

①善隣館活動推進事業

善隣館が行う啓発・地域交流、地域住民の参画による地域福祉活動等の事業に対して補

助を行うことにより、善隣館の活性化を図るとともに、コミュニティの再生を図る。

②善隣館ネットワーク会議

社会情勢の変化を踏まえ、善隣館の連携を強化し、新たな方向性を検討するネットワー

ク会議を設置する。

ー

地域安心生活支え合い事業

「金沢市地域福祉計画2013」の重点目標「新たな共助の構築」の具現化事業として、一人

暮らし高齢者等が地域で安心して生活できる基盤を市内全域で構築するにあたり、モデル地区

において地域住民主体の生活サポート体制づくりに向けた手順・方法を事業の実施過程の中で

検討・確立し、他の地区へ順次拡大していく。

①モデル地区

新竪地区、米丸地区（事業主体は各地区の社会福祉協議会）

②事業期間

平成25～27年度の3年間

③事業内容

（見守りネットワーク）

支援を必要とする人の困り事を把握し､孤立を防ぐネットワークを地域住民､民生委員、

まちぐるみ福祉活動推進員、地域包括支援センター、配達業者、商店街などによって構

築する。

（生活支援サービス）

ちょっとした困り事(除雪、ゴミ出し､電球交換など）に対して生活支援サポーター(住

民ボランティア）が支援を行う。

6

コア
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Ⅱ 社会福祉一般

1 社会福祉功労賞

永年、善隣の精神を率先して実践し、広く市民の福祉の増進に顕著な功績があったと認められ

る方に、金沢市社会福祉功労賞を贈呈し、これを顕彰する。

（1）創設年度 平成4年度

（2）贈呈式 11月3日文化の日 金沢市文化ホール

（3）受賞者 平成4年度 山崎武雄氏 平成10年度 久木吉次氏

平成5年度 加納實氏 平成14年度 神保外巳雄氏

平成8年度 山田耕氏 平成21年度 奥 清氏

平成9年度 砂走孝順氏

2福祉奉仕活動賞(ともしび賞）

市民の福祉奉仕活動を奨励するため、地道な日常活動を通し、本市の社会福祉の向上に貢献し

た個人及び団体を表彰する。

（1）創設年度 昭和63年度

（2）表彰の名称 金沢市ともしび賞

（3）表彰対象者

①おおむね10年以上にわたり地道に福祉奉仕活動を続け、社会福祉の向上に著しく貢献して

いる個人又は団体

②その他福祉奉仕活動の振興発展に著しく貢献し、他の模範となっている者

（4）表彰人員 平成22年度 2個人、 2団体 平成24年度 2個人、 1団体

平成23年度 1個人、 3団体 平成25年度 1個人、 3団体

ｰ

3 福祉活動育成基金の設置

（1）基金の設置目的

平成3年度に福祉関係基金（福祉奉仕活動育成基金、国際障害者記念基金、福祉サービス基

金）を統合し、新たに福祉活動育成基金を設置し、従来の福祉ボランティア活動、障害のある

、方の福祉、在宅福祉の推進に加え、地域福祉活動推進事業を実施し、高齢者．障害のある方等

のための総合的、効果的な施策の展開を図る。

（2）平成26年度当初基金現在高等

26年度当初基金現在高 2,183,239千円

26年度積立予算額 10,000千円

…

4金沢市福祉奉仕活動育成事業

（1）目 的

．昭和58年度からボランティアグループに対し活動費の助成を行い、福祉ボランティア活動に

伴う経済的な負担を軽減することによって、市民の善意による福祉ボランティア活動のより一

層の推進を図っている。
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(2)助成対象

市内を主な活動場所とし、具体的な福祉ボランティア活動を行っている10名以上の団体

(3)対象経費

対象となる経費は、ボランティア活動用の資器材購入費、研修費、通信費、会場借上費、消

耗品費など

(4)助成実績

助成額グループ数年度助成額グループ数年度

平成20

〃 21

〃22

〃23

〃24

〃 25

4,796,000

4,804,000

4,796,000

4,807,000

4,793,000

4,857,000

6,995,000円

6,998,000

5,192,000

5,235,000

4,867,000

4,780,000

平成14

〃 15

〃 16

〃 17

〃 18

〃 19

､ 102

107

110

115

108

106

０

７

９

５

８

９

，

９

９

９

９

９

ー

5社会福祉施設耐震診断費等補助事業

（1）目 的

高齢者、こども、障害のある方等の安全を確保するため、高齢者施設､私立保育所､乳児院、

児童養護施設、障害者支援施設等の社会福祉施設の耐震化を促進する。

（2）事業内容

社会福祉施設の耐震診断、耐震設計に要する経費の一部を助成する。

補助率2／3 （万円未満切り捨て） 限度額なし

（3）対象施設

昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造以外の社会福祉施設で、耐震改

修工事の際に、国による既存の補助金等の交付とそれに伴う市補助の対象となることが見込ま

れるか、又は市補助制度の対象となるもの（私立保育所、乳児院、児童養護施設、高齢者施設

〔養護老人ホーム、特別養護老人ホーム〕、障害者支援施設、救護施設、善隣館）

画〆

6金沢市育英会奨学事業

昭和26年から保護者が市内に在住する高校生及び特別支援学校の高等部の生徒のうち学業が

優れ、生活態度が良く、健康上就学に支障がないが、経済的に就学の困難な生徒に対し奨学資金

を支給し、有為な人材を養成している。

奨学資金月額一人当り(19年度改訂） 奨学生数の推移 ※23年度より支給対象枠を拡大

25年度24年度23年度22年度20年度 21年度19年度18年度

1104人 102人102人81人80人80人 79人60人

』

〆
「

一
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7 金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付制度

本市の区域内における社会福祉施設の設置、増改築、整備もしくは経営又は、介護保険サービ

ス施設等の経営に要する資金を貸付し、福祉事業の振興を図る目的で昭和49年度から発足した。

（1）原 資

金沢市福祉活動育成基金をもって充てる。

（2）貸付対象者

次に掲げる補助金等の交付、貸付又は支払の決定等を受けた者とする。

①国、地方公共団体、公益財団法人JKA、又は公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団の

補助金

②独立行政法人福祉医療機構又は石川県社会福祉事業振興資金貸付要綱に基づく借入金

③措置費等

④介護報酬、障害福祉サービス報酬等

（3）貸付限度額

①補助金及び借入金 交付又は貸付け決定のあった額

②措置費等又は介護報酬、 500万円の範囲内で施設又は事業所ごとに市長が認める額

障害福祉サービス報酬等

（4）貸付条件 貸付利子 無利子

…

8金沢市社会福祉施設整備等資金貸付制度

‘本市の区域内における社会福祉施設の新築、増改築又は用地の取得に要する資金の貸付けをし、

福祉事業の振興を図る。

(1)原 資 ~

金沢市福祉活動育成基金をもって充てる。

(2)貸付対象者~

本市の区域内において、社会福祉施設を設置し、かつ、経営する社会福祉法人とする。 ‘

(3)貸付限度額

1社会福祉法人が行う1回の整備に対する貸付金の額は、社会福祉施設の整備などに要する

資金の額の3分の2以内で、 100,000千円を超えないものとする。

(4)貸付条件 貸付利子 無利子

※貸付原資の減少に伴い、平成24年から当面の間の貸付は停止する。

、ジ

、

9 日本赤十字社金沢市地区事業

1 日本赤十字社は、世界188国の各国赤十字社と協力して、人道・博愛・奉仕の赤十字精神に基
づき、海外災害罹災者救援や紛争犠牲難民の救援活動等の国際赤十字活動を積極的に推進し、ま

｝た国内活動においても､災害救援事業､献血思想普及事業､奉仕団育成事業など各種事業の推進
‘に努力している。

‐、石川県支部金沢市地区においては、次の事業を行っている。

、
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(1)事業内容

①災害援護活動〔平成25年度救護品（罹災2世帯)〕 毛布4枚

②血液事業の推進

③救急法等講習会の推進

④社員増強運動の実施

(2)社資募集状況

差産昼含墓蘆建
達成率

（％）

87．4

達成率

（％）
実績額（円） 実績額（円）目標額（円） 目標額（円）

54,147,269 22 63,770,000 48,586,212 76.9肥
一
四

61，961，000

61,738,000 54，121，791 87．7 23 64,590,000 53,023,698 82． 1

53,953,320 86.5 2420 62,378,000 64,652,000 48,543,284 75． 1

50,759,509 80.4 2521 63，142，000 65,800,000 48,151,483 73.2

10金沢市松ケ枝福祉館

（1） 目 的 福祉のまちづくりを推進する拠点施設として各種事業を展開する。

（2）所在地 高岡町7番25号

（3）開 館 平成8年4月1日

（4）入館団体 金沢市社会福祉協議会 金沢市身体障害者団体連合会

金沢手をつなぐ親の会 金沢市脳卒中リハビリテーション友の会

金沢市聴力障害者福祉協会 歩ける環境推進課松ヶ枝分室

､〆

1

11金沢福祉用具情報プラザ

（1） 目 的 身体機能にあった福祉用具の選定や住宅改修の支援、各種福祉情報の提供

を通じ、障害のある方や高齢者等の社会・日常生活における自立の促進を

図る。

（2）所在地 本町1丁目10番1号

（3）開 館 平成14年6月1日

（4）事 業 展示事業、相談事業、情報事業、学習事業、市民交流事業等

（5）利用状況

ー

年度 来館者数 相談件数

2, 12921 21，759

22 36,532 2，171

38,58723 2,630

2,79124 36,478

25 34，024 2,654
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12社会福祉審議会の設置

中核市移行に伴い、社会福祉法第7条の規定により、平成8年4月設置した。

（1） 目 的 社会福祉の施策に関する事項を審議する。

（2）専門分科会 審議会に民生委員審査専門分科会､児童福祉専門分科会､老人福祉専門分

科会、身体障害者福祉専門分科会を設置している。

13高齢者等権利擁護窓口

判断能力が不十分な障害のある方や高齢者に係る成年後見制度など権利

擁護に関する相談・支援及びひとり親家庭の養育費に関する相談を行う。

(1) 目 的

高岡町7番25号

金沢市社会福祉協議会内

平成19年4月

(2)所在地

金沢権利擁護センター

(3)開 設

(4)利用状況

ー

ｰ
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年度

21

22

23

24

25

相談件数

4,180

5,357

6,138

6,803

7,640



Ⅲ戦争犠牲者の援護

1 戦没者慰霊式

本市における戦没者は6,966柱である。この戦没者の霊に対し、冥福を祈るため毎年慰霊式が

行われており、昨年も10月7日金沢市文化ホールにおいて来賓遺族約500名の参列のもとにしめや

かに挙行された。

2 旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護

旧軍人が永年勤務して退職したとき、公務のためけがをしたり、病気にかかったとき、又は公

務のため死亡した者の遺族等に対して援護を行う。

市内に居住する方から提出される特別給付金などの請求書類を確認のうえ、本属庁へ送付する。

給付の概要

給付の種類
受 給 資 格

適用法律名 称

軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加

算等を加入して規定年数を超える者
普通恩給 恩 給 法

、〆

軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加

算等を加入しても規定年数に満たない者
一時恩給 〃

軍人として、断続する実在職年を合わせれば3年以上に

なる者 ．
一時金 〃

ロ ■ ●

公務扶助料 公務従事中の傷病により死亡した者の遺族〃

普通扶助料 普通恩給を受ける権利を有する者の遺族〃

一時扶助料 一時恩給を受ける権利を有する者の遺族〃
巴

戦傷病者戦没者等

援 護 法

公務従事中の傷病により死亡した者の遺族で、恩給法の
適用を受けない者

遺族年金

遺族給与金 準軍属の遺族で、恩給法の適用を受けない者〃

戦傷病者等の妻に対する

特別給付金支給法

昭和12年7月7日以降公務により傷病を受けて心身障

害となった軍人等の妻
、〆

戦死した者の父母、祖父母で姓を同じくする子、孫のな

い扶助料等の受給資格者

戦没者等の父母等に対す

る特別給付金支給法
特別給付金

●

戦没者等の妻に対する

特別給付金支給法
戦死した者の妻で、扶助料等の受給資格者

戦没者等の遺族に対する

特別弔慰金支給法
扶助料等の受給資格を有する者のない戦没者等の遺族特別弔慰金
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Ⅳ母子。寡婦。父子福祉

1 児童扶養手当〔児童扶養手当法〕

父母の離婚などにより、父(母)と生計を別にしている児童（18歳になって最初の年度まで。

ただし、重・中度の障害のある児童は20歳未満｡）を養育している母(父)、又は母(父)に代わ

って養育している方が公的年金を受けていない場合に支給される。

なお、前年の所得が一定額以上の場合は、手当額の全部又は一部が支給されない。

の場合には、手当が支生死不明、保護命令、~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ 拘禁されている等ても重度の障害、※父(母)がい ~~~

給されることがある。

支給額（月額） 児童1人41,020円～9,680円（所得による）

(平成26年4月1日現在） 2人目 5,000円加算、 3人目以降1人につき3,000円加算

(単位：上段は「世帯｣、下段は「％」 各年度末現在）受給者状況

談
対象児童数別世帯数世帯類型別世帯数

6人

以上

総
論

計4人 5人障害 遺棄 その他 計 1人 2人 3人死別 未婚離婚

ｰ4 3,030960 196 22 13 51 3,030 1,84771532,802 14

21
100.06.5 0.7 0．1 0．01．7 100.0 61．0 31．70.2 0. 15．092.5 0.5

~ ~

3,41827 5 11，139 24473 3,418 2,002154 6 3293,153
22

~ 0.0 100．033．3 7．1 0.8 0．12．1 100．0 58.60.2 0．10.8 4．592．2

3,449234 38 5 179 3,449 2,025 1，14615 21523,168 33
~

23
100．00.2 0.058.7 33.2 6.8 l. 12．3 100.00.4 0．10.9 4.491．9

3,519260 35 7 180 3,519 2,067 1, 1492159 143,229 35
~

24
0．0 100.07．4 1．0 0.22..3 100.0 58．7 32．70.04．5 0.491．8 1．0

3,5676 51, 126 262 290 3 78 3,567 2, 139154 17323,283
25

0.2 0. 1 100.060.0
一

31．6 7．3 0.80.0 0．1 2.2 100.04.3 0.50.992.0

2母子生活支援施設の概況〔児童福祉法第38条〕

生活上のいろいろな問題のため児童の養育が十分にできない場合に、母子家庭の母と子が一緒

に入所し、安定した生活を送るための児童福祉施設。施設の職員が母子の自立を支援する。
ゞ

職 員 構 成事務費限度額

（1か月

1世帯に付）

嘱託指導員

・調理員

収容定員施設名区分 母子

指導員
計施設長 少年握凛員 嘱託医

人 人 人世帯 円 人 人 人
MCハイツ平和私立 10219,037 3 2 3 120 1

母子生活支援施設措置費の年次推移

涙
入所費（年間）入所人員 （月平均）施設数

~

23年 24年 25年23年 24年 25年24年 25年23年
、

| ,‘人｜ 夢繍' ’2人| 夢欝’
世帯

9

世帯

6

人 人

20 22

千円

30,002

千円

35,777

千円

32,289

替
市世

９

人
私立 1 11

18
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母子生活支援施設

私立MCハイツ平和

〔公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会〕

所 在 地

敷地面積

総床面積

事業開始年月日

平和町2丁目3番9号

1,179.370㎡

鉄筋コンクリート4階建1,912.2㎡

昭和53年4月

平成8年12月新平和母子寮竣工

平成9年1月 「MCハイツ平和」としてスタ
ート

20世帯（19世帯）定員（暫定定員）

3母子・寡婦福祉資金貸付制度〔母子及び寡婦福祉法第13条、第32条〕

（1）借受資格 ・配偶者のない女子で現に20歳未満の児童を扶養しているもの

･父母のない児童

・寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子

・母子福祉団体

（2）資金の貸主 金沢市

（3）受付事務担当者 金沢市母子自立支援員

（4）資金の種類

母子寡婦福祉資金貸付金

ｰ

母子家庭や寡婦の方の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることができます。

内 容 貸付限度額 償還期間資金名 利子

共同起業4,260,000円

2,830,000円
無利子

又は年1.5％

事業を開始するために必要な設備､什

器、機械等の購入資金
7年以内事業開始資金

ー

無利子

又は年1.5％

現在継続中の事業に必要な商品、材料

等を購入する運転資金
事業継続資金 7年以内1,420,000円

20年以内

(専修学校・一般課程

5年以内）

学校別限度額表

のとおり

お子さんが高校･大学等に修学するた
めに必要な資金

修学資金 無利子

月額 68,000円

自動車運転免許

取得 460,000円

無利子

又は年1.5%

お母さんが技能や資格を得るために

必要な授業料、材料費等の資金
20年以内技能習得資金

月額 68,000円

自動車運転免許

取得 460,000円

お子さんが事業開始又は就職するた

めの知識技能を習得するために必要
な資金

6年以内無利子修業資金

100,000円

自動車購入

320,000円

無利子

又は年1.5％

就職に必要な被服､履物等及び通勤用

自動車を購入する資金
6年以内就職支度資金

(医療)340,000円

(特別)480,000円

(介護)500,000円

無利子

又は年1.5％

医療及び介謹を受けるために必要な

資金
5年以内医療介謹資金
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技能習得20年以内

医療介護5年以内

7年未満の母

8年以内

失業 5年以内

知識技能習得期間中、医療・介護を受

けている期間中、失業期間中及び母子

家庭となって7年未満の者の生活費
補給資金

円

円

０

０

０

０

Ｏ

０

３

Ｌ

Ｏ

４

１

１

額

み

月

の

般
能
一
技

無利子又は

年1.5％
生活資金

1,500,000円

全面改築の場合

2,000,000円

無利子又は

年1.5％

6年以内

全面改築7年以内

住宅の増改築、補修保全及び建替え、
購入に必要な資金

住宅資金

無利子又は

年1.5％

住居の移転に際し､住居の賃借又は家
財運搬等に必要な資金

3年以内転宅資金 260,000円

ロ

就学20年以内

(専修学校一般課程･修

業施設5年以内）

学校別限度額表

のとおり

就学､修業するために必要な被服等の
購入に必要な資金

無利子就学支度資金

無利子又は

年1.5%

お子さんが結婚するために必要な経

費及び家具、什器等を購入する資金
5年以内300,000円結婚資金

ゆ

＜学校別限度額表＞

私立諒
高 等 学 校
専修学校（高等課程） 国公立：宅爵

30,000円

35,000円

18,000円

23,000円

鬮公立識 私立 ：宅爵
21,000円

22,500円

32,000円

35,000円
高等専門学校

…
修学資金

私立冒宅爵
短 期 大 学

専修学校（専門課程） 国公立識
53,000円

60,000円

45,000円

51,000円

私立：宅斎園公立識
54,000円

64,000円

45,000円

51,000円
学大

私立：宅弄
高 等 学 校

専修学校（高等課程） 園公立識
410,000円

420,000円

150,000円

160,000円

国公立 ：宅斎 私立識
大学、短期大学

専修学校（専門課程）

580,000円

590,000円

370,000円

380,000円
就学支度資金

自宅

自宅外

90,000円

100,000円
修 業 施 設

ひとり親家庭等日常生活支援事業〔金沢市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱〕

ひとり親家庭および寡婦家庭で、就職活動や疾病などの理由やひとり親家庭となって間がな

いなど、一時的に生活援助や子育て支援が必要となった場合に、ホームヘルパーの派遣等を行

い、生活の安定を図る。

制度の開始 平成22年4月1日

派遣の対象者 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭 ~

4

ー

5ホームフレンド派遣事業〔金沢市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱〕

ひとり親家庭等の福祉の増進と児童の健全な育成を図ることを目的として、離婚等による葛藤

や地域での孤立化を防ぎ、子どもの悩みを聞くことで心の支えとなり自立心を養うために、ひと

り親家庭等の子どもが気軽に相談にのれるホームフレンド（大学生等）を家庭に派遣し、話し相

手や遊び相手、簡単な学習指導や家事指導等を行う。

制度の開始 平成9年4月1日

（1）派遣の対象者 母子家庭、父子家庭、養育者家庭の小・中学生及び高校生

（2）派遣時間等 1日あたり8時間又は4時間以内、月5回程度
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事業実施状況

派遣対象家庭ホームフレンド登録者数訪問実施延回数訪問件数

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

24

25

23

26

30

29

９
一
過
一
也
｜
岨
一
ｕ
ｌ
ｕ

７
－
ｕ
一
廻
一
ｍ
ｌ
ｕ
ｌ
ｕ

妬
一
哩
一
“
｜
蝿
一
ｍ
一
厩

6 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業

〔金沢市ひとり親家庭学習支援ボランティア事業実施要綱〕

ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的として、大学生等のボランティアを派遣し学習

支援等を行う。

制度の開始 平成24年4月1日

（1）派遣の対象者 母子家庭、父子家庭、養育者家庭の中学生

（2）派遣時間等 1回4時間以内 月2回程度
ごロ

葦産～g芝 ホームフレンド登録者数 派遣対象家庭訪問件数 訪問実施延回数

平成25年度 46839 47 41

7 ほほえみ家族事業

ひとり親家庭における親子のふれあいを深めるためのレクリエーションや自立に向けた情報

提供の場を設けています。

会 場 ｜実施日 (H25年度) | 予定人数
石川県女性センター’ ，2月,日 ，00人

事 業 名

親と子のクリスマスのつどい

8 女性相談事業〔厚生労働省児童虐待･DV対策等総合支援事業〕

女性の生活の向上と福祉の増進を目的として、女性の身上等に関する相談、指導及び女性の保

護更生に関する相談、指導を行っている。

◎人権女性政策推進課（女性相談支援室）において女性の身上相談、DV相談等を実施

女性相談員4名（非常勤等）

、P

○女性相談の取扱状況 (単位：件）

諦
擁
粥
灼
一
布
一
両

人間

子ども

20

65

91

51

経済関係 医療関係
卜一
三
口年度 その他

夫等

529

707

775

726

交際相手

4

． 11

23

31

70 羽
一
四
一
唖
一
“

211

179

104

94622

23

24

25

1,279

1，332

1, 113

刃
一
肥

65 ’ 119
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○女性相談の年齢別件数 (単位：件）

30歳以上

289

389

449

40歳以上

312

429

355

50歳以上

123

116

94

60歳以上

107

147

199

_匙
946

1，279

1，332

1，113

20歳未満

3

5

15

20歳以上

112

162

201

繩
－
０
｜
鉦
一
四
一
加

霊
躯
一
配
型
一
”
溺

タ 1 1

120 418 240 152 1603

9母子自立支援員

母子家庭及び寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行うなど母子家庭及び寡婦の福

祉の増進を図る。母子及び寡婦福祉法第8条（昭和39.7.1法律第129号）

相談員4名（非常勤）

母子自立支援員活動状況 (平成25年度）

児 童生 活 般
ｰ

家庭

紛争
教育結婚 養育費 借金 養育 非行 就職 その他医療 就労 その他住宅

相談件数 28 1 190 1 Ⅲ5 1 299 1 45 1 32 1 6 1 62 1 76 1 111 1 』 ｜ 」 ’ ’6
、相談指 生 活 援 護

その他 計児 童

扶養手当

寡 婦

福祉資金

母 子

福祉資金
公的年金 生活保護 税 その他 1

53 1 2，474 1 26 1 8，559相談件数’ 2，424 1 3 20 1 2，663 1 ． 14

10母子家庭等自立促進事業

母子家庭の母及び寡婦（一部事業は父子家庭も対象）の自立促進を目的とした各種事業を行

う。

（1） 就業相談事業（就業支援相談員設置）

（2）就業支援講演会事業

・ 再就職支援セミナー

・ パソコン講習会（年2講座）

・ 介護職員初任者研修

（3） 地域生活支援事業

・ 養育費相談（養育費等専門相談員設置）

． 特別相談事業（法律）

曹
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11 自立支援教育訓練給付金事業〔金沢市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要領〕

（平成16年4月1日実施）

母子家庭の母の就業促進と自立支援を目的として、就職に必要な職業資格を取得するために教

育施設に入学し、その課程を修了した方に対して、給付金を交付します。 （平成25年度から、

父子家庭も対象）

（1）申請時期 受講開始日の15日前（事前に相談してください｡）

（2）対象資格 厚生労働大臣が指定する教育訓練給付金対象講座

（3）交付額 対象経費の2割、限度額10万円

（4）所得制限 児童扶養手当に準じた所得制限があります。

12高等職業訓練促進給付金事業〔金沢市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要領〕

（平成16年4月1日実施）

母子家庭の母で経済的自立に効果的な資格を取得するために2年以上養成機関で修業し、就業

（育児） と修業の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減のため、給付金を交付します。

（平成25年度から、父子家庭も対象）

（1）申請時期 修業を開始した日以後（申請前にご相談ください｡）

（2）対象資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等

（3）交付額

・高等職業訓練促進費 市民税非課税世帯 月額100,000円

（平成24年3月31までの入学者は月額141,000円）

市民税課税世帯 月額70,500円

・高等職業訓練終了支援給付金（終了後支給） 市民税非課税世帯 50,000円

市民税課税世帯 25,000円

※世帯には、扶養義務者（世帯分離している同居の親族）も含みます。

（4）交付期間 修業する期間の全期間（上限2年）

（平成24年3月31日までの入学者は修業する期間の全期間、

平成25年3月31日までの入学者は上限3年）

（5）所得制限 児童扶養手当に準じた本人の所得制限があります。

ヂ

ー

ヘ
）

13父子相談員

父子家庭における身上相談に応ずるとともに、必要な助言指導を行うことにより、父子家庭の

福祉の増進を図る。 （母子自立支援員が兼務）

父子相談員活動状況 （平成25年度）

児生 活 股 童~一
一

家庭

紛争
養育 教育住宅 医療 就労 結婚 その他 非行 就職 その他

相談件数’ 1 27 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0

経済的支援 ・ 生活支援
一 1 1 凸、

生 計児 童

扶養手当

活

福祉資金
公的年金 生活保誰 税 その他

相談件数 73 0 0 9 1010 1
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14 市営住宅活用母子世帯生活安定支援事業

（平成21年4月1日実施）

DV被害母子世帯がDV被害母子世帯用の市営住宅に入居したときに、当該母子世帯の生活安

定のために住宅使用料（家賃）の一部を支援金として支給します。

｢DV被害者に係る市営住宅の目的外使用許可に関する取扱基準」により入(1)対 象

居したDV被害母子世帯

入居から1年間

市営住宅使用料から母子生活支援施設徴収基準額を控除した後の金額

(2)期 間

(3)支援金

ー

ｰ
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V児童福祉

1 児童手当〔児童手当法〕

お子さんを養育している方に児童手当を支給することによって、次代の社会を担う児童の健や

かな育ちを支援することを目的としています。

（1）支給対象 金沢市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末ま

で)のお子さんを養育している方 ~

（2）手当額 （ア）所得制限未満の場合

．O～3歳未満 月額15,000円（一律）

・ 3歳～小学生 月額10,000円（第3子以降は15,000円）

・中学生 月額10,000円（一律）

（イ）所得制限以上の場合

・月額5,000円（一律）

（3）支給期間 中学校修了前（15歳になって最初の年度末まで）

支給見込

区分一

支給対象児童数（人） 支払見込金額（千円）、P
年度

26 695,847 7,583,325

2入院助産（出産費用の助成） 〔児童福祉法第22条〕

出産にあたって保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが

できない場合において、市が指定する助産施設（病院）での出産費用を助成します。ただし、所

得制限及び自己負担があります。

市が指定する助産施設

金沢市立病院、金沢医療センター

入所状況

(1)

(2)

平成20年度 21 22 23 24 25

、夕
E I m I

人数 5 3 4 4 5 0

、
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第3社会福祉法人金沢市社会福祉協議会
h

所在地:金沢市高岡町7番25号（金沢市松ケ枝福祉館内）

1． 基本方針

少子高齢化が進んでいる。加えて、人や地域の絆が弱まり、地域に垢ける見守り支援・子育

て支援など市民の福祉ニーズは増加し多様化している。また、東日本大震災等を教訓に、平常

時からの自然災害に備えた要援護者への支援活動の重要性が増している。さらには、雇用・経

済情勢は、明るい兆しが見えるとはいえ依然として厳しい状況が続いている。

国においては、子ども・子育て支援法や生活困窮者自立支援法の制定、介護保険制度の改正

に向けた検討など、制度改正が進められている。金沢市においても、それぞれの事業計画の見

直しや新たな取り組みに向けての検討が行われている。

このような中で､金沢市社会福祉協議会は､平成24年度に策定した活動指針（5ケ年計画）

に基づき、地域福祉の推進を基本理念におき、市民（地区社会福祉協議会の役職員や民生委員

児童委員・ボランティア・町会関係者等）の参加と協力のもと、福祉サービス提供事業者（福

祉施設等）や福祉団体・専門機関・行政等と密接に連携し、社会福祉協議会の有する専門的機

能や公共性の高い非営利の民間組織としての特性を活かし、市民が安心して暮らせる福祉のま

ちづくりをさらに推進する。

池／

~

2．組~ 織

会長理事（1人）

副会長理事（3人）

専務理事（1人）

常務理事（1人）

理 事（10人）

評議員(33人） 監 事（3人）－

I
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3． 重点目標

①社会的孤立により起こる諸問題に対応するため、市民や関係機関・団体、専門職などとの

連携を強化し、地域で支えあう仕組みや見守りネットワークを構築する。

②誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進めるため、判断能力の低下した人や障害のあ

る人、生活に困窮する人等の相談支援体制を充実する。

③社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため、社会福祉事業推進に関する調査研究、

福祉人材の養成・確保及び質の向上に取り組む。

④福祉活動への市民の参加を促進するため、ボランティアセンター機能や市民への情報発信

機能を充実する。

⑤災害時における支援体制を築くため、災害ボランティアセンターの体制整備、災害時初動

訓練、災害ボランティアコーディネーターの養成に取り組む。 ~

⑥事業の目的を達成するため､関係機関との連携強化､職員研修体制の整備､事務の効率化、

財政基盤の強化に取り組み、法人の基盤及び機能の強化を図る･

4． 事業内容 、

Uノ

）地域福祉の推進

①地区社会福祉協議会（地区社協）活動の支援

〔地区社協会長部会と連携して実施〕

ア情報交換・課題協議

・ 地区社協会長部会役員会（毎月）

・ 地区社協会長会議（4月、 7月）

・ 地区社協・民児協ブロック会議（ブロックごとに開催）

・ 地区社協事務担当者会議（5月）

イ研修

・ 地区社協会長研修会（2月）

・ 地区社協職員研修会（2月）

ウ活動支援

・ 市社協ブロック担当職員による相談対応・情報提供等

・ 地区社協実施事業（市民・地域福祉関係者を対象とした講座、地域サロン、

子育てサロン等）実施に係る支援

・ 地区社協活動の市民への紹介・PR(ホームページ等により）

(1）

U

②民生委員児童委員活動の支援

〔市民生委員児童委員協議会（市民児協） と連携して実施〕

ア情報交換・課題協議

・ 市民児協役員会（毎月）

・ 市民児協正副会長会議（随時）

・ ~ 市民児協総会（3回）

・ 地区民児協会長定例会（8月を除く毎月）

・ 主任児童委員連絡会理事会（4回）

・ 主任児童委員連絡会全体会議（2回）

・ ブロック別地区社協・民児協会識（各ブロック1回）
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イ研修

・ 地区民児協会長研修会（2回）

・ 民生委員児童委員実務研修会（7回※うち、中堅民生委員児童委員研修1

回、新任（1期目）民生委員児童委員研修1回）

・ 主任児童委員研修会（2回）

・ ブロック別研修会（各ブロック1回）

ウ活動支援

・ 市社協ブロック担当職員による相談対応・情報提供等

改・ 民生委員児童委員活動の市民への紹介･PR(リーフレットの発行、街頭PR

活動、ホームページ等により）

新． 民生委員児童委員活動保険への加入

・ 全国民生委員児童委員互助共励事業

・ 対応困難ケースの検討

③地域の見守り ．相談・支援体制の充実

ア地域安心生活支えあい事業

． モデル地区において、地域住民主体の見守り ・相談・支援体制を構築

． 行政からの個人情報の提供方法や地域内での情報共有のあり方を検討

イまちぐるみ福祉活動推進事業

「まちぐるみ福祉活動ガイドブック」の作成、関係機関等への配布

． 「すこやか長寿」 （パンフレット）の作成、関係機関等への配布

． まちぐるみ福祉活動推進員のボランティア活動保険への加入

， 各地区で実施するまちぐるみ福祉活動推進員研修会への支援(講師派遣.参加）

． まちぐるみ福祉活動推進員・民生委員児童委員が対応する困難ケースへの助言、

ケース検討会実施の支援等

． 退任感謝状の贈呈

ウ地域サロン

． 地域サロンの設置、新規開設の支援

・ 地域サロンの調査研究

． ふれあいいきいきサロン全国研究交流集会への参加

． 地域サロン運営担当者研修

． 地域サロン運営支援（巡回訪問、広報、情報提供、課題に対する助言）

エ子育てサロン

． 子育てサロンの設置、新規開設の支援
竹

オ児童クラブ

． 児童クラブの運営（68ケ所）

力虐待防止、認知症等に関する市民への啓発・研修

． 金沢市や児童相談所、地域包括支援センター等の関係機関と協力した虐待防

止に向けた取り組み

・ 社会福祉士会等の専門職団体と連携した地域福祉関係者等の研修会開催

キ地域包括支援センターとの連携強化

． 地域福祉関係者とのネットワークづくりの支援

． 介護サービス事業者とのネットワークづくりの支援

、ゴ

ー
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新ク地域ネットワーク会議～地域課題集約会議（仮称）～の開催

・ 地区社会福祉協議会、地域包括支援センター等と協働し、住民の生活上の課

題の把握及び対応策の検討を行うための地域ネットワーク会議の開催（19地

区）

④共同募金運動の支援

ア情報交換・課題協議

・ 共同募金会地区分会事務担当者会議（5月）

イ研修

・ 共同募金会地区分会長・事務担当者研修会（9月）

ウ活動支援

・ 市社協ブロック担当職員による相談対応・情報提供等

⑤関係機関との連携強化 ~

・ 地域福祉推進についての情報交換や協議を行うため、市町会連合会、市公民館連合

会、市校下婦人会連絡協議会、市地区社会福祉協議会会長部会、市民生委員児童委員

協議会、共同募金会市支会、市老人連合会等の地域福祉推進関係団体との連携を強化
ー

する。

生活に困窮する人や判断能力の低下した人への相談支援の充実

①金沢権利擁護センターの運営

ア高齢者等の権利擁護に関する相談・支援

・ 成年後見制度の利用に関する相談・支援

・ ひとり親家庭に対する経済的安定のための養育費相談

イ 日常生活自立支援事業の実施

・ 相談、連絡調整、ケース検討会の開催

・ 生活支援員の養成、研修

拡充・ 生活支援員の資質向上のための連絡会を開催

・ 専門員の研修

ウ権利擁護に関する人材育成

・ 権利擁護セミナーの開催（2回）

・ 講師派遣（随時）

エ研究事業

・ 運営委員会の開催（2回）

拡充・ 法人成年後見の試行（新たに障害のある人のケースを受任）

・ 市民後見人養成に向けた調査・研究

オ広報啓発

力関係機関との連携

・ 職能団体との連携（成年後見制度連絡協議会、石川県高齢者・

応専門職チームなど）

・ 地域包括支援センター、相談支援事業所との連携

・ 介誰支援専門員､,相談支援専門員との連携

・ 金沢市関係部局、家庭裁判所との連携

・ その他、 日常生活自立支援事業基幹的社協連絡会など

(2）

…

障害者虐待対
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②生活福祉資金貸付事業

ア生活福祉資金の相談対応・申請受付

イ貸付調査委員会の開催（月1回）

ウ臨時特例つなぎ資金（住居を喪失した失業者世帯の自立支援）

エ研修会等への講師派遣

オ関係機関の会議等への出席

・ 日本司法支援センター金沢地区地方協議会

・ 金沢市多重債務問題対策庁内連絡会・合同研修会

・ 刑務所出所者等福祉関係事務担当者連絡協議会等

③生活つなぎ資金貸付事務

ア貸付業務（随時）

④多重債務の未然防止や生活保護に至らないための相談活動

ー

⑤認知症の人と家族の会石川県支部、裁判所職員○B会等と連携した相談活動

ア認知症に関する介護相談（月曜日 （年末年始、祝祭日を除く)）

イ民事・家事に関する法律相談（金曜日 （年末年始、祝祭日を除く)）

ウ福祉なんでも相談（月～金曜日（年末年始、祝祭日を除く)）

⑥生活保護受給世帯の子どもの学業支援事業

ア教室の開設（隔週土曜日他）

・ 中学生の学習支援、居場所づくり

・ 高校生の学習支援、居場所づくり

イ学習支援ボランティアの研修

ウ企画・運営ミーティングの開催（隔月）

新⑦社会福祉士会等専門職団体と連携した住居喪失者等支援活動
ー

住居喪失や失業等による生活困窮者が生活している場に出向いての相談対応や資金貸

付等による支援を、専門職団体が行う活動（見守り、安否確認､食糧･支援物資の提供等）

と連携して実施

新⑧生活困窮者の自立支援の体制づくりの検討

生活困窮者自立支援法の施行に向け、体制のあり方について金沢市等と検討

（3）障がいのある人の地域生活及び就労支援の推進

①金沢障害者就業・生活支援センターソ障害者雇用定着促進事業

拡充ア相談・支援の充実（支援スタッフの増員）

・ 就職に向けた相談支援、準備支援（職場実習または職業準備訓練の斡旋等）

・ 就職活動の支援

・ 職場定着に向けた支援（職場訪問による適応状況の把握等）

・ 障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言
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ジョブコーチ支援

生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言

住居、年金、余暇活動などの地域生活、生活設計に関する助言

在職者の交流活動事業の実施（4回）

就職活動支援セミナーの開催（9月）

中部・北陸ブロック障害者就業・生活支援センター職員研修会の開催（11月）

関係機関との連携

就労支援関係機関連絡会議の開催（1回）

特別支援学校生徒への支援

関連会議への出席（金沢市障害者自立支援協議会、石川県高次脳機能障害支援関、

イ

ウ

エ

オ

臨

係者連絡会、石川県発達障害者支援体制推進会議など）

講師派遣

②金沢福祉用具情報プラザ

ア展示事業

・ 最新の福祉用具と住宅改修モデルの展示（常時）

・ 展示福祉用具選定部会の開催（12月）

・ 新規追加福祉用具の特設展示（1月）

イ相談事業

・ 福祉用具、住宅改修、介護、福祉制度に関する相談

・ 訪問相談

・ 適切な福祉用具入手・選定のための福祉用具貸出

‘・ 相談員としての質の向上を図るため、職員研修の実施（5回）および

積極的な外部研修（6回）への参加

ウ情報事業

・ プラザ機能を広く知らせるためのホームページ、広報誌による情報発信

・ 福祉用具開発のための展示福祉用具試用貸出状況データの情報発信

・ 福祉に関する図書の貸出

エ学習事業

・ 介護・医療従事者対象の研修会の開催（10回）

~ ・ 福祉用具専門相談員指定講習会の開催（1回）

オ市民交流事業

・ 市民が集えるイベントの開催（6月）

・ 市民の関心を集めるための催事展示（随時）

・ 市民対象の福祉関連教室の開催（2回）

・ 地域の福祉活動支援としての体験学習器具の貸出と職員派遣

ー

ー

③介護保険住宅改修適正化事業

介護保険制度における住宅改修の適正化を図るため、

職（作業療法士等）が、住宅改修の申請をした被保険者

認やアドバイスを行う。

ア利用者の身体状況に即した改修内容の確認

金沢福祉用具情報プラザの専門

（利用者）宅に訪問し、現地確
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イ改修内容の改善アドバイス

④地域活動支援センター

ア各種教室の実施

・ 機能訓練（月4回） ・ 介護訓練（月4回）

・ 料理教室（月1回） ・ 書道教室（月2回）

・ 書道教室（月2回） ・ 手芸教室（月2回）

・ 陶芸教室（月2回） ・ 生花教室（月2回）

イ広報活動

・ 作品展の実施（1回）

・ 体験教室の実施（1回）

ウ情報交換、連絡調整

・ 講師等連絡会の開催（1回）

⑤いきいきギャラリーの運営

ア高齢者・障害のある方の手作り品の展示・販売

イ市民教室の実施（2回）

ウ研修室・展示室の貸出

エアンテナショップ（金沢福祉用具情報プラザ内）の管理・運営

…

⑥ 金沢メルシーキャブサービス（車いす使用者の移送サービス）

ア利用会員への対応

・ 予約の受付及び利用に関する相談（随時）

イ運転協力会員（ボランティア）への対応

・ ボランティア活動のコーディネート （随時）

・ 新規運転協力会員への講習（随時）

ウ広報

・ 新規利用会員及び運転協力会員募集の広報

ー

（4）福祉人材の養成・確保及び福祉サービスの質の向上

①介護サービス事業者連絡会

〔金沢市と連携して実施〕

ア事業者相互の情報交換・課題協議

~ . 理事会（1回）

・ 総会（1回）

・ 部会会議（随時）

・ 正副部会長会議（随時）

イ研修

・ 全体研修会（1回）

・ 部会別研修会（随時）

ウ調査研究

・ 介護保険制度改正に向けた検討、調査・研究

・ 事業所情報一覧の作成、アンケート調査等
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エ情報の提供

・ 行政情報の提供（随時）

・ 介護支援専門員および各事業者等への事業者情報の提供、

オ関係機関との連携

・ 金沢市医師会、金沢市歯科医師会、金沢市薬剤師会等の関係機関との連携強化

②介護福祉士資格取得に向けた受験対策講座、受講料負担の軽減

ア筆記試験対策講座の実施（昼・夜の2コース、全14回）

イ筆記試験スペシャルセミナー（特別講座）の実施（1回）

ウ実技試験対策講座の実施（8回）

~エ模擬試験（基礎編）の実施（2回）

オ模擬試験（実力編）の実施（2回）

力受講・受験者の合否等の調査・分析

③福祉介護人材の養成や確保に関する調査

ア介護福祉士国家試験制度（制度改正、動向等）や介護人材の現況等の調査・分析

ー

④社会福祉事業従事者互助会の運営

ア退職手当金の支給

改イ貸付（貸付要件の緩和）

ウ理事会（2回)、代議員会（2回）の開催

エ法改正、制度改正についての調査及び研究

オ資産運用

⑤福祉サービス第三者評価事業

ア保育所（園)、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の第三

者評価の実施

イ介護サービス情報の公表に係る訪問調査の実施

ウ保育所（園）利用者調査の実施
）
‐

⑥介護相談員派遣事業

ア介護相談員の養成（新規養成7名）

イ介護相談員の派遣（特養、老健、療養型、認知症高齢者グループホーム）

ウ受入事業所への事務局職員の訪問（随時）

エ介護相談員連絡会・受入事業所との意見交換会の開催

（6回。内1回は受入事業所との意見交換会）

オ研修

・ 介護相談員研修会の実施（2回）

・ 介護相談員現任研修への参加（2名）

力調査・研究、広報

・ 介護相談員派遣等事業実態調査への協力

・ 広報（受入事業所掲示用ポスターの作成）

・ 活動状況報告書の作成（毎月）
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⑦専門部会（保育部会、老人福祉施設連絡会、地域デイサービス部会、障害児・者福祉

施設連絡会）及び介護サービス事業者連絡会等の関係団体と協力しての研修の実施

⑧実習の受け入れ

社会福祉士養成課程「相談援助実習」等の受け入れ

（5）ボランティア活動の推進

①ボランティアセンター機能の充実

ア相談と調整

・ ボランティアに関する相談

・ 演芸ボランティアの登録および斡旋

イ活動支援

・ 金沢市福祉奉仕活動育成事業（6月助成）

。 ボランティア活動保険掛金助成（50円）

・ ボランティア行事用保険の受付

・ 使用済み切手の収集

ウネットワークづくり

・ 金沢市福祉ボランティア連絡協議会理事会・研修会の開催（4回）

エ学習／研修

・ 地域で活動するボランティアを育成するために「地域福祉ボランティア養成講

座」を開催

・ ボランティア講座等への職員派遣

・ 金沢ボランティア大学校講座への講師派遣

オ石川県社会福祉協議会ボランティアセンターとの連携

・ ジュニアボランティア体験事業への協力

・ 児童・生徒のボランティア活動普及事業への協力

・ 保険掛金助成への協力（活動保険200円、行事用保険20円）

ご〆

ー

②金沢災害ボランティアセンターの体制整備

ア金沢災害ボランティアセンター

. 「設置・運営マニュアル（水害編／地震編)」の定期的な見直し

新. 災害ボランティアセンターの運営に関係する団体とのネットワーク会議の開

催

新． 災害ボランティアセンター現地支部運営訓練の実施

・ 災害ボランティアセンターの立ち上げに必要な資機材等の確保及び管理

イ発災時の初動対応（3ケ年計画の3年目）

薪・ 「初動対応マニュアル」の策定及び見直し r

・ 発災時に必要な資機材、備蓄食料等の確保及び管理

・ 初動対応マニュアルに基づく定期的な初動訓練（職員参集、避難訓練等）の

実施

③市民への情報発信の充実
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「かなざわボランティア情報」の発行（6回）

ボランテイアセンターホームページによるボランティア情報の提供

メールマガジンによるボランティア情報の提供、ボランテイアセン

ジヘの誘導（月1回）

ボランティアセンターホームペー

広報啓発の促進

①ホームページ

・ 法人ホームページを通じ情報発信を行う。

(6）

②情報誌

・ 金沢市社協情報の発行（5回）

③金沢市社会福祉大会、福祉のつどい、障害者ふれあいコンサートの開催

ア第60回金沢市社会福祉大会の開催

・ 社会福祉事業関係者表彰

・ 日時9月7日 （日）

・ 場所金沢市文化ホール

イ福祉のつどい2013金沢．ふれあいコンサートの開催

・ 日時9月7日 （日）

・ 場所金沢市松ヶ枝福祉館、松ヶ枝緑地

ｰ

④人権・同和問題研修会

ア人権・同和問題に関する研修会の開催

イ関係機関が実施する人権・同和問題に関する研修会への参加

⑤こどもすぐすぐランド

・ 金沢市内の保育所の活動を紹介し、保育所での生活の様子や様々

取り組みについて周知する。

・ 子どもの成長に応じた遊具を紹介し､体験できる「のびのび広場二

保育所の取り組みと併せて、家庭での遊びに関する情報提供を行う。

保育所での生活の様子や様々

｢のびのび広場コ

な子育て支援の

ーナー」を設け、 ー

臨⑥金沢市社協創設60年の記録取りまとめの検討

・ 平成26年(2014年) 12月法人化60周年を迎えるにあたっての記念誌作

成について検討する。

（7） 金沢市松ケ枝福祉館。金沢福祉用具情報プラザの管理運営

①金沢市松ヶ枝福祉館の管理運営

ア自主的活動の支援

・ 市内のボランティアグループ、福祉・保健・医療等関係機関・団体の活動を支援す

るため、会議室の貸し出しを行う。

イ管理運営

・~ 市民が安心して利用できるよう、また、効率的に運営できるよう会館の管理運営を

行う。
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ウ相談窓口の設置

・ 福祉なんでも相談、ボランティアセンターなど、相談窓口を館内に設置し、市民か

らの福祉に関する悩みや相談ごとの解決に努める。

②金沢福祉用具情報プラザの管理運営

ア自主的活動の支援

・ 市内のボランティアグループ、福祉・保健・医療等関係機関・団体の活動を支援す

るため、会議室の貸し出しを行う。

イ管理運営

・ 市民が安心して利用できるよう、また、効率的に運営できるよう会館の管理運営を

行う。

（8） 法人の基盤及び機能の強化

①地域福祉をさらに推進するため、事業評価を行い、重点事業の明確化、業務の効率化を図

る。

、戸

②専門部会（保育部会、老人福祉施設連絡会、地域デイサービス部会、障害児・者福祉力｛

連絡会）及び介護サービス事業者連絡会等の関係団体における調査研究

ア保育部会

・ 理事会（月1回)、総会（2回）

． 保育所理事長・所長研修会（4回）

・ こどもすぐすぐランド（1回）

~ ・ 専門委員会による調査、研究

・ 子ども・子育て支援制度に関する調査・研究、検討

イ金沢市障害児・者福祉施設連絡会

・ 連絡会議（2回)、幹事会（1回）の開催

・ 職員研修会（虐待防止の取り組みなど）

・ グラウンドゴルフ大会の開催

・ 鳴和台市民体育館プールの無料開放の実施

・ 障害のある人の作品展の開催

・ レクリエーションボッチヤ大会の開催

ウ老人福祉施設連絡会

・ 役員会（1回)、総会（1回）の開催

・ 施設長等研修会（1回)、職員研修会（1回）の開催

・ 介護福祉士国家試験受験対策講座および模擬試験の受講料・受験料の助成

・ 施設職員の自主研修費の助成

エ地域デイサービス部会

・ 正副会長会議（1回)、部会会議（2回）の開催

. 職員研修検討会（1回）の開催

・ 全体研修会（1回)、職員研修会（1回）の開催

・ 職場訪問研修の実施

・ デイサービス事業の実態調査及び介護保険制度改正に向けた検討

・ 介護福祉士国家試験受験対策講座および模擬試験の受講料・受験料の助成

障害児・者福祉施設

、P

ノ
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③職員の研修体制の充実

ア職員の資格取得支援

・ 社会福祉士、介護福祉士等国家資格取得に係る費用の一部助成

・ 社会福祉士、介護福祉士等国家資格取得に係るスクーリング期間の職務専念義

務の免除

イ職員研修体制のあり方を検討

④将来を見据えた積立金の積み立て

公用車、電子計算機等の固定資産を計画的に導入・更新し、業務の効率化及び安定化を

図るため、積立金を設け、財政基盤を強化する。

新⑤公認会計士による外部監査

法人運営の透明性を高めるため、公認会計士による外部監査を実施する。

新会計基準への移行の準備

平成27年4月1日から新会計基準に移行するため、

臨⑥

会計管理データベースの入替え等
ｰ

の準備を行う。

…
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5．平成26年度一般会計資金収支予算

支収 出入

費 金額（千円）費 金額（千円） 目目

経常活動支出

人件費・事務費

事 業 費

共同募金配分金事業費

助 成 金

負 担 金

経理区分間繰入金支出

施設整備等支出

財務活動等支出

経常活動収入

会 費

寄 附 金

補助金及び委託料

（うち、市補助金）

（うち、市委託料）

事 業 収 入

共同募金配分金収入

負担金収入

自立支援給付

雑 収 入

受取利息配当金

会計単位間繰入金収入

経理区分間繰入金収入

財務活動等収入

900,821

9，562

300

782，371

（66,142）

(657,132）

100

60，792

15，389

4，885

2，400

2，467

10，687

11，868

2，520

888,711

205,313

76，410

15,400

575,937

3，783

11，868

2，480

12，150

…

合 計 合 計903,341 903,341903,341

※上記のほか、公益事業特別会計（予算額21， 193千円)、社会福祉事業従事者互助会会計

算額331， 901千円）があり、法人全体では1， 256， 435千円の予算規模となる。

(予

両ロ
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第4生活支援課

I 生 活保護

生活保護は､生活に困窮する市民に対して必要な保護を行い､最低限度の生活を保障するとともに、

その自立を援助することを目的としている。

本市における近年の保護の動向は増加傾向にあり、平成16年度以降は緩やかな増加傾向となってい

たものの、平成21年度には雇用情勢の悪化を背景に急増した。

1 被保護世帯数.人員・保護率の年次推移

保護率(%0)保護
世帯数

保護

人員

年
度

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

５

０

５

０

５

０

５

０

５

Ｊ

タ

グ

〃

〃

〃

ひ

β

４

４

３

３

２

２

１

１

管内人口 一
当市 県 国

／
5．03 3．92 9.814 457,350 1,853 2,298 /／

‐一一宇
保譲入貢数 ＝ジージ

ｰ

15 457,554 2,015 2,495 5．45 4．11 10．5 一一一一一
〆少一
〆
一

ｰ
〆
ｰ

/F

‐--_…--通憲罵葦
保曾豊拙帯数一一一

16 457,678 2，130 2,626 5．74 4．30 11．1

17 454,626 2，179 2,668 5．87 4．41 11．5

6．01 4．5118 454,920 2,239 2,732 11．8
一一ー

4．5719 455,528 2,310 2,816 6．18 12．1

20 456,257 2,439 2,965 6．50 4．71 12.5

14 15 16 17 18192021 22232425
7． 1521 457,340 2,677 3,269 5．10 13.8

22 2,917 3,559 7．73 5．58 15．3460,608

23 462,668 3，125 3,806 8．23 5．95 16．2 ８

６

４

２

０

８

６

４

２

０

１

１

１

１

１

＝〆一一ｰｰ一一8．6924 463,291 3,318 4,027 6．28 16．8
＝〆
夕

グ
〃

4, 195 9．05 6．4825 463,617 3,480 17.0 ”
グ

少”
〆

〆

-ラ冨艤牽薑=一毫篁二※保護率＝年度平均
~~

一
2扶助別人員年次推移 」

一
一
一
一
一
一
一

率謹保市

介護

扶助

ー 住宅

扶助

教育

扶助

医療

扶助

生業

扶助

出産

扶助

葬祭

扶助

年
度
生活

扶助
■

県保譲率

14 li886 1,573 108 238 1,894 3 421

15 2,141 1,684 110 293 2,073 3 1 68 1415 16 17 18192021 22232425

16 2,270 1,830 324 2,192 51114 1 1

2,21917 2,311 1,885 111 344 285 2 55
叩

的

叩

叩

”

叩

叩

叩

０

０

５

０

５

０

５

０

５

〃

〃

〃

■

夕

Ｊ

〃

４

８

８

２

２

１

１

’
７
－
６
’

7

67

生活沙カー

／づ雲鐵ニ
ノ免冒〆
‘か･･少~､／

吾

≠愛夢．
P･←クン
芦愛夢．

18 2,200 4292,363 1,947 116 364 0 1

19 2,469 2,047 127 401 2,289 299 1

20 2,598 2,164 128 443 2,429 413 0 72

雰騨言二毒罵乏ﾃデ雰騨言二毒罵乏ﾃデ21 2,4662,911 157 459 2,643 477 1 80

一
一

ターダ ウー
一

件幸扶助

22 3,196 2,757 172 504 2,839 466 2 77

23 3,436 3,022 176 552 3,042 491 3 116

一
一
一
一

Ｊ均

一

合

八

一

・

一

一

１隻ｒ
一

口
７

24 3,632 179 5883,248 3,150 462 1 110

．
一

一《25 3,786 3,424 183 652 3,296 2481 114

1415 16 17 19192021 22232425

※生活、住宅、教育、医療は月平均人員

生業、出産、葬祭は年度延べ人員
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労働力類型年次推移

10世帯のうち約9世帯は稼働者のいない世帯である。

3
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

| 園常用ロ日雇圏内職圃その他画世帯員が稼働園稼働者がいない
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4保護開始。廃止の世帯員の推移および開始・廃止の理由別構成

○保護開始・廃止の世帯人員の推移

開 始 廃 止

700

600

500

400

300

200

100

0

500

人員 ／、 へ

、．－．〆 ． 、／
一ご全､…へ

400 一一■ ■ ■－

車藷慰 〃グ､＜冒二ニク〆、
灸蕊、､づそ三"'

300

､､-,冒冒二戸=ｰ 200

100

~ 、〆

一〆

世帯
世帯

0

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

○開始。廃止の理由別構成（平成25年度）

ー

12－7％4-2％
国死亡

ﾛ稼働収入の増加

日その他(仕送り等の増加）

ﾛ他法

口引取等

画その他

画世帯主の傷病治癒

画世帯主の傷病

白稼働収入の減少

ﾛ生計中心者の傷病･死亡･離別

Bその他願貯金等の減少）

国その他
》

5世帯類型構成比（平成25年度）

3

臼高齢者世帯

田障害者世帯

ﾛ傷病者世帯

ﾛ母子世帯

国その他世帯
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6生活保護基準額の推移

160,000

150,000

級地~"，級地－1）

140,000

130,000

標準3人世帯（33才男、29才女､4才児）

生活･助基準額(冬季加算含む）

12年度 152,595円

13年度 152,595円

14年度 152,595円 ~

15年度 151,239円

16年度 150,917円

17年度 150,937円

18年度~ 150,937円

19年度 150,937円

20年度 150,937円

21年度 150,937円

22年度 150,937円

23年度 150,937円

24年度 150,937円

25年度 147,620円 ~

26年度 146,003円

ー

120,000

110,000

100,000

90,000

ー

80,000

70,000

60,000

50,000
12年度13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度20年度21年度22年度23年度24年度25年度26年度
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7扶助費構成の年次推移

1月分の1人当りの扶助費の年次推移 扶助費年次推移

単位:円 単ｲ立:百万円

／

弛
如
麺
亜
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畑
皿
皿
師
池
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０
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２

２

２

２
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助
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、
~~ ~~

80000
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60,000
－－． －
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御

一

の一
一
一

謹

一

戸

〆

一

介
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夕

夕

ロ

ク

ー

グ

ジ

ク

ヂ

凸

グ

ー

■

夕

一

一

●

一

一

Ｇ

戸宇一

合

』

一

．

唖

一

一

年

守

一

一

凸

一

諄

一

号

一

一

一

一

一

心

■

一

一

一

助
一
扶

一

助

・

・

扶

一

．

宅

一

、

育

一

住

一Ｆ

教

一

・

｜

一

律

一

一

二

一

一

一

介護扶助

~一◆ー･
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教育扶助

一『血＝ー

20,000

一一二 .-

0

21 22 28 24 25
14 15 16 17 18 192021 22232425

(単位:千円）

その他扶助費

等
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8金沢市の予算と生活保護扶助費（26年度）

100％

90％

80%

生活扶助2,411,146千円一般会計予算

161,540,000千円

ー

70％
住宅扶助1,084,110千円

0.3%教育扶助23,067千円

2.2％介護扶助176,630千円

毎

60％マ ■■』マ ■■』温 一温 一

I
i ~ ~』 民生費~
56,763,403千円

I
i ~ ~』 民生費~
56,763,403千円
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４
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医療扶助4,054,376千円ー

その他の扶助268,996千円

甲／~ ~~~ ~~ ~~~ ~

ー0％

↑生活保護扶助費 ‘,0,5,325千円
写

(扶助費合計8,015,325千円）

生活保護ケースおよび保護費取扱表9

所長

長に、
保護決定 、～、 、､､

､ 、

、 、▲、一保護決定
通 知

生活支援課長

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

面接記録表
作 成

保護費
支出伺

１

１

１

１

保護
決定伺

調査 白 面

生活支援課
地区担当員(指導員） ー

調査調査 J
1

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

面談

保護費支仕
口座振替

保護費支出
扶

養

義

務

者

金

融

機

関

等

民

生

委

申
請
者
（
被
保
謹
者
）

一一一一ー

一一一一■■■一一一一一一一一一ーー一一一■ﾛ■■一一一■■■－－

員
一■■一＝■■－－－－－一一一一一q■一一一一一＝一■■＝ー一一ーー＝--ｰ■■ーーﾛ■､ーー‐ーー一一ーー一一一一一‐一一一一－一一ー■■■一一‐

保護費受領

く備考＞ 1．生活保護費の支給は原則として、地方自治法施行令第165条の2による口座振替の方
法によるものとする。

2．保護費は口座振替の方法によるものについて、毎月概ね4日および19日に支給する。
窓口で支払うものについては、毎月概ね5日に支払うほか、月に3回の支給日を定めて

いる。
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Ⅱ 法外援護等

1 金沢市援護規則抜粋

第1条この規則は、金沢市に住所を有し、生活に困窮していて生活保護法（昭和25年法律第144

号）の適用を受けるに至らないもの（教育援護及びその他の援護については被保護者を含む｡）

及び心身障害者に対し必要な援護を行い、その自立を助長することを目的とする。

2援護の種類

（1）教育援護は､義務教育に係る修学旅行又はこれに準ずる校外活動の支度金の一部を補給するも

のとする。

（2）療養援護は、医療費（看護料を含む）の支払により生活に困窮している世帯に対し、療養費の

全部又は一部を補給するものとする。 ~

（3）新規就労援護は、生活に困窮している世帯の子弟が中学校を卒業し、新規に就労する場合であ

って、かつ、その世帯が支度資金に窮する時その一部を補給するものとする。

（4）その他の援護は、生活に困窮している世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる時、

必要とする経費の全部又は一部を補給するものとする。

ｰ

3法外援護費

援 護 種 類の

計新規就労
援護費

その他の

援護費
教育援護費 療養援護費 夏季･歳末見舞金

夏 11，383，000

31，328，000
14 2,448,000 10,862,849 559，000 56,580,849~

冬

夏 1．1，876，000

31，619，000
2,742,000 8，269，955 120000 640，62515 55,267,580

冬

夏 11，934，000

32，205，000
16 2，960，000 11，003，309 180000 1,073,650 59，355，959

冬

夏 12，591，000

32,577,000
414，61317 2，048，000 10，532，452 120000 58，283，065‐

冬

夏 12，960，000

27,072,000
2，208，000 9，981，264 90,000 138，00018 52，449，264

冬

夏 13,236,000

27，669，000
19 2，312，000 7，455，118 210，000 262，109 51，144，227

冬

夏 13，542，000

27，939，000

－

11，072，4272,496,000 120,000 356，50020 55，525，927
冬

夏 14，493，000

28，335，000
2，924，000 11，051，001 120，000 92，00021 57,015,001

冬

夏 15，294，000

28，179，000
3，140，000 9，942，027 30，00022 105，500 56，690，527

冬

夏 16,182,000

28，083，000
23 3，400，000 8，827，553 30，000 51，000 57，573，553

冬

夏 8，046，000

27，714，000
24 3，184，000 6，662，544 90，000 18，500 35，760，000

冬

夏 7，920，000

27，495，000
3，404，000 5，467，189 30,000 37,00025 35,415,000

冬
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4夏季。歳末見舞金支給状況

支給金額(1世帯当り）支給対象者

(1)養護老人ホーム入所者､特別養護老人ホーム入所者

(2)救護施設入所者

(3)障害者支援施設入所者

平成25年度支給対象者 2,640人

3,000円

3,000円

3,000円

夏
季
見
舞
金

7,920,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

上記(1)～(3)

（4）ねたきり高齢者

（5）特別児童扶養手当受給者

（6）身体障害者手帳1.2級､療育手帳｢A｣所持者

（7）児童福祉施設入所者

平成25年度支給対象者

歳
末
見
舞
金 ー

9,165人 27,495,000円

5 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度

国がこの制度の法制化を昭和48年度に行ったことに基づいて、本市も災害により死亡した市民

（災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう｡）の遺族に対する弔慰金

の支給及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた災害障害見舞金の支給並びに被害を受

けた世帯の世帯主に対する援護資金の貸付を行い、市民の福祉の増進に資することとしている。

（1）この制度における災害とは次の災害とする。

暴風、豪雨、豪雪、洪水《高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた場合

で、国の災害救助法の適用を受けた災害をいう。

（2）弔慰金、障害見舞金及び貸付金の額

①弔慰金の額

災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その者が死亡当時において、その世

帯の生計の中心者である場合には500万円、その他の場合には250万円。ただし、既に災害障害

者見舞金の支給を受けている場合は、その額を控除した額

②災害障害見舞金の額

災害により負傷し、又は疾病にかかり、障害となったときの見舞金の額は、生計を主として

維持していた場合250万円その他の場合には125万円

③援護資金の貸付額

1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による被害の程度に応じそれぞれ次のよ

うに定められている。

…
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ア．世帯主が療養期間おおむね1ヵ月以上の負傷を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合

にはその区分に応じて定められている額

（ｱ）家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である災害及び住

居の損害がない場合…………………………･…………･…………･…150万円

（ｲ）家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合・…………･…･…250万円

（ｳ）住居が半壊した場合………………………………………………･…・・ 270万円

（工）住居が全壊した場合．．…………………………………………………・ 350万円

イ．世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

（ｱ）家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合……．．…………・ 150万円

（ｲ）住居が半壊した場合．．…………………･………………………………170万円

（ｳ）住居が全壊した場合……･…･…………………………………………・ 250万円

（工）住居の全体が減失し、又は流失した場合…･………………･………・ 350万円

ただし、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場

合等の事情がある場合には、アの(ｳ)は350万円、イの(ｲ)は250万円、イの(ｳ)は350万円とすー

る。

ー
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第5介護保険課

1 制度のあらまし

（1）保険に加入する方

65歳以上の方（第1号被保険者）および40歳から64歳までの医療保険に加入している方（第2

号被保険者）

（2）給付の対象となる場合

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態（要介護状態）または、要介護状態になら

ないように支援が必要な状態（要支援状態）になったとき。

（ただし、第2号被保険者の場合、初老期認知症、脳血管疾患など特定疾病が原因とされる病気

により介護等が必要になった方のみ）

（3）利用料

・利用料は、原則としてかかった費用の1割

（ただし、在宅サービスは、要介護度ごとの利用限度額の範囲内で利用できる｡）

・施設サービスとショートステイは、 1割の利用料のほかに食費と居住費の負担もある。

（4）保険料

ー

第~1号被保険者 第2号被保険者

。保険料の計算方法や金額は加入している医

療保険によって異なり、医療保険料と一括し

て納入する。

保険料は市町村が設定

所得に応じた保険料（11段階区分）

原則老齢・退職年金や遺族年金・障害年金か

ら天引きにより徴収~

●

●

●

2介護保険サービスの種類

在宅サービス 施設サ~－ビス

◆介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

◆介護老人保健施設

（老人保健施設）

◆介護療養型医療施設

◆介護療養型老人保健施設

訪問サービス

◇訪問介護（ホームヘルプサービス）

◇訪問入浴介護

◇訪問看護

◇訪問リハビリテーション

◇居宅療養管理指導

通所サービス

◇通所介護（デイサービス）

◇通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所サービス（ショートステイ）

◇短期入所生活介護

◇短期入所療養介護

その他

◇特定施設入居者生活介護

◇福祉用具貸与

◇福祉用具購入

◇住宅改修

ｰ

地域密着型サ－ビス

◇認知症対応型共同生活介護

（認知症高齢者のグループホーム）

◇認知症対応型通所介護

◇小規模多機能型居宅介護

◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護（小規模な特別養護老人ホーム）

◆夜間対応型訪問介護

◆定期巡回．随時対応型訪問介護看護

◆複合型サービス

◇印については、介護予防を目的としたサービスも提供している。
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3要介護認定からサービス利用までの手続き

要介護認定1の箪請
ト 申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や金沢市地域包括
支援センターまたは介護保険施設などによる代行申請もできる。

↓

調査員が家庭を訪問し、心身の状態などについて調査する。認 定 調 査

↓

コンピュータでの判定

（一次判定）

↓

保健・医療・福祉の専門家で構成され、一次判定結果と主治医の意

見書や認定調査で聞き取った事項をもとに、どの程度の介護サービ
スが必要か審査・判定する。F『霄聲圭歸臺壽｜~~ 、 - .JI

介護認定審査

（二次判琵

杏云、ノ

↓
ｰ

Fー憲一一一一冨可 、

W要介護認~定 ’ 要介護度に応じてサービスの利用限度額が決まる。
(要支援1 ，2，要介護1-5,非該当）

’

↓
一一・＝凸一・一h－二‐凸一凸一凸一・一・一画

琶戸ーロー莞桿亙F‐戸,戸一穴

注毒 施設サー儀ス
ｰ~,■－－－＝一旦＝ｰ口一一一＝｡ｰ・ｰ＝

居宅介護支援事業者や
金沢市地域包括支援セ

ンターに相談すれば施
設を紹介してもらえ
る。

また、自分で直接申し

込むこともできる。

爺護糞緩事業識窯

↓鴬た雛=躍写竪菫碁房晨澱難:努要が

介護壱二萱圭~霊萱壽亟袴競 I
ー

居宅介護支援事業者や金沢市地域包括支援センターに相談す
れば、要介護度に応じた利用限度額の範囲において、無料で適
切な介護サービス計画を立ててもらえる。

↓

| 介護ｻｰﾋｽ計画に基づいて､ｻｰﾋｽを受けることができる。サービスの:利用
、 ：． 、

※非該当となった場合は、介護保険サービスは受けられないが、金沢市が実施する介護予防事
業への参加を勧めている。
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4要介護認定の状況

金沢市介護認定審査会が、 64合議体、 192人の委員により審査・判定を実施

（1）要介護認定申請者数

変更申請 計新規申請 更新申請区 分

平成23年度 18，38112，114 1,7984,469

平成24年度 1，978 19,7724,588 13，206

平成25年度 1，926 19, 1474,566 12,655

※各年度末の状況

(2)要介護認定者数（実人数）

要介護4 要介護5要介護1 要介護2 要介護3 計要支援1 要支援2区 分

平成23年度 3,677 2,240 1,937 19，9212,720 3,316 3,224 2,807

平成24年度 2，341 1，941 20,7793，197 3,442 3,351 3，641 2,866

平成25年度 3，555 3,772 2,989 2,463 1，893 21，5253,450 3,403
ー

※各年度末の状況

5 事業者の指定状況 ※市内に所在する事業者のみ

平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月
区 分 サービスの種類 ■

事業所数 事業所数 事業所数

訪 問 介 護 110（106） 121（114） 125(117)

訪問入浴介護 4（ 4） 4（ 4） 4（ 4）

訪 問 看 護 176(172) 175(170） 182(177)

訪問リノ、ピリテーション 96（ 96） 91（ 91） 92（ 92）

居宅療養管理指導 537（534） 529(526） 535(532）
~

通 所 介 護 148（142） 170(163) 184(178）
在宅サービス

149（152）通所リノ、ビリテーション 142（145） 138（141）
ー

短期入所生活介護 30（ 29） 35（ 34） 35（ 34）

短期入所療養介護 19( 19) 17（ 16） 16（ 15）

特定施設入居者生活介護 9（ 5） 11（ 7） 12( 8)
■ ■ ■

福祉用具貸与 39（ 39） 40（ 40） 44（ 44）

福祉用具販売 43（ 43） 43（ 43） 46（ 46）

居宅介護支援 居宅介護支援 133（ 19） 144（ 19） 150（ 19）

脳囎着型介溌人福硫設矧者蠅憾 8 10 14

認知症対応型共同生活介護 37（ 37） 41（ 41） 42（42）

認知症対応型通所介護 11( 11) 13( 13) 9（ 9）地域密着型

サービス 小規模多機能型居宅介護 15（ 12） 19( 15) 22（ 17）

夜間対応型訪問介護 2 2

定期巡回｡随時対応型訪問介護看護 2
~
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介護老人福祉施設 18 18 18

介護老人保健施設施設サービス 1l 1111

介護療養型医療施設 10 10 8

1，691

(1,475）

1，603

(1,420)

1，646

(1,441）
計 （延べ事業所数）

※（ ）内は、介誰予防サービス

6介護保険サービスの利用状況

（1）サービス毎の利用者数等

平成25年3月職分(2月利用分） 羽戎26年3月審査分(2月利用分）■

サービスの種類区 分
件数（人数） 件数（人数） 日数・回数日数・回数

訪 問 介 護 4,693 51,006 4,490 51,384

ｰ
訪問入浴介護 161 726 137 648

訪 問 看 護 6，7941, 172 6，357 1,249

訪問リハビリテーション 67 39988 463

居宅療養管理指導 1,858 3,518 1,627 4,247

通 所 介 護 7,207 64,5247,068 59，241

在宅サービス 通所リハビリテーション 13,7281,748 13,755 1,688

短期入所生活介護 13,7831,225 14,273 1,097

短期入所療養介護 48378 567 68

特定施設入居者生活介護 478 12,953 514 13,912

福祉用具貸与 5,0754,745

福祉用具購入 ノー 8995

住 宅 改 修 102 88

ー

居宅介護支援居宅介護支援 11,709 12,052
一

伽鱸珊継A鯏臓入臓州憾 9,795283 7,583 377

認知症対応型共同生活介護 22,62481･3 22，201 835

認知症対応型通所介護 113 1，155165 1,695地域密着型

サービス 小規模多機能型居宅介護 6,184 361 6,939318

夜間対応型訪問介護 3 564 78

定期巡回．随時対応型訪問介護看護 28412

介護老人福祉施設 1,638 44,3461,700 45,559

介護老人保健施設施設サービス 1,168 30，921 30,6591, 141

介護療養型医療施設 290 7,856 274 7,475
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(2) .介護保険給付費の状況 (単位：千円）

平成25年度平成24年度分区

在宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

15,986,92914,952,118

4,023;167 4,302,674

9,879,522 9,683,820

他（高額サービス費、審査支払手数料等）そ 1,712,658 1,745,282の

〈
ロ 計 31,718,70530,567,465

7 介護保険料の状況

（1） 年度別保険料 (単位：円）

平成15～17

年度

平成18～20

年度

平成21～23

年度

平成24～26

年度
所 得 段 階 区 分

①生活保護受給者の方、

老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方
23,580 22,800 22,800 27,264

、

⑫世帯全員が市民税非課税で､本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が80万円以下の方

b I

28,500 28,500 30,672

③世帯全員が市民税非課税で､本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が80万円を超え120万円以下の方

35,370 44,304

39,900 39,900
④世帯全員が市民税非課税で､本人の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が120万円を越える方

47,712

⑤世帯に市民税課税者がいるが､本人は市民税非課税で課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円以下の方
48,450 57,936

47,160 57,000
⑥世帯に市民税課税者がいるが､本人は市民税非課税で課税年金収入額と

合計所得金額の合計が80万円を超える方
57,000 68，160

⑦本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方 65,550 78,384

58,950 71,250

⑧本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 71，250 85,200

⑨本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 85,500 85,500 102,240

⑩本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 70,740 119,280

99,750 99,750
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の方胃 136,320

(2)所得段階別人数 (単位：人）

所 得 段 階 区 分 平成24年度 平成25年度
~

①生活保護受給者の方、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 1,893 2,043
■ ●

②世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円
以下の方

14,701 15,078

③世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円

を超え120万円以下の方
7,3836，917

6，860④世帯全員が市民税非課税で､本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円

を越える方
7,424

⑤世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円以下の方

14,056 14，196

⑥世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金

額の合計が80万円を超える方
13,461 14,166

5－5



⑦本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方 15，144 16,339

⑧本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 13,554 13,973

⑨本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上500万円未満の方

⑩本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上800万円未満の方

12,661 13,017

1,788
1,671

1，879⑪本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の方

計

2,025

102,797 107,432

※各年度末の状況

在宅介護の推進

在宅での介護を支援するために、介護保険の対象とならない費用の一部を助成する。

・在宅サービス利用料助成事業

要介護3～5と認定された方の在宅生活を支援するため、利用限度額を超えて利用した在宅サ

ービスについて、利用料の一部を助成する。

対象者 ①要介護3～5と認定された方

②世帯全員が市民税非課税

③ショートステイの利用日数が月の半数を超えていない

助成額 利用限度額を超えたサービスの費用の2分の1 （上限額22,700円）

8

ー

9 介護人材の養成

介護福祉士国家資格取得希望者に対し、資格取得に向けての講習等を行うことにより、質の高い

福祉人材を養成・確保する。

・介護福祉士国家試験受験対策講座

①受験対策講座（講義）

開催数 年2回（昼間コース1回・夜間コース1回）

②模擬試験

開催数 年4回（基礎編2回・実力編2回）

③受験対策講座（実技）

開催数 年8回

※受講料・受験料については、自己負担額の軽減あり。

・市内に在住し、H20年10月以降に解職・離職した方：全額免除

・市内に在住または勤務している方： 3分の1を軽減

・その他の方：基本額

ー
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第6長寿福祉課

1 高齢者福祉の背景

○高齢者の年次別推移 (各年7月1日現在）

ひとり暮らし

高齢者

在宅ねたきり

高齢者

65歳以上人口

(B) 構成比舟年度 総人口(A)

＝

80859,070 13．6 4，1306 435,045
Ⅱ ロ 『 も

14．0 8997 436,176 60,918 4,421

437,526 63，357 14．5 4,805 9488

438,252 65,473 14.9 5,115 1,0859

67,740 15．4 5,998 1,19910 439,372

､彦

69,771 15．9 7,684 1,220439,768l1

16.212 440,779 71,470 7,897 1,386

73,881 16.7 8,484 1,45513 441,282

75,834 17．2 9,589 1,30214 442,125

17．6 1,58415 442,216 77,743 9,738

17．916 442，198 79,006 10,076 1,694

1 1 1 ．

17 441,662 80,769 18.3 11,526 1,967

18 442,015 83,183 18.8 12，085 2,024

442,500 86,534 19．6 12,968 2,27119

ー

89,626 20.220 443,092 13,489 1,736

443,862 92,636 20.921 13,590 1,267

21．222 445,418 94,334 13,888 1,134

23 446，133 94,568 21.2 15，718 1,324

24 446,755 98，381 22.0 16，074 1，180

23．125 451,749 104,306 16,553 1,068

(1)人口は住民登録人口による。

(2)ひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者の数は「金沢市高齢者福祉保健台帳」による。
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高齢者福祉施策の体系2

〆訪問介護(ホームヘルプサービス）
在 通所介護､通所リハビリテーション
宅 訪問入浴介護
サ

訪問看護､訪問リハビリテーション－｜－

ビ 福祉用具貸与
ス 短期入所生活(療養)介護

、認知症対応型共同生活介護(グルーブホーム）

て礒難儲臓…~“
ビ施

一一ス設

サ

［瀧議繍鰯墓溌肺、
サ地

－1域一

ビ密

ス着

型

介
護
保
険
制
度

ー

~

介護予防事業

金沢市地域包括支援センター

紙おむつ支給

成年後見制度利用支援事業

配食サービス

シルバーハウジング生活援助員派遣
認知症サポーター養成事業

お年寄り生活支援ハウス
日常生活安全用具給付事業
移送入浴サービス
寝具乾燥消毒サービス
理髪・美容カットサービス

福祉防災台帳整備事業

高齢者虐待防止事業
地域福祉ネットワーク強化事業

地域サロン事業

老人クラブ活動助成

老人連合会活動助成

いきいき福祉バス運営

長寿お祝い金贈呈

長寿者祝品贈呈
高齢者農園費

生きがいと創造の工房事業
高齢者生きがい活動促進補助
全国健康福祉祭参加事業

いきいき金沢健康福祉祭補助 ｜
ふれあい入浴補助

〆

｜

地
域
支
援
事
業

一

…

ゞ

「

生
活
支
援
施
策

－

（

r

生
き
が
い
活
動
支
援
施
策

在
宅
老
人
福
祉
施
策

老
人
福
祉
施
策

~~

ー

L

支家介一介護手当金支給援族護

樫識鵜:：
施そ

策の

他

の

部蕊煮鷺
入

所

施

策

老齢者の所得税及び地方税

計
入所施策

~

~ ~

の障害者控除対象者認定制度

養護老人ホーム入所判定委員会
養護老人ホーム入所措置
敬寿金贈呈

老人福祉施設整備費等補助

老人福祉センター･卯辰山公園健康交流センター運営
福祉作業センター運営
パソコンサロン運営

老人憩の家運営
いきいきギャラリー運営

施
設
福
祉
施
策

利
用
施
設

~

〆
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3高齢者生活支援施策

(1)お年寄り生活支援ハウス（平成12. 10発足）

在宅復帰を目的に､ひとり暮らしが困難な高齢者等を対象に一定期間､生活援助員の指導のもと、

各種生活支援サービスを実施する。

場 所 シニアタウン21 2， 3階（山科町午40番地1~）

（委託先：社会福祉法人洋裕会、定員15名）

(2)日常生活安全用具給付等事業

【ひとり暮らし・高齢者夫婦等世帯対象】

①福祉電話貸与（昭和48.4発足）ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯のうちねたきり

の高齢者のいる所得税非課税世帯に対して孤独感を和らげるために、緊急通報装置付きの電

話を貸与する。

25年度末貸与台数 23台

②緊急通報装置貸与（昭和63.10発足、平成11.4月より地域福祉ネットワーク強化事業へ) ‐

ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯のうちねたきりの高齢者のいる世帯に対して、

家庭内において身体等に異常が発生したとき、迅速かつ適切に対応するため緊急通報装置を貸

与する。 25年度末貸与台数 910台

③自動消火器（昭和59.4発足)、ガス漏れ警報器（昭和57.4発足)、電磁調理器（平成5.4発足）

高齢者宅に防火安全用具を給付し、 日常生活の安全を守る。

ー

設 置 数

ガス漏れ警報器 電磁調理器

39 86

36 94

28 61

25 70

43 52

64 45

49 54

33 47

14 64

14 42

10 43

7 35

火災警報器※自動消火器

48

81

48

41－

54

82

77

50

36

37

22

20

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

１

，

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

一
一
一
一
一
一
一
一
唖
一
郊
一
“
’
二
一
一
一
一
二
一

ー

※火災警報器の給付は、平成20年5月末で終了

(3)移送入浴サービス（昭和49.7発足）

ねたきり高齢者を入浴設備のある施設へ移送し、入浴サービスを行い、身体を清潔にし、健康の

保持を図る。

利用回数 おおむね週1回

委託先 城北クリニック
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実利用者 2人（平成26.4月現在）

(4)寝具乾燥消毒サービス（昭和50.4発足）

日頃使用している寝具を、洗濯ならびに乾燥消毒を行うことにより快適な環境をつくり健康保持、

増進に寄与する。この事業は、市が民生委員等を通じ、利用申し込みのあった者に対し、委託業者

が乾燥消毒については年9回、水洗いについては年3回、年間スケジュールにより巡回集配処理す

る。

対象者（1）3か月以上ねたきりまたは重度認知症の65歳以上の高齢者

平成25年度末現在登録者数238人

(2)ヘルパーの訪問する65歳以上のひとり暮らしの高齢者

平成25年度末現在登録者数139人

(5)理髪・美容カツトサービス（昭和58.9発足）

65歳以上のねたきりまたは重度認知症の高齢者の衛生の向上、健康保持のため、理・美容業者が

自宅へ出張して理美容サービスを実施する。

平成25年度年2回 延利用者 257人

(6)福祉防災台帳整備事業（平成18年3月発足）

災害時に自力で避難することが困難と思われる高齢者や障害のある方など（いわゆる「災害時要

援護者｣）を登載した福祉防災台帳を作成し、あらかじめ地域に配備しておくことで、災害時の情

報伝達や避難誘導を円滑に進め、人的被害を最小限にとどめる。

台帳配備先地域の自主防災組織の代表者、町会長、民生委員、民生委員協議会会長、消防分団

長、地区社会福祉協議会会長、金沢市（長寿福祉課、障害福祉課、消防局）

登載人数 5,866人（平成26年4月現在）

(7)高齢者虐待防止支援強化事業（平成18年実施）

高齢者虐待防止と早期発見、対応を図るため関係機関と連携し、虐待防止相談、緊急保護などを

実施

(8)地域福祉ネットワーク強化事業費（昭63.まちぐるみ福祉活動推進事業発足平11.4制度改正）

すべての市民が心豊かに暮らせる福祉のまちづくりを目指し、地域福祉のネットワークを構築す

るため、民生委員を中心としたまちぐるみ福祉活動推進チームを組織し、地域の高齢者等が安心し

て生活できる地域社会の実現を地域住民の理解と協力を得ながら推進する。

あわせて、ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯のうちねたきりの高齢者のいる世帯に緊

急通報装置の貸与を行い、ネットワークの強化を図る。

ー

ー

4生きがい活動支援施策

(1)地域サロン（平成12.4発足）

家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者の社会的孤立感の解消を図るとともに、住み慣れた地

域での生きがいづくりを支援するために、各小学校区に1か所地域サロンを開設する。

活動内容 ・会食会、手作り教室

・小、中学生との世代間交流

･健康教室等

委託先 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

運営委託料 1か所あたり月額70千円上限（経費の2/3相当）
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会場数割1会場あたり年額7,200円

活動費割年間48回以上開催実績のある地区に30,000円

施設整備補助 1か所あたり2,000千円上限（同上）

(2)老人クラブ活動助成（昭和38.4発足）

①運営助成金 年額1クラブ当たり 46,560円助成

（平成24年度から、クラブの1会員に65円を乗じた額を加算）

②金沢市老人連合会年額 10，750千円（平成25年度実績）

老人クラブの推移

助成対象のクラブ

286 クラブ

284

288

286

助成対象のクラブ

280 クラブ

286

280

281

年度区分

平成22

ノノ 23

〃24

〃 25

助成対象のクラブ

282クラブ

279

277

278

年度区分

平成18

〃 19

〃 20

〃21

年度区分

平成14

〃 15

〃 16

〃 17

(3)いきいき福祉バス運行（平成25.7発足）

地域内の交流促進や団体の育成を目的に実施する事業に借上バスを利用した場合にバス借上料
ｰ

の一部を助成する。

補助対象経費バス借上に必要な経費。有料自動車道通行料金、駐車料金は除く

補助額

基本補助額

加算補助額

利用方法

1台あたり70,000円を上限に交付

40,000円

45,000円を超える額の1／2

団体でバス事業者等に対して利用日の予約等を行い、見積書を添付して利用

日の1ヵ月前までに補助金の交付申請を行う。

地域福祉活動を行う団体対象者

ー
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(4)長寿お祝い金贈呈（昭和46.4発足） 〔金沢市敬老福祉金支給条例〕

（平成13.4改正） 〔金沢市長寿お祝い金条例〕

（平成17.4経過措置を廃止）

~ （平成20.4改正）支給対象年齢及び金額を改正

当年9月15日現在、88歳の方及び99歳以上の方に30,000円を支給します。 （支給日は毎年9月15日）

金額（千円）支給額（1件当り） 人 数

85歳以上 116,85015,000 7,790

80～84歳平成13年 71,9128,000 8,989

77歳 13,7155,000 2,743

85歳以上 131, 16015,000 8,744

80～84歳 78,616平成14年 8,000 9,827

77歳 5,000 3，109 15，545

85歳以上 9, 138 137,07015,000

80～84歳平成15年 80,8008,000
－

5,000

10，100
ー

77歳 3，241 16，205

85歳以上 15,000 9,530 142,950

80～84歳 8,000

10,000

5,000

50,000

30,000

Ⅷ
｜
州
一
Ⅷ

65,520
平成16年

80歳 24,950

77歳 15，380

100歳以上 83 4,150

99歳 55 1,650

90歳 847 16，94020,000
平成17年

88歳 16,95015,000 1，130

80歳 27,83010,000 2,783

77歳 17,3305,000

50,000

30,000

3,466

100歳以上 4,850Ｗ
｜
犯
一
理

~~ 99歳 2,340

90歳 17,84020,000
平成18年

88歳 16,53015，000 1, 102
‐

80歳 29,22010，000 2,922

77歳 18,1903,6385,000
●

100歳以上 5,50050,~000 110

99歳 82 2，460

18,040

30,000

~~ 90歳 20,000 902

平成19年
88歳 16,39515，000 1,093

80歳 27,57010，000 2,757

77歳 17,0553,4115,000

100歳以上 140 4,20030,000

99歳 88 2,640平成20年 30,000

88歳 30,000 1,398 41,940

100歳以上 4,98030,000 166

99歳 3，120平成21年 10430,000

88歳 44,79030,000 1,493

6－6



100歳以上

99歳

88歳

100歳以上

99歳

88歳

100歳以上

99歳

88歳

100歳以上

99歳

88歳

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

皿
一
蠅
一
Ⅷ
｜
“
一
ｍ
｜
肌
一
麺
一
秘
一
Ⅷ
｜
麹
一
唖
一
Ⅷ

5，430

3,240

43,530

5，880

3，510

40，560

6，570

4,620

45,450

7，590

3,960

50,190

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

(5)長寿者祝品贈呈(昭和39.4発足）

（平成18.4米寿者祝品を廃止）

長寿者(当年度満100歳） 123人に祝品を贈呈した。 （平成25年度）

(6)高齢者農園費（昭和48.4発足）

老人福祉センター併設農園

農園場所 老人福祉センター「万寿苑｣、 「松寿荘」および「鶴寿園」の隣接地

申込資格 金沢市内に住所を有する60歳以上の方

申込先 各老人福祉センター

(7)生きがいと創造の工房事業（昭和62.4発足）《公益財団法人金沢市福祉サービス公社へ委託》

高齢者の生きがいを高めるために、陶芸講座、木彫講座および園芸講座を開講

ー

講座登録

予定人数

開講日数

陶芸80人 木彫17人 園芸25人

月4回×12月 月4回×12月 年2回

(8)高齢者生きがい活動促進費補助（昭和61.4より補助）

高齢者の生きがい推進のため老人連合会主催の絵画教室、体育祭、演芸大会、作品展、健康づく

り講座、ニュースポーツ講習会、グラウンドゴルフ大会、老人の日・老人週間事業の開催の必要経

費について一部助成する。

平成26年度予算額 2,070千円

(9)全国健康福祉祭参加事業（平成元発足）

全国健康福祉祭に参加する金沢市の選手に、激励費を贈呈する。

1人当たり 5,000円

(10）いきいき金沢健康福祉祭開催費補助（平成2発足）

いきいき金沢健康福祉祭（ゲートボール、ペタンク、グランドゴルフ、囲碁、将棋等）の開催に

補助するとともに、ゆうゆう石川スポーツ交流大会の金沢地区予選と位置づけて実施する。

平成26年度予算額 230千円

(11）ふれあい入浴補助（平成7.5発足）

福祉の増進および一般公衆浴場施設の活性化を図るため、65歳以上の方に対し年22回100円で

入場できる入浴補助券を交付する。

へ
〉
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5介護家族支援施策

(1)介護手当金支給（平成元発足） 、

在宅のねたきり高齢者または重度の認知症高齢者を3か月以上常時介護する方に対し、介護手当

金を支給することによりその労をねぎらうとともに、広く市民の高齢者に対する関心と理解を深め

る。

要介護者の状態が要介護4または5 （重度の認知症の場合は3でも支給することがあります｡）

の方に限ります。

支給金額5,000円（月額）

支給人員391人（平成25年度12月支給人数実績）

支給時期4月、 8月、 12月

6その他の在宅福祉施策

(1)金沢市要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくり助成制度（平成6.4発足）

①目 的 自立した日常生活を過ごせるように住宅を整備（浴室･便所等のバリアフ

リー化改造）する場合に、その資金を助成する。

介護保険制度において要介護・要支援認定者、身体障害者手帳1 ．2級所

持者（全部)、または3級所持者（下肢・体幹・脳病変による運動機能障

害）

②助成の内容 生活保護世帯……･…･………~……限度額1,000千円（助成率100％）

市民税・所得税非課税世帯………限度額 700千円（助成率90％）

所得税額5万円以下の世帯…･‘･…限度額 500千円（助成率70％）

※介護保険や重度障害の住宅改修制度を利用できる場合、助成額からそれ

ら制度の給付額を控除した額｡所得税額または市民税額の対象となる所得

は、7月から12月受付分は前年分、 1月から6月受付分は前々年分。

(2)外国人高齢者福祉手当（平成7.4発足）

大正15年（1926年）4月1日以前生まれで昭和57年（1982年） 1月1日前に外国人登録をし、申

請日現在、金沢市に引き続き1年以上住民登録がある方で公的年金を受けていない方に月10,000円

を年3回に分けて支給する。 （所得制限あり）

(3)老齢者の所得税及び地方税の障害者控除対象者認定制度（平成18年11月発足）

障害者手帳等の交付を受けている方のほか、12月31日現在65歳以上の方で身体障害者等に準ずる

方として市町村長等の認定を受けている方が、障害者控除の対象とされており、その認定を行うも

のである。

一

ー

、〆

7地域支援事業

(1)金沢市地域包括支援センター〔金沢市地域包括支援センター運営事業等実施要綱〕

24時間対応の相談援助体制を整備し、虐待防止など高齢者の権利擁護に努め、高齢者の実態やニ

ーズ把握、保健や福祉の情報提供および適切な介護予防マネジメントを行うとともに、高齢者への

包括的・継続的なサービス提供が行われる体制の構築を支援する。
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市内19箇所設置（平成18年4月1日発足）

担当お年寄り

福祉支援センター
金沢市地域包括支援センター 住 所

岸川町ほ5金沢朱鷺の苑内

福久町ワ1－1福久ケアセンター内

鳴和1-1-10城北ショッピングセンター内

大手町9－1小池病院デイケアセンター内

桜町24-30宗広病院内

田上本町力45-l ピカソ内

※上辰巳町10の211-1第二金沢朱鷺の苑内

沖町ハ15金沢病院内

鞍月東1-8-2武蔵商事ビル内

駅西本町6-15-41金沢西病院内

広岡2－1－7中央金沢朱鷺の苑内

上荒屋1－39やすらぎホーム内

北塚町西475 デイサービス朱鷺の苑二塚内

飛梅町2－1

三口新町1－8－1陽風園内

※三小牛町24の3－1第三万陽苑内

泉野出町1-22-26 Belle2ﾋﾞﾙ1階

泉野町6－15－5泉野福祉健康センター内

有松5－2－24

山科町午40－1シニアマインド21内

馬替2-124-1シェーネアルト内

わ
一
さ
一
が
一
ち
一
ろ

き
一
ふ
一
か
一
お
一
む

し
一
く

か
一
ひ

元 町

(元町1-12-12)

ま

ひ

す

てお

ね

た が み

も る え

く ら つ き

えきにしほんまち

ひ ろ ． お か

か み あ ら や

き た づ か

と び う ＝ め

駅 西

(西念3-4-25）

ー

泉 野

(泉野町6-15-5）
みつくちしんまち

な
一
い
一
あ
一
や
－
ま

さ
一
み
－
ま
一
し

が
一
ず
一
り
一
ま

か
一
の
一
つ
一
な
一
えが

※は担当地域の窓口センターです。

(2)平成25年度金沢市地域包括支援センター業務実績
ー

相談件数 相談内容別件数（延べ）

う
ち
夜
間

介護
方法

護
険
介
保

介護

予防

うち

訪問

権利

擁護

経済

関係

サービ

ス利用
延件数 認知症 虐待 医療 その他

36,829 1 12,713 1 706 1 3,509 1 23,042 1 18,198 1 5,870 1 3,036 1 582 1 683 1 4,170
1 対応内容別件数（延べ）

842 1 719

情報

提供

総合

相談

連絡

調整

ケアマネ

支援

ケース

検討会

包
他

訪問等

29，614 1 21，657 1 9，335 1 11，723 1 8,2261 1，788 1 414

6－9

高齢者

実態把握

4，521

介護予防教室等の開催

転倒

予防

323

認知症

予防

323

自立

支援

311

地域

自主

活動

153

家族

介護

119

ケアプラン作成

(要支援1 ．2）

給付管理

件数

54,774

ｻｧﾋﾞｽ

担当者

会議
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(3)紙おむつ支給（昭和56.4発足）

在宅の3か月以上ねたきりまたは重度認知症の高齢者に対し紙おむつを給付することにより、そ

の世帯の経済的負担を軽減し、保健衛生の向上を図る。給付枚数は、本人、配偶者および扶養義務

者のそれぞれの所得税額に基づき次の区分とし、それぞれが50,000円以下の場合に給付する。

所得税額21,000円以下1日平型5枚またはテープ止めパンツ型2枚パッド4枚または

はくパンツ2枚パッド4枚

21,001円以上50,000円以下 1日平型3枚またはテープ止めパンツ型1枚パッド2枚または

はくパンツ1枚パッド2枚

（平成25年度月平均利用者数376人）

(4)配食サービス（昭和61.6配食サービス発足、平成12.4事業拡大、平成16．4「食」の自立支援事業

へ、平成18.4再び配食サービス事業へ）

おおむね65歳以上の調理の困難なひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯を対象に、利用者の安否

確認も兼ねて、食事の宅配サービスを実施する。

配食サービス委託先 あいびすほか21事業者 、

実利用者 882人（平成26‘3月現在）

(5)シルバーハウジング生活援助員派遣事業（平成12. 10発足）

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否確認、

一時的な家事援助、緊急時の対応などサービスを提供する。

場 所 市営額新町住宅（委託先：公益財団法人金沢市福祉サービス公社）

27戸（高齢者18戸、身体障害者9戸）

県営平和町住宅（委託先：社会福祉法人陽風園）

30戸（高齢者30戸）

市営八日市住宅（委託先：公益財団法人金沢市福祉サービス公社）

20戸（高齢者17戸、身体障害者3戸）

市営粟崎町住宅（委託先：公益財団法人金沢市福祉サービス公社）

21戸（高齢者19戸、身体障害者2戸）

市営田上本町住宅（委託先：公益財団法人金沢市福祉サービス公社）

21戸（高齢者19戸、身体障害者2戸）

(6)認知症サポーター養成事業（平成19年4月発足）

認知症の高齢者と家族への応援者である認知症サポーターを養成するとともに､認知症講習会を

受講した小売店や金融機関等に、 「認知症サポーター認定所」ステッカーを配布することで、認知

症になっても安心して暮らせるまちづくりをすすめる。

ー

臓一
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8入所施設

(1)義護老人ホーム等入所判定委員会

老人福祉法の規定に基づき、巽護老人ホームの入所に関し適正な措置の実施を図るため、医師、

老人ホームの施設長､保健所長､金沢市地域包括支援センターの長および長寿福祉課長で構成され、

入所措置の要否等について審議する。

(2)老人ホーム入所措置事業（昭和38.4発足）

①被措置老人年次推移 （単位：人）

’養 謹 老 人 ホ ー ム区分

向陽苑

木曳野

向陽苑

崎浦

縦
軸

第二光が

丘ハウス
松寿苑自生園 長生寮 弗轆鰯魂 慈光園松寿園

年度
福井県

朝日町

京都府

綾部市

広島県

呉市
富山市小松市 小松市 高岡市 穴水町金沢市 金沢市

平成3 15 19 1 1 1165
~

Ⅱ■■■■■

しノ 1610 1 1 1167 1〃4
－一

1 19 1166 1l 1〃 5
－－ ~

1 19 1167 10 1〃 6
ーー~

10 1 18 I〃 7 167 1
－ －_

10 17 11 1〃 8 166
一 ~

－

10 15 1〃 9 167 1
一一 － －

165 10 1 1 14 1〃10
■■■■■『 ~

~

10 2 15 1169 1"11
ー 一 ~

2〃12 173 10 1 15 1 一~ ~

11 2 13 1〃13 176 1 1 － ~

2 13〃14 176 1 11 1 1－ －

177 1 13 2 13 1 1〃15 1V
－

13 1 12 1〃16 175 1 1 1_

13〃17 171 1 1 1 12 1~ ~

〃18 171 1 13 1 101 1－ －

〃19 171 1 13 1 10 1
－ 一 一

8〃20 171 1 13 1 1一 ~ ~

13 5 1"21 173 1 1 一 － ー

2 12 5〃22 171 1 1ー 一 －

2 13 5〃23 171 1 1－ ~ ~

〃24 89 84 1 13 4 1－ ~ 一 －

’ ’85 10〃25 89 1 3 1_－ － ~
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②措置費年額 (単位：円）

義護老人ホーム 特別養護老人ホーム 計

平成3 1,554,318,819306,922,436 1,247,396,383

325,755,624 1,6341433,651ﾉノ 4 1,308,678,027

342,986,753 1,533,249,689 1,876,236,442ﾉノ 5

345，811， 176 1,765,073,750 2， 110，884，926〃 6

2,308,123,286353,026,637 1,955,096,649〃 7

〃 8 354，713，051 2,313,000,960 2,667,714,011

358, 156,060 2,431,260,914 2,789,416,974〃 9

359,291,765 2,737,725,771 3,097,017,536" 10

358,182,877 2,888,254,890 3,246,437,767〃 11

373,749,967〃 12

U
383,834,558〃 13

380,657,480〃 14

381,919, 126〃 15

382,852,531〃 16
＝

378,335,132〃 17

3611964,507〃 18

345,712,502" 19

343,927,213〃 20

340,211,364〃 21

340,145,547〃 22

335,613,546〃 23

〃 24

〃 25

U370,299,585

360,645,984
~

(3)敬寿金贈呈（昭和43.4発足）

金沢市が措置した老人ホーム入所者のうち無年金者に贈呈

月 額 2,000円 対象者 延120人（平成25年度実績）

9利用施設

(1)老人福祉センター等運営《公益財団法人金沢市福祉サービス公社へ管理委託》

①A型老人福祉センター〔金沢市老人福祉センター条例〕

高齢者の教養の向上、レクリエーションのための便宜を総合的に提供し、さらに農園を併設し、

趣味の園芸（草花栽培）を楽しみながら健康で明るい生活を営んでもらうことを目的として建設

され、本市に3施設ある。 （なお、千寿閣については別敷地に移転新築し、平成16年4月9日

から老人福祉センター機能を兼ね備えた新しい形態の公園施設「卯辰山公園健康交流センター千

寿閣」 として子どもから高齢者まで幅広く利用されている｡）
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建物・敷地の概要

万 寿 苑卯辰山公園健康交流センター千寿閣区 分

設置主体

設置場所

定 員

敷地面積

建 物

左に同じ

金沢市大桑町ヤ1番地4

250人

3,306㎡

1 階 627．55㎡

2階 576．37

3階 326.37

計 1，530．29

着工 昭和47年11月11日

竣工 昭和48年7月17日

開館 昭和48年7月18日

左に同じ

金沢市

金沢市東長江町辺2番1

－人

78,100㎡

1 階 1，739．32㎡

2階 707．01

計 2,446.33

着工 平成14年9月24日

竣工 平成15年12月25日

開館 平成16年4月9日

午前9時から午後5時まで

（入浴時間は午前10時から午後3時まで）

水曜日、年末年始

期工

開館時間
、〆

申

第2および第4日曜日の翌日、第1．第

3および第5日曜日、国民の祝日 （敬老

の日を除く)。ただし、上記に掲げる休

館日と祝日が重なった場合は、その日と

その翌日、年末年始

60歳以上の市民で無料

（ただし特別室、農園の利用を除く｡）

健康相談 年間 1回

手芸講座 年間24回

教養講座 年間24回

民謡講座 年間24回

生花講座 年間22回

民舞講座 年間37回

茶道講座 年間41回

ダンス講座 年間42回

謡曲講座 年間17回

日舞講座 年間81回

編物講座 年間24回

大正琴講座 年間20回

詩吟講座 年間42回

リズムダンス講座 年間35回

陶芸講座 年間96回

木彫講座 年間47回

園芸講座 年間2回

歌謡講座 年間48回

陶芸講座（自主） 年間196回

押花講座 年間24回

休館 日

無料（ただし健康温浴施設及び特別室の

利用を除く｡）

茶道講座 年間40回

謡曲講座 年間24回

教養講座 年間36回

生花講座 年間24回

日舞講座 年間46回

俳句講座 年間12回

民謡講座 年間24回

詩吟講座 年間35回

編物講座 年間23回

社交ダンス講座 年間47回

小唄講座 年間48回
歌謡講~座~ 年間42回

押花講座 年間24回

陶芸講座 年間96回

木彫講座 年間46回

リズムダンス講座 年間49回

介護予防体操 年間24回

フラダンス講座 年間24回

園芸講座 年間13回

使用料

事 業

ー
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松 寿 荘 鶴 寿 園区 分

金沢市

金沢市金石北3丁目3番33号

250人

2,500㎡

1階 720．18㎡

2階 620.43

3階 285．11

計 1,625.72

着工 昭和52年6月13日

竣工 昭和53年3月15日

開館 昭和53年4月5日

午前9時から午後5時まで

（入浴時間は午前10時から午後3時まで）

第2および第4日曜日の翌日、第1 .第

3および第5日曜日、国民の祝日 （敬老

の日を除く)。ただし、上記に掲げる休

館日と祝日が重なった場合は、その日と

その翌日、年末年始

60歳以上の市民で無料

（ただし特別室、農園の利用を除く｡）

健康相談 年間2回

民謡講座 年間48回

謡曲講座 年間12回

生花講座 年間22回

日舞講座 年間36回

手芸講座 年間24回

編物講．座 年間24回

書道講座 年間48回

童と遊ぶ集い 年間9回

茶道講座 年間24回

筆ペン･ペン習字講座年間24回

陶芸講座 年間96回

陶芸講座（自主） 年間192回

木彫講座 年間24回

歌謡講座 年間22回

リズムダンス講座 年間48回

太極拳講座 年間24回

左に同じ

金沢市額谷町ヌ1番地

250人

14,550㎡

1 階 967．87㎡

2階 690.68

計 1，658．55

設置主体

設置場所

定 員

敷地面積

建 物

着工

竣工

開館

左に同じ

昭和58年7月6日

昭和59年3月20日

昭和59年4月10日

期工

開館時間

ー

第1および第3日曜日の翌日、第2．第

4および第5日曜日、国民の祝日 （敬老

の日を除く)。ただし、上記に掲げる休

館日と祝日が重なった場合は、その日と

その翌日、年末年始

左に同じ

休館 日

使用料

健康相談

日舞講座

絵画講座

琴三弦講座

編物講座

民謡講座

俳句講座

水墨画講座

詩吟講座

謡曲講座

生花講座

教養講座

ダンス講座

歌謡講座

陶芸講座

木彫講座

書道講座

詩舞講座

布ぞうり講座

映画上映会

陶芸講座（自主）

回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回

２

４

１

３

３

３

４

４

０

８

２

３

７

４

６

８

４

０

１

４

４

２

４

２

２

２

２

４

４

２

２

４

２

９

４

２

４

３

４

間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間
間

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

回
回
回
回
回
回

事 業

、夕

回

６

８

４

０

１

４

２

９

４

２

４

３

４
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１

間
間
間
間
間
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間
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年
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老人福祉センター利用者数推移
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へ

②B型老人福祉センター〔金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例〕
A型老人福祉センターの機能を補完する目的で、地域の高齢者の活動の場として設置されてい

る。

定員 ｜ 開 館 摘 要設 置場所名 称

立
塑

金沢市小

老人福祉セ

金沢市

老人福祉セ

野
一
一
崎
一

公民館、児童館併設金沢市小立野4丁目7番51号 70人 昭和54年4月

粟

ンタ
公民館、児童館併設〃栗崎町1丁目3番地 昭和55年4月70人

(2)金沢市福祉作業センター（ことぶき作業場） 〔金沢市福祉作業センター設置条例〕

働く意欲のある高齢者に施設を提供して、その能力に適した技能と仕事を与えることにより生き

がいと健康の保持を図ることを目的としている。 （社会福祉法による授産施設）

場 所 十一屋町4-34(十一屋ことぷき作業場）

敷 地 3,765.69㎡

建物および構造鉄筋コンクリート2階建1,153.4㎡

作業内容 ブラインド用サンプル帳製作等

利用者 本市に居住する65歳以上の高齢者（定員50名）

~(3)老人憩の家〔金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例〕

A型老人福祉センターの機能を補完する目的で､地域の高齢者の活動の場として設置されている。

ｰ

態
一
刈
一
鋤
一
鋤
一
皿
一
秘

摘
一
》
》
｜
癖
一
》
鉾

設置場所

金沢市中村町10番35号

．〃 桂町ロ72番地

〃 小坂町北312番地

〃直江町92街区2

〃彦三町2丁目10番5号

開 館

昭和54年4月

昭和55年10月

昭和55年12月

平成24年2月

昭和57年4月

要

児童館併設

ラブ併設

児童館併設

児童館併設

児童館併設

名 称

金沢市中村町老人憩の家

〃木曳野老人憩の家

〃小坂老人憩の家

〃鞍月老人憩の家

〃瓢箪老人憩の家

出張所、公民館

児童館併設
〃福増町北1067番地 昭和59年4月〃 安原老人憩の家 30人

…児童館併設

館併設

館併設

館併設

児童館併設

館併設

館併設

館併設

児童館併設

館併設

昭和59年4月

昭和60年4月

昭和60年4月

昭和60年4月

昭和61年4月

昭和61年4月

昭和62年4月

昭和62年4月

昭和62年4月

昭和63年4月

公民館、

公民

公民

公民

公民館、

公民

公民

公民

公民館、

児童

森山2丁目11番13号

東山3丁目9番35号

二口町二24番地5

北塚町西98番地

弥生1丁目29番13号

大河端町西92番地1

小立野2丁目41番36号

松寺町丑42番地

新神田1丁目1番18号

浅野本町2丁目13番12号

秘
一
秘
一
皿
一
郷
一
秘
一
皿
一
一
班
一
皿
一
秘
一
秘

森山老人憩の家

馬場老人憩の家

戸板老人憩の家

二塚老人憩の家

弥生老人憩の家

浅野川老人憩の家

崎浦老人憩の家

松寺老人憩の家

新神田老人憩の家

浅野町老人憩の家

″

一

″

一

″

一

″

一

″

一

″

｜

″

｜

″

一

一

″

｜

″

″

一

″

一

″

一

″

｜

″

一

″

｜

″

一

″

一

″

｜

″
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(4)いきいきギャラリー

高齢者、障害のある方の社会参加促進と自立支援や生きがいづくり向上の場を提供する。

①高齢者等の個性と真心のこもった手作り品（焼菓子、手工芸品、陶芸品等）の展示・販売

②生きがい・福祉保健サービスに関する情報提供

③タウン・モピリテイ事業（電動スクーター、電動車椅子の貸出）

~ 設置場所

・本店（平成10.9.19開設） 横安江町商店街（安江町3番16号）

・アンテナシヨツプ（平成17.8.1開設）

金沢福祉用具情報プラザ1階内（本町1丁目10番1号）

(5)パソコンサロン

ITインストラクター等が配置されたパソコン利用の場を提供することで、対象となる方がパ

ソコンにふれる機会を確保し、趣味やいきがいづくりに貢献する。

60歳以上の方及び障害のある方

午前9時～午後4時（千寿閣火・木・士、まちなか月・水・金、泉・金石

月～金）

千寿閣パソコンサロン（東長江町辺2－L平成22.7開所）

まちなかパソコンサロン(此花町3－2ライブ1地下1階､平成23.4開所）

金石パソコンサロン(金石東1－13－1金石中学校1階､平成24.4開所）

利用対象者

利用時間ー

場 所

泉パソコンサロン（弥生1－26－1 泉中学校1階、平成24.4開所）

…
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第7公益財団法人金沢市福祉サービス公社

事務局およびデイサービスセンター玉川苑所在地：金沢市芳斉2丁目3番28号

1 基本方針

高齢化社会の到来により介護や援護を要する高齢者や障害のある方が増加している一方、これま

での施設中心の福祉から在宅中心の福祉への転換が迫られている社会情勢の中にあって、地域社会

の連帯と協力を得て要援護者のニーズに合った福祉サービスを供給するため、地域福祉ネットワー

クにおける行動機関、実施機関として、金沢市福祉サービス公社が設立された。

公社は、要援護の高齢者、心身障害者等に対して在宅福祉サービスを提供し、併せて在宅福祉活

動の推進及び関係機関との相互連携による地域福祉の進展を図るとともに、介護保険制度や、障害

者総合支援法における事業者として質の高いサービスと、公的責任に基づいたサービスの提供を行

い、もって高齢者、心身障害者等の基本的人権を擁護しつつ、ノーマライゼーション社会に寄与す

ることを目的としている。

、ロ

2組 幟

理事長
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I

事業概要

(1)介護保険事業

①居宅介護支援事業

2事業所で事業を展開、介護支援専門員が介護認定調査及びケアプランの作成を行う。

。介護支援専門員10名（芳斉は6名、駅西は4名）

②訪問介護事業（介護予防訪問介護事業）

要支援及び要介護状態の利用者が在宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう介護・家事援助を行う。

・常勤14名事務職員1名登録104名 計119名

③通所介護事業（介護予防通所介護事業）

要支援及び要介護状態の利用者を日中預かり、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう必要な日常生活上の介護、機能訓練を行う。

・5事業所 総定員106名

④認知症対応型通所介護事業（介護予防認知症対応型通所介護事業）

要支援及び要介護状態の認知症の利用者を日中預かり、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう必要な日常生活上の介護、機能訓練を行う。

・ 1事業所 総定員 10名

(2) 障害者総合支援事業

①障害者相談支援事業

障害のある方やその家族に対し、サービス内容の調整や相談業務、障害支援区分の調査及~

びサービス利用計画等の作成を行う。 ・常勤1名

②居宅介護事業

身体・知的障害者（児）及び精神障害者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう介護・家事援助を行う。

・常勤4名 登録41名 計45名

③地域活動支援センター運営事業

身体に障害のある方に、機能訓練、社会適応訓練、入浴サービスを行う。

・泉野苑 定員15名

(3) 受託事業

①訪問介護サービス事業

出産後の核家族家庭や養育支援の必要な家庭に対し、家事援助などのサービスを行う。

・登録2名

②認定調査適正化推進事業

介護保険における要介護認定・要支援認定に係る訪問調査を行う。 ・常勤17名

③シルバーハウジングサービス

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣する。 ~

・額新町住宅 ・~八日市住宅 ・粟崎町住宅 ・田上本町住宅

④金沢市地域包括支援センター事業

地域福祉の拠点として介護予防支援計画の作成、高齢者への権利擁護業務、家族介護者教室

3

ｰ

ー
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の開催等を実施。 ・いずみの

⑤市有施設の管理運営 ~

・老人福祉センター3ケ所（指定管理者） ・ことぶき作業場（指定管理者）

・卯辰山公園健康交流センター千寿閣（指定管理者） ・八日市お年寄り談話室

・パソコンサロン（千寿閣・まちなか）

(4)自主事業

①自由契約ホームヘルプサービス事業：高齢者や障害のある方、産婦の生活支援の充実を図る

ため、介護保険等の公的サービスの対象外となる家事支援や外出支援、子育て支援サービス

を実施

②福祉人材養成事業：介護職員初任者養成研修を実施

③福祉サービス第三者評価事業:福祉サービス第三者評価機関として専門的客観的評価を実施

④介護サービス情報の公表調査事業:指定調査機関としてサービス内容等に関する調査を実施

⑤介護予防運動訓練推進事業：地域の高齢者を対象に介護予防訓練を実施

ｰ

4地域福祉ネットワークにおける公社の関わり

’協 ｜｜ ’市 社 協

地区社協の育成指導

地区民協の育成指導

ボランティア活動育成指導

市 1

地区社協

地区民協

ボランティア

〕育成指導

,育成指導

活動育成指導

行 政

■
公的福祉

サービス委託
公社

福祉局・保健局

｜

｜

’’
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

専
門

付
加
サ
ー
ビ
ス

地区社協

民生委員会長

まちぐるみ福祉活動

推進チーム連絡会

福祉健康センター独
自

保健師訪問指導

I

’
ー

／ ↓ ↓~ ~ ‐、

要援護者

高齢者、障害のある方、

ひとり親家庭、難病等

、 ＋ ノ

福祉推進員

民生委員の担当地区毎

にまちぐるみ福祉活動

推進チームを結成

市医師会

地域医療活動

’ 1

１
１
１

福祉施設

高齢者施設

障害者施設

訪問看護ステーション

訪問看護師派遣
ボランティア
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5 平成26年度予算 (単位：千円）

歳

科 目

受託事業費

介護保険事業費

障害者総合支援事業費

自 主事業費

管 理 費

特定預金支出

固定資産取得支出

次期繰越収支差額

合 計

出
一
金

歳

科 目

基本財産運用収入

受託事業収入

介護保険事業収入

障害者総合支援事業収入

自主事業収入

利用料収入

補助金等収入

前期繰越収支差額

合 計

入

金 額

5

268,278

324,116

58，970

額

266,246

268,417

65，510

3，202

46，410

12,634

4,600

177,163

844,182

2,023

9,245

4,382

177, 163

844,182

ー

ー
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ー

第8 こども福祉課

1 「かなざわ子育て夢プラン2010」の推進

（1）計画期間 平成22年(2010年)度～平成26年(2014年)度

（2）基本理念 ~みんなで育む子どもの笑顔

子育ての喜びが実感できるまち金沢

（3）基本方針

~ ①親と子どもが心豊かに社会と向きあえる子育て環境をつくる

②仕事と生活が調和できる環境をつくる

③金沢市を担う未来の親の育成と若者の自立を支援する

④子どもと家族の心と体の健康づくりを支援する

⑤子どもを取り巻く安全で優しい生活環境をつくる

ー
2 子育て支援総合コーディネート事業

（1）主 旨

多様な子育て支援サービス情報を一元化する「子育て支援コーディネーター」を配置し、サー

ビスの情報提供、ケースマネジメント及び利用援助等の支援を行うことにより、利用者の利便性

の向上及びサービス利用の円滑化を図る。

（2）設置場所 教育プラザ富樫、城北児童会館､､市立保育所、子育て支援センター

福祉健康センターこども広場近江町交流プラザちびっこ広場 各1名

（3）子育て支援チーフコーディネーター2名、子育て支援コーディネーター23名

（4）事業開始 平成16年4月1日

3 ファミリーサポートセンター事業

（1）主 旨

子育ての支援を有償ボランティアとして行いたい人（提供会員）と、その支援を有料で受けた

い人（依頼会員）にそれぞれ会員登録してもらい、会員間の相互支援活動を調整することで、育

児負担の軽減と市民による子育て支援活動の促進を図る。

（2）支援内容

①保育所、幼稚園、児童クラブの送迎とその前後の預かり

②保育所、幼稚園、学校の休日などの預かり

③保護者の病気、買い物のときの一時預かり など

（3）会員の資格

①提供会員センターが実施する講習会を受講した人

②依頼会員0歳～小学生の保護者 ※両方に登録可

（4）事務局 教育プラザ富樫

（5）事業開始 平成16年10月1日

ー
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4生命（いのち）の絆「緒つつみ」事業

（1）主 旨

金沢に生まれた赤ちゃんの誕生を祝うとともに、生命の絆を再確認するため、へその緒を包む

二俣和紙（緒つつみ和紙）をメッセージを添えて贈る。

（2）支給方法

出生の届出の際に保護者に配付する。

5 かなざわ子育て虹色クーポン支給事業

(1)主 旨

親子が向き合って豊かな時間を共有することを支援し、安心して子どもを生み育てることがで

きるまちづくりを推進するため、親子のふれあい支援と子育ての負担軽減を行う。

（2）内 容

市内文化施設、スポーツ施設、ふらっとバスを親子で利用するとき無料になる「お出かけクー

ポン」と、ファミリーサポートセンター、産後ママヘルパー派遣及び保育所等での一時預かりの

1時間が無料になる「おためしクーポン」を支給する。

ｰ

6 “このまち”赤ちゃん夢ギフト事業（平成22～26年度実施事業）

（1）主 旨

金沢に生まれた赤ちやんの誕生を祝うとともに、親子のふれあいの大切さを伝えるため、子ど

~ もを出生した保護者に対し、育児経験者や専門家のメッセージとともに記念品を贈る。

（2）支給方法

①育児経験者や専門家のメッセージと、記念品のリストを掲載したカタログを出生の届出の際

に保護者に配付する。

②保護者は、カタログの中から希望する品を選び、添付された申込書で申し込む。

③申込みのあった品を、保護者の自宅へ配送する。
ー

7 子育てファミリーカレッジ事業

（1）主 旨

親子が向き合う時間の大切さを感じてもらうために、父母・祖父母を対象とした講座と子ども

も一緒に参加できる講座を開催する。

（2）内 容

「協働のまちづくりチャレンジ事業」の一つとして実施し、市民団体等からのアイデアをもと

に、市と協働して講座を開催する。

8 パパっ子倍増月間事業

（1）主 旨

父の日 （6月第3日曜日）からの約1か月間を「パパっ子倍増月間」とし、父親の育児参加や

親子が向き合える時間を大切にできるような環境づくりを行う。

8－2



(2)内 容

①かんがる－親子教室のうち1日を｢パパかんがる－の日」とし､父親と子で参加しやすい日、

内容で開催する。

②父親の子育てを支援する施設や団体を対象に、父親の育児参加促進を主眼とした講座を開催

する。

9 かなざわ子育て夢ステーション

（1）主 旨

身近な地域における子育て支援機能の強化を目的に、保育所・幼稚園・児童館を活用し、妊産

婦や子育て中の親、次代の親となる子どもたちの交流や、学びによる地域の育児力の向上をめざ

す。

（2）事業内容

①子育て支援事業

②子育て人材育成事業

ｰ

10金沢こども広場事業（金沢駅こどもらんど）

（1）主 旨

親子が一緒に遊びながらふれあいを高める場の提供、相談事業を実施し、子育て家庭を支援す

る。

（2）開設時期 平成9年4月1日

（3）場 所 金沢駅こどもらんど金沢市木ノ新保町1－1 （北陸新幹線金沢駅あんと内）

（4）事業内容

①親子の遊び場の提供

②子育て相談事業の実施

③遊びの教室の開催
ー

11子育てサロン事業

（1）主 旨

地域の特性を生かしながらさまざまな施設を利用して、乳幼児とその親の交流の場をつくる。

子育てをしている親は、子育てサロンに参加することにより、地域の人々に守られている安心感

を得るとともに、地域の子育て仲間をつくることができる。

（2）内 容

①学校版、地域版・学校の余裕教室や公民館等で開催

・主任児童委員等の地域のスタッフが支援

・金沢市社会福祉協議会に事業委託

②NPO版 ・公募により選ばれた各市民グループに事業委託

8－3



(3)実施地区等（平成26年7月現在）

①学校版4ヶ所

’ 小坂･千坂(合同) |伏見台
｜

｜

’|味噌蔵 |扇台

②地域版31ヶ所

瓢箪

鞍月

米泉

新竪

芳斉

長田

大野

四十万

聯
川
一
柵
一
紳
西
鋤
一
報

此花

金石

三馬

西南部

諸江

額

犀川

浅川

訓
一
棚
一
雌

新神田

粟崎

夕日寺

浅野

三和
ー

③NPO版4ケ所

「まちの保健室」ふれあい広場

特定非営利活動法人子育て支援さくらっこ

グループてけてけプー

子育て支援はぐはぐそのままでいいよ

12イベント併設ミニ保育室の開設

市が主催する各種イベント、講演会に親子連れで参加する市民を対象にミニ保育室を開設

ー
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13保 育 所〔児童福祉法第24条〕

多様化する市民の保育ニーズに対応して特別保育（乳児・統合・延長・一時・休日・夜間・24時

間･年末等)の充実や地域子育て支援センター事業の実施など児童福祉の一層の増進に努めている。

保育所定員数年次推移(各年4.1現在）
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平成26年度の保育料（月額）

保育料（月額）

醗是鶚|昌蕊蕊
階層

区分
各月初日の保育児童の属する世帯の課税状況

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯

0円0円A

I

駕繍1鰯麓…世ゞ
3,5002,400B 非

課
税
世
帯

6,500 9，5001C
~~~~ ~

所得割の額のある世帯 12,4009,4002 平

成

妬

年

分

の

所

得

税

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｉ

5,000円未満の世帯 16,20013, 1001，
ー一一

~~~ ~~~~

5,000円以上 8,500円未満の世帯 19, 10016,6002
~~~~~~~

8,500円以上 25,000円未満の世帯 21,500

23,400

25,300

26,100

23,6003

課

税

世

帯

－－－ｰ

25,000円以上 40,000円未満の世帯 29,5004
一己一一一一口一一一一一』一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一■■一一ーー

一一一一一

40,000円以上 47,500円未満の世帯 35，1005 …
一一一一一一一一

一一一ー一一一一

6
古一一一一一

帯

帯

帯

世

世

世

の

の

の

満

満

満

未

未

未

円

円

円

０

０

０

０

０

０

０

０

０

，

，

，

和

船

過

帯

１

４

世
の

上

上

上

上

以

以

以

以

円

円

円

円

０

０

０

０

０

０

０

０

５

０

０

０

１

，

夕

－

７

０

３

３

４

７

０

１

１

４

39,500

42,7007
一一■■ー一一■■ーーー一一ーー■■＝

一

一

一
８
－
９

一
一

27,800 45,400
~~~~~~~~~~~~~~~

46,300

注（1）適用年齢について

3歳以上児：平成20年4月2日～平成23年4月1日に生まれた児童

3歳未満児：平成23年4月2日以降に生まれた児童

（2）第2子以降の保育所入所児童の保育料について

同一世帯で保育所に入所している児童が2人以上いる場合､第2子については2分の1相
当額（第1子、第2子がともに3歳未満児のときの第2子目は、 3分の1相当額)、第3子
以降については無料になります。

同一世帯で保育所の他、次の施設を利用されている場合も同様とします。

幼稚園、認定こども園、県立ろう学校幼稚部、児童発達支援を行う施設（金沢こども医療福祉
センター児童発達支援そよかぜ、わくわく、ひまわり教室、医王病院、エイブル・ベランダBe、
きよかわまち等、就学前に限る）

(3) B階層保育料について

B階層の世帯で、その世帯が母子（父子）世帯、在宅障害児（者）のいる世帯等に該当す
る場合は、申請により保育料は0円となります。

（4） 月途中の入所・退所について

月途中に入所または退所した場合の保育料は、 日割り計算します。

（5） 表中「平成25年分の所得税」 「平成25年度分市町村民税」について

扶養控除の一部（0～18歳）が廃止または縮小されましたが、保育料はその増税による影
響を受けないよう、扶養控除相当分を調整して算定を行っています。

（6）所得控除・税額控除について

課税状況の欄の市町村民税・所得税の額については、一部の寄附金控除、配当控除、 （特
定増改築等）住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修・認定長期優良
住宅新築等特別税額控除及び外国税額控除の適用前の税額となります。

ー

〔金沢市における保育の実施に関する条例第4条〕
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階層別保育児童数

(平成26年4月1日現在）

計経営別区分 D6 D7 D8 D9C2 D1 D2 D3 D4 D5A B Cl

市立 27 69818 81 54 38 79 104 16064 15 41 134

３
歳
以
上
児

私立 878 1851 298 6185337 168 117 466 483 254 71323 458 139

県立 3 2 7 9 26 3 614 1 2 2 11

管外 15 7 362 3 2 4 21

(人） 計 188 551 542 294 803 993 2052 335 698027 527 554 379 134

計区分 経営別 D9B Cl C2 D1 D2 D3 D4 D5 ID6 D7 D8A

84市立 27 9 39 43 18 57 59 11 4033 34 8 11

３
歳
未
満
児

私立 115 317 353 203 565 673 1053 177 40657 229 65 226 82

県立 0 0 1 4 6 6 2 231 1 1 1

管外 3 6 6 18 2 532 1 1 3 14、ロ

(人） 計 255 124 360 403 222 632 752 1161 192 454410 265 75 96

保育所の職員数

(平成26年4月1日現在）

保育士保育所数 定 員 所 長 調理員 保健師等 計区分

13か所 139人 20人1,211人 13人 0人 172人市 立

私 立 1，990 325 258 2,~67198 10,239 98

県 立 121 90 1 3 1 17

'

計 11,540 112 2，141 259112 348 2,860

保育所運営費の年次推移
、〆

保育児童数施設数 運 営 費

24 25 26

24 25 26 24 25 263歳

以上児

3歳

未満児

3歳

以上児

3歳

未満児

3歳

以上児

3歳

未満児 ~

所

圃

ｗ

ｌ

－

力 新

田

肥

１

－

力 商

咽

卵

１

－

力 人

9,086

76,209

708

584

人

5,230

51,214

343

548

人

8,605

76,152

709

707

人

4,980

53,175

355

745

人

8,348

75,035

735

741

人

5,209

55,047

251

758

千円

894, 160

9,060,629

64，632

80，472

千円

855,214

9,242,696

61,171

106,981

千円

858,379

9j381,596

53，443

108,193

市立

私立

県立

管外

保

育

所

計 112 86,587 57,335 86，173 59,255 84,859 61,265111 112 10,099,893 10,266,062 10,401,611

(注）市立は運営費相当額である。

(注）24年度・25年度は決算、 26年度は当初予算の額である。
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平成26年度私立保育所運営費等補助予算一覧表

(単位：千円）

前年度

予算額
予算額 対増減額 内 容名 称

運営費、民間施設給与等改善費に含まれる保
育士、調理員の人件費と給料表適用正規職員
の人件費（実支払額と市格付相当額を比較し
て少ない方）の不足分を補助

、
里

給与等改善費補助 5,500 100 5,400

経験豊かな正規職員を雇用した人件費を補助保育体制充実費補助 △1,3005,800 7，100

保育士等処遇改善

臨時特例事業

運営費の民間施設給与等改善費を基礎に各保
育所の平均勤続年数に応じて上乗せ分を補助

212,000 2,000214,000

国省令配置基準と市条例配置基準の差を補助保育士定数改善費補助 450,000 440,000 10,000
運

5歳児クラスの市配置基準（30： 1）を超え

て25： 1の配置を実施した差分を補助
育
助

学
実
就
充
前

費

保
補

43,000 0 43,000

営 年度途中の入所の一般化に対応するため、年

度当初から市条例配置基準を超える保育士を
確保している保育所に対し補助

いつでも入所対応

保育士配置

支援事業費補助

△35,00042,000 77,000

費 ー

臨時、パート調理員を配置することにより、

調理員の労働軽減と給食業務の向上を図る
定数

補助

員
費

調理

改善
52,000 1,00053,000

栄養士資格を有する者の事業に対し補助給食環境向上事業費補助 0 4,6004,600補

職員の出産、傷病のため、臨時に代替職員を
雇用した場合、代替職員に係る人件費を補助

等代替

費補助

産
職
休
員

41,00021,000 22,000

助
定員40人以下の施設に対し、 20･ 30人定員が
適当と認められる施設に対し、市独自に保育
単価差を補助（小規模保育所）夜間保育所で、
夜間保育に従事する職員に対し、夜間勤務手
当を支給した経費を補助（夜間保育所）

運営特別

対策費補助
26,000 24,000 2,000

、 1 1

事業の円滑に実施するための人件費を補助統合保育費補助 18,000138,000 120,000

保育所型認定こども園の幼稚園機能へ補助認定こども園事業費補助 585 0 585

計 954,200 49,2851,003,485

伝染病、食中毒を防止し、児童の衛生面での

安全を確保するため職員の検便に要する経費

を補助（一般腸内細菌および腸管出血性大腸
菌検査）

職員感染症対策費補助 13,00013,000 0

ー

保育所の施設および設備の整備等に要する経

費を補助
改修費等補助 △253,930138,660 392,590

大型遊具の設置に要する経費を補助（補助限

度額すこやか保育遊具整備事業費120万円、
体力づくり遊具整備事業60万円）

大型遊具設置費補助 0 0 0

11時間を超えて児童を保育する施設に対して

その費用の一部を補助
延長保育費補助 520,000 7,000527,000

一時預かり費補助
保護者の病気等により、一時的に保育に欠け
る児童を短期間保育するための費用を補助

60,300 A2,40057,900

日曜、祝日に保育に欠ける児童の保育をする
施設に対して補助

休日保育費補助 19,100 70019,800

地域活動事業を円滑に実施するための費用を

補助
地域活動費補助 43005,7005,400

保育所に入所している親子への子育て支援

や、地域の住民が、子育てを助けることがで
きるよう人材育成を行う保育所に補助

保育所子育て夢ステー
ション事業費補助

13,300 13,300 0
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一

名
前年度

予算額
対増減額 内 容予算額称

児童の発病に際し、保護者が勤務の都合によ

り緊急に対応できない場合に保護者に代わり
病児の看護や一時保育を行う施設に対し補助

病児一時保育費補助 97,730 2,700100,430

年末の12月29日、 30日において、保護者が勤

務等の都合により、家庭保育ができない場合
に、開所し保育を行う保育所に対し補助

年末保育サービス費
補 助

1,900 1,900 0

子育て家庭に対する育児相談等地域の保育ニ

ーズに積極的に対応する保育所に対し、人件
費および事業費を補助

地域子育て支援センター

設置費補助
△10040,40040,300

0 1保育所長等研修事業に要する経費を補助保育団体等補助 650650

こどもすぐすぐランド

開催費補助
こどもすぐすぐランド開催費を補助01,600 1,600

〈
ロ 計 1,923,425 1 2,120,470 1 4197,045

V14夜間保育所〔児童福祉法〕
（1）主 旨

夜間就労機会の増加、勤務形態の多様化に対応し県内初の都市型夜間保育所を開設。

（2）実施保育所

青実施保育所 保 時 間 定員開設年月日

通常保育

延長保育

(午前11時から午後10時まで）

(午前11時以前及び

午後10時から午前2時まで）

野町夜間保育園

(野町3-24-32）
昭和63年7月1日 40名

通常保育（午前11時から午後10時まで）
延長保育（午前11時以前）

双葉第二保育園

(香林坊2－5－24）
平成12年4月1日 30名

15休日保育所

（1）主 旨

日曜・休日を勤務日とする就労形態の事業所に、保護者が働くことによって保育に欠ける児童

の健全育成を図るため、市内7か所の私立保育所を「休日保育所」に指定のうえ、休日保育を実

施する。

（2）開設時期 平成元年4月1日

（3）実施保育所 石川県済生会保育園 金沢市本町1丁目2番16号

愛育保育園 金沢市小将町8番23号

第一善隣館保育所~ 金沢市野町3丁目1番15号

ひょうたん保育園 金沢市瓢箪町8番22号

双葉保育園 金沢市香林坊2丁目5番24号

~ 双葉第二保育園 〃

みなと第2保育園 金沢市桂町38街区1

（4）対象児童（保護者）

上記7か所の保育所において保育される児童のうち、休日保育を希望される方

司〆
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(5)対象児童の休みとなる日

「休日に見合う日数分」を平日に休むものとする。

（｢保護者が休みとなる日」に合わせてあらかじめ設定する｡）

16延長保育事業

（1）主 、 旨

児童の保護者の就労時間、通勤時間等によるやむを得ない事情のため通常の保育時間を超える

時間に保育を常時必要とする児童を対象に、通常の保育時間を超えて保育を行う。

（2）事業開始 昭和58年4月1日

（3）平成26年度実施保育所（見込) 112か所

（4）延長保育時間

①昼間保育所 概ね午後6時を超え最長午後10時まで

②夜間保育所 午前9時から午前11時まで、および午後10時を超え午前2時まで

（5）保護者負担 通常保育料のほかに別途負担が必要 ー

17統合保育事業〔金沢市統合保育事業実施要綱〕

(1)主 旨

心身の発達に遅れ等を有し、かつ、保育に欠ける概ね3歳以上の児童を一般の児童とともに集

団で保育を行うことにより、心身の発達の助長、社会への適応性を高める。

（2）事業開始 昭和49年4月1日

（3）対象児童 心身の発達の遅れ等の程度が中度または軽度の保育に欠ける児童で、金沢市

統合保育指導委員会で一般の児童とともに集団で保育を行うことが適当と

判断された概ね3歳以上の児童

1824時間型保育事業〔金沢市24時間型保育事業実施要綱〕

（1）主 旨

深夜にわたって勤務されている方の「子育て」と「仕事」の両立を支援するため、昼間の保育

に引き続き翌朝まで保育を行う。

（2）事業開始 平成7年7月1日

（3）実施保育所 金沢市立中村町保育所 金沢市中村町15番7号

（4）実施日 毎週、月曜日～金曜日 （当日または翌日が祝祭日のときは実施しない）

（5） 1日当りの受入れ児童数 概ね5名

（6）対象児童 ~ 市内保育所の入所児童で、昼間の保育に併せ保護者が夜間勤務をしている児童

（7）保護者負担 通常の保育料とは別に、 1回につき2,000円

（午後10時までは300円、午前1時までは500円）

ー

19年末保育サービス事業〔金沢市年末保育サービス事業実施要領〕

(1)主 旨

年末12月29日、 30日に保育所を開所し、保護者が勤務等の都合により年末に家庭での保育がで
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1

きない「働く家庭」の子育て支援を図る。

(2)事業開始 平成7年12月

(3)対象児童 保育所通所中の児童で年末保育を必要とする児童

(4)保護者負担 通常の保育料とは別に、 1日につき3歳未満児1,700円、 3歳以上児1,100円

同一世帯で2人以上利用する場合は、第2子については2分の1相当額

（第1子・第2子がともに3歳未満児のときの第2子目は3分の1相当額）

20病児一時保育事業

(1)主 旨

保育所通所中等の児童の発病に際し、保護者が勤務の都合により緊急に対応できない場合に、

保護者に代わり病児の看護・一時保育を行う。

（2）事業開始 平成6年4月

（3ソ実施施設 聖霊乳児院 金沢市長町1丁目5番30号

健生クリニック 金沢市平和町3丁目5番2号

城北病院 金沢市京町20番3号

横井小児科内科医院 金沢市菊川1丁目10番3号

金沢大学附属病院 金沢市宝町13番1号

松田小児科医院 金沢市片町2丁目13番13号

石川県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地

ｰ

21－時預かり事業〔金沢市一時預かり事業実施要綱〕

（1）主 旨

児童の保護者等の疾病、就労その他の理由により、保護者等が児童を一時的に保育できない場

合に、当該児童を保育所で一時的に預かることにより、児童の健全育成と子育て支援を図る。

（2）事業開始 昭和55年4月1日(平成21年4月1日に「一時保育」より名称変更）

（3）対象児童

次のいずれかの事由に該当し、一時預かりを必要とする児童

①保護者等が疾病、出産または看護に従事する場合

②保護者等が産休・育休あけで、月途中からの保育所入所が困難な場合

③保護者等の就労、疾病等により、断続的に保育が困難な場合

④保護者等が冠婚葬祭等に出席するため

⑤保護者等の育児リフレッシュのため

（4）保護者負担 1時間につき 350円

（市立保育所） 給食1回につき300円

間食1回につき100円

画ロ

22休日一時預かり事業

（1）主 旨 休日に一時的に家庭での保育が困難な児童の保育を行う。

（2）事業開始 平成14年4月
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中村町保育所子育てセンター 金沢市中村町15番7号

日曜日、休日 （月曜日を除く）に児童5名程度を保育

1時間につき350円

実施場所

事業内容

保護者負担

ｊ

ｊ

ｊ

３

４

５

１

１

く

23保育所地域子育て支援センター事業

（1）主 旨

保育所において、子育て家庭支援のための専属職員を配置し、子育て家I

談・指導等を行い、地域全体での子育てを支援する。

（2）事業開始 平成9年4月1日

（3）実施保育所 石jll県済生会保育園 金沢市本町1丁目2番16号

真行寺むつみ苑保育所 金沢市石引2丁目4番23号

龍雲寺保育園 金沢市寺町5丁目12番40号

泉の台幼稚舎 金沢市泉野町4丁目4番3号

安原保育園 金沢市下安原町東1521番地1

光 保 育 園 金沢市神宮寺1丁目11番15号

中村町保育所 金沢市中村町15番7号

（4）事業内容

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

②子育て等に関する相談、援助の実施

③地域の子育て関連情報の提供

④月1回以上の講習等を実施

⑤公共施設に出向いての子育て支援の実施

⑥重点的な支援が必要と思われる家庭への関係機関との連携・協力

子育て家庭等に対する育児相

…

24保育利用支援事業

（1）主 旨

子供や保護者が、保育所・幼稚園・認定こども園での学校教育．保育や、一時預かり、
ー

放課後

児童クラブ等の地域子育て支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう支援を

行う。

(2)事業開始 平成26年4月1日

(3)実施保育所 市役所本庁1名

(4)事業内容

①保育所入所の斡旋、入所保留児のアフターフォロー

②保育サービスの利用に関する相談

③保育資源・保育サービスの情報収集など
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25児 童 館〔児童福祉法第40条〕

児童館は児童福祉法に基づく児童厚生施設であって、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進

し、又は情操を豊かにする目的で設置されているもので、現在31館ある。

市立児童館概要

構造（併設施設）所在地 館長名 開館年月日 建物面積施設名種類 電話番号No

ミ ニ

児意館
鉄筋・2 （公民館）大釜満男二塚児童館 北塚町西98 平5．11． 1 165.42269-02721

小 型

児童館
鉄筋・2 （ 〃 ）豊後政彦芳斉児童館 芳斉2丁目3－29 昭41． 4． 1 240.00222-74772

鉄筋・3 （保育園）中西満須子馬場児童館 東山3丁目29-22 206．54253-1255 45． 4． 13 〃

鉄筋・2（公民館）

鉄筋・2 （児童図書館）

喜楽万里子大野町児童館 大野町1丁目8－5 240.72268-1277 46． 2． 14 〃

大野木潤子平和町児童館 平和町2丁目8－7 48． 4． 1 191．25241-48515 〃

野村祐治 鉄筋・2（公民館）材木児童館 材木町13-11 51． 4． 1 198．15223-77656 〃

金崎一誠 鉄筋・3 （ 〃 ）長田町児童館 長田1丁目5－50 平7． 4． 1 191．987 235-2180〃

児 童

センター
石田正俊 鉄筋．2（ 〃 ）長町児童館 昭40． 1． 4長町2丁目2－16 298.22232-92218ー

森川昌平 鉄筋・2（ 〃 ）今町チ41花園児童館 43． 7． 1 299．18258-00289 〃

浅香郁夫 木・瓦・2（集会所）大徳児童館 畝田中2丁目234268-2533 49． 4． 1 304.7810 〃

人慈L
公
老
く

棒田正二 鉄筋・3小坂児童館 小坂町北312 50． 4． 1 309.90251-605511 〃

川元 傳 鉄筋・ 2米丸児童館 間明町2丁目346 51． 4． 1 529.20291-553512 〃

開敷一雄 鉄筋・2（公民館）富樫児童館 山科1丁目6－8242-4252 53． 4． 1 371．1013 〃

(急屋隻）能登太一 鉄筋・3小立野児童館 小立野4丁目7－51233-1780 54． 4． 1 297.86314 〃

(蕊の嬰）中村児童館 中村町10-35 小松 勉 鉄筋・254． 4． 1 299.3815 247-4456〃

鉄筋， (急皇漢）高村昭次粟崎児童館 粟崎町1丁目3 55． 4． 1 408．261216 237-3837〃

(蕊の豊）藤巻公三鞍月児童館 直江町92街区2 鉄筋・ 2455．1817 237-8957 56． 4． 1〃

大村昭男瓢箪児童館 彦三町2丁目10－5 鉄筋・3（ 〃 ）221-1518 57． 4． 1 299.2018 〃

鉄筋. 3 (X民菖ﾝボー）金石児童館 金石西4丁目5－30 鈴木寿子266-1125 58． 4． 1 299.46219 〃

鉄筋・2（餅ﾝ量一ぁ公:鰭）安原児童館 福増町北1067 田中敏子249-8930 59． 4． 1 307.6620 〃
、戸

(蕊の臺街道利之森山児童館 森山2丁目11-13 鉄筋・359． 4． 1 299.7921 251-4332〃

山本悦子弥生児童館 弥生1丁目29-13 鉄筋・3 （ 〃 ）243-7588 61． 4． 1 299.27522 〃

新神田児童館 新神田1丁目1－18 福原昭義 鉄筋・3（ 〃 ）62． 4． 1 299.23823 291-4496〃

浅野本町2丁目13-

12
清水 実浅野町児童館 鉄筋・2（老人憩の家）252-5664 63． 4． 1 299.93124 〃

公
集
く 民
会

１館
所三和児童館 上荒屋4丁目82 東 勝美 鉄筋・3平2． 4． 125 249-2908 299．56〃

鉄筋. 2 (X民鳶ﾝﾎ~)押野児童館 八日市2丁目464 宇野勝次247-3220 6． 4． 1 329.76826 〃

千坂児童館 元木千明千木1丁目235 鉄筋・2258-3969 6． 4． 1 382.9427 〃

亀山喜好扇台児童館 馬替1丁目29－1 鉄筋・2 （公民館）296-1180 299.9928 9． 4． 1〃

杜の里児童館 若松町3-281 村田吉雄 鉄筋・229 222-7759 13． 4． 1 363.27〃

西南部児童館 八日市出町815 小林昭進 鉄筋・2240-3878 370．1730 16． 4． 1〃

大型児童

センター
城北児童会館 小阪慶三小坂町西8－11 鉄筋・ 2昭56． 5． 4251-0444 2,509.8131
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児童館設置数の年次推移

4 5 6 7～ 9～ 14～ 16～26

ミニ児童館（138.84㎡以上）

小型児童館（185.12㎡以上）

児童センター（297㎡以上）

大型児童センター（500㎡以上）

0 1 1 1 1 1 1

5 65 5 6 6 6

18 18 20 20 21 22 23

1 1 1 1 1 11

計
〈
ロ 24 25 27 28 29 30 31

児童館利用児童数（1か月平均延人数）

年度 1713 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 251211

地 区

児童館
55,05141,997 44,030 47,5“ 49,749 49,237 58,166 59,612 57, 160 55,707 56,393 55,050 53,21539,147 40,979

城 北
児童会館

9,585 9,327 8,422 8,566 10,923 11,486 10,9786,526 5,198 7,160 8,175 8,621 10,268 10,0777,296

合計 58,564 65,973 66,537 64,19347,195 51,190 55,719 59,334 66,588 68,178 65,781 65,975 66,47046,443 47,505

ー

親子ふれあい相談事業

（1）かんがる－教室

2歳児とその保護者を対象とし、遊びを通して親子のふれあいを深め、また、育児の情報を交

換し、健やかな子どもを育てる連帯意識の高揚を図る。

①実施場所城北児童会館､地区児童館（30館)、松ヶ枝福祉館､教育プラザ富樫

計33か所

②実施回数年間30回

③定 員 各15～20組程度

（2）かるがも親子教室

1歳（後半）児とその保護者を対象に遊びを通して親子のふれあいを深めたり、育児不安を抱

える母親の仲間づくりや情報交換の場を提供する。

①実施場所 城北児童会館、松ヶ枝福祉館、教育プラザ富樫、泉野福祉健康センター、駅

西福祉健康センター、元町福祉健康センター計6か所

②実施回数 春季コース、秋季コース、冬季コース（各コース5回）

③定 員 各20組程度

ー

城北児童会館の事業

（1）クラブ活動

主に小学生を対象に、学校で体得できないような活動を子どもたちに提供し、心身両面の健康

増進および情操を豊かにする。

対。 象 定員対 象 定員 クラブ名対 象 定員 クラブ名クラブ名

科学A 科学 B 小3～小4年 20名20名 小1～小2年 20名小]●～小3年絵 画

花あそび 子ども卓球 小4～小6年 20名 茶 小3～小6年 8名10名 お小3～小6年

親子やきもの

（高学年）

親子やきもの

（低学年）

小4～6年と

その保謹者

小1～3年と

その保識者
10組10組
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(2)年間行事

季節行事 城北わんぱくランド、さつまいも苗植体験、七夕ファンタジー、城北おばけ大

会、いも堀り体験、やきいも会、もちつき会、クリスマスファンタジー、旗源

平、節分豆まき会、ひなまつり会等

トランポリン体験

紙細工、やきもの、木工、バルーンアート、門松製作

映画ランド、金沢おもちゃ病院、てけてけプー、工作ランド、アート遊び等

子育てサロン（おはなしランド、 リズムあそび、運動あそび)、親子ふれあい

あそび、何してあそぼう 1

入館者300万人達成記念会

体育行事

親子体験教室

(3)月催行事

(4) 日常行事

(5)記念行事

26放課後児童健全育成事業〔児童福祉法第6条の3第2項〕

（1） 目 的

小学校に就学している概ね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに対し、適切な遊びおよび生活の場を与えて､その健全な育成を図る。

（2）事業の推移

本市が留守家庭児童等の健全育成に取り組んだのは、昭和24年当時の＋一屋小学校の空教室2

部屋を借りて学校終了後も保護者が就労中の児童のために開放し、地域各種団体および婦人会の

協力と市の補助で留守家庭児童等を指導・育成したのがはじまりで、その後若草町に単独施設を

確保し、子どもの家と名づけて留守家庭児童を収容・育成し留守家庭児童対策の先鞭をきった。

その後、昭和47年から民間実施の留守家庭児童対策に市が積極的に補助金を交付（所管課社会

教育課）し、昭和50年途中から児童福祉法の改正とともに福祉部の所管として実施団体に対し、

．補助金を補正計上し、昭和51年度から厚生省の都市児童健全育成事業実施要綱の制定と同時に、

民間委託事業として児童育成クラブの設置・育成を行ってきた。

昭和58年4月、金沢市児童育成クラブ補助金交付要綱を制定し、児童育成クラブを設置した地

区社会福祉協議会に補助金を交付し、その育成に努める。

昭和63年4月、金沢市留守家庭児童等健全育成事業実施要綱を制定し、社会福祉法人金沢市社

会福祉協議会に委託する。

平成3年4月、厚生省の放課後児童対策事業実施要綱により児童クラブと名称変更する。

平成9年6月、児童福祉法の改正（平成10年4月施行）により、放課後児童健全育成事業とし

て、明記され、事業の一層の普及が図られることとなった。

（平成26年4月1日現在）

、ゥ

ー

年度 1510 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

クラブ数 5652 53 56 61 64 67 67 70 72 73 74 79 80 80 82 83
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児童クラブ（83クラブ）

(平成26年4月1日現在）

開設年度在 電話番号 児童数クラブ名 所 地No

昭39年度材木善隣館材木町13-40 40人杉の木ホーム 222－9030I

第一善隣館仲よしホーム 野町3丁目1-15 241－0994 30 412

平和町児童館平和町2丁目8－7わらべの園 65241－4851 473

専 用 建 物涌波2丁目6-14たんぽぽくらぶ 264－3743 49 484

富樫児童館すぐすぐクラブ 山科1丁目6－8 242－4252 64 505

久安6丁目83 旧三馬公民館 247-6425 125 53三馬っ子クラブ6

家小立野4丁目10-47 民すみれクラブ 222－8550 22 537

賃 貸 ビ ルきりん児童クラブ みどり1丁目192－2 249－4782 70 538

家あすなるクラブ しじま台2丁目1－8 民 298－2185 39 549

菊川1丁目2－15 菊川町小学校菊川児童クラブ 264－2723 39 5410

田上本町17街区6 家民がんばりっこクラブ 222－0922 62 5411

家いずみのクラブ 若草町3－16 民 241-7734 545112

ー夕日寺小学校どん~くﾞ りクラブ 東長江町に17 251－5417 56 5513

木曳野会館桂町ロ72木曳野学童クラブ 55268－8025 8114

家小立野4丁目5－1 民ひかり学童園 55231－4593 2915

家長坂1丁目7－5 民 鍋
一
髄

たいようクラブ 242-5051 4016

安原児童館福増町北1067安原こじか児童クラブ 249－8930 4017

森山児童館森山2丁目11-13森山児童クラブ 56251－4332 1()(）18

専 用 建 物末町21-~25－2やまびこクラブ 229-0817 14 5719

米泉小学校米泉町4丁目133-2米泉っ子クラブ 52 58242－370320

八日市2丁目464 押野児童館押野児童クラブ 247－3220 50 6121

長土塀保育園長町3丁目11－17長土塀児童クラブ 261－0294 624422

直江町92街区2 鞍月児童館 平1くら月っ子クラブ 237－8957 5323

浅野町児童館浅野町児童クラブ 浅野本町2丁目13-12 252－5664 52 124

粟崎児童館粟崎1丁目3粟崎児童ク

三和児童ク

237－3837 71 2ラ
ー
ラ

フ
｜
ブ

25

上荒屋4丁目82 和児童館三 249－2908 99 226

新神田児童館新神田児童クラブ 新神田1丁目1－18 2291－4496 7427
遥〆

弥生児童館弥生1丁目29-13弥生児童クラブ 243-7588 56 228

千坂児童館千木1丁目235千坂のびのびクラブ 258－3969 67 329

西念保育園西念3－7－21西念保育園学童クラブ 265-6116 31 330

梅光保育園梅光学童クラブ 石引4丁目6－1 72 3232－107131

双葉町子供の家保育園駅西新町1-30-9ふたぱ児童クラブ

マ－ヤクラブ

24 3262－901232

専 用 建 物南森本町ヌ130 257－4457 108 333

西南部児童館八日市出町815番地西南部児童クラブ

大浦ひまわり児童クラブ

240-0017 101 434

旧木越保育所木越2－4－1 53258－5544 435

不動寺小学校不動寺町イ33不動寺児童クラブ 257－4350 30 436

戸板第二土地区画整理事業地
47-1街区l番地

戸板小学校戸板児童クラブめいげつ 232－5772 60 537

長坂台小学校ブ
ー
ブ

長坂3丁目14－1 245－3447 28 5おおぞらク

内川学童ク

一

フ

ー

プ

38

内川公民館三小牛町20-1-10 247－2263 23 539

専 用 建 物馬替2丁目150若竹児童クラブ 298－7557 41 6如
一
型 専 用 建 物須崎町チ43－3 237-0099 69 6浅野川ぴょんぴょんクラブ
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開設年度児童数在 電話番号地クラブ名 所No

平6年度家四十万児童クラブ 4.1人四十万町イ135－1 民 298－452442

伏見台小学校伏見台児童クラブ 窪5丁目335 7245-0205 6343

米丸児童館米丸児童クラブ 間明町2丁目346 7291－5535 13044

家げんきクラブ 小坂町中95 民 252－6013 45 945

小坂児童館小坂町北312こさか児童クラブ 9251－6055 5946

家二日市町チ90花園児童クラブ 民 10258－6665 4147

第 善隣館 O90-3765-3917味噌蔵児童クラブ 小将町8－23 三 104248

金石児童館金石児童クラブ 金石西4－5－30 266－1125 51 1l49

長田町小学校ながた児童クラブ 長田1－5－40 233－9120 60 1150

湯涌農村環境改善ｾﾝﾀｰわかばクラブ 芝原町イ59 235－1852 12 1251

かもめ保育園かもめ児童クラブ 粟崎町タ1－1 238－2061 30 1252

大徳児童館星の子大徳クラブ 畝田中2-234 268－2533 66 1253

専 用 建 物川北さくら児童クラブ 松寺町寅88－1 090-6275-4376 10 1354

諸江けやき児童クラブ 北安江2－25－1 諸江町小学校 231－7475 75 1355

専 用 建 物かみやち保育園児童クラブ 神谷内町へ33－3 55251－1250 1456、〆

アリス国際学園円光寺本町8－50アリスこどもの国 280-1001 50 1457

大野町児童館大野町児童クラブ 大野町1－8－5 268－1277 144058

中村町13-21 専 用 建 物中村児童クラブ 280－4137 28 1459

杜の里児童館杜の里児童館児童クラブ 若松町3-281 222－7759 71 1460

ふたつか児童クラブ 稚日野町南58 専 用 建 物 267－5208 66 1661

此 花
今
云此花町2－7 館めいせい児童クラブ 221－0938 38 1662

旧浅川市民センターたがみつこクラブ 田上町二9－2 224－6711 50 1663

円光寺1－1-8AI棟 家ほしぞらクラブ 民 280－0630 24 1764

東浅川児童クラブ 上中町へ14甲 上中町会館 229－3146 25 1765

家第2四十万児童クラブ しじま台2-26-11 民66 296－3567 40 17

ばぱ児童クラブ 東山3－9－30
4

馬場小学校 252－8494 21 1867

すずかけ児童クラブ 東兼六町2-10 金大附属養誰学校すずか|ﾅの泉 261－784068 20 17

しんたて児童クラブ 新竪町3－25 新竪町小学校 222－8611 1869 19

医王山小学校医王山児童クラブ 二俣町さ21 236－1213 7 2070

、プ

第2諸江けやき児童クラブ 県営住宅集会所諸江町28－171 42 21090-2032-1630

専 用 建 物上荒屋4-79-2三和キッズクラブ72 249－7908 60 21

大徳児童館星の子木曳野クラブ 畝田中2-23473 268－2533 49 21

三谷児童クラブ 宮野町二277 谷小学校三74 254－1266 33 22

よっばく らぶ 涌波2-6-10 専 用 建 物 255－2029 30 2275

若松町南24わかまつ児童クラブ 専 用 建 物76 232－9966 32 22

太陽が丘キッズカレッジ 太陽が丘2－1 集
今
云 場 223-553177 51 23

鞍月児童クラブ 直江町92街区2 鞍月児童館78 237－8957 53 24

戸板児童クラブきくざくら 戸板第二土地区画整理事業地
47-1街区1番地

戸板小学校 232－577279 60 25

松村6丁目176-3 専 用 建 物に注に逹クラブI80 49 25266－2561

松村6丁目176-3 専 用 建 物81 にこにこクラブⅡ 49 25266－2561

大浦町ヌ75－1 大浦保育園大浦保育園児童クラブ82 64 25238－2734

福増町北1067 専 用 建 物安原第二こじか児童クラブ83 2541249－8930

83 クラブ合 計 4,165人
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27地域組織活動育成クラブ活動費補助事業（昭和52年度から実施）

〔厚生労働省国庫補助による地域組織活動要綱〕

家庭児童の健全な育成をはかるために、地域住民の積極的参加による地域組織活動を実施。

（1）親子やお年寄りとの交流を図るため、 「家庭の日」を設けたり、 「こどもの日」や「敬老の日」

等において､野外での交流活動や､地域文化の伝承サークル､料理教室などの文化活動を行う。

（2）児童養育に関する研修活動

児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域での児童健全育成の向上に関

する研修などを開催する。

(3)児童の事故防止等活動

地域の実情に応じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の巡回、交通安全活動、非行防止

活動等の奉仕活動を行う。

(4)その他、児童福祉の向上に寄与する活動

ｰ

~

ー
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地域組織活動育成クラブ（31クラブ）

(平成26年4月1日現在）

会員数 結成年月日 関連をもつ児童館名所 在 地 会長名Io. 名 称

1 長 町

2 芳 斎

3 花 園

4 馬 場

5 大野町

6 平和町

7 大 徳

8 小 坂

9 材 木

10 米 丸

11 富 樫

12 小立野

13 中 村

14 粟 崎

15 鞍 月

16 瓢 箪

17 金 石

18 安 原

19 森 山

20 城 北

21 弥 生

22 新神田

23 浅野町

24 三 和

No

芳 斎

4

15

長町児童館

芳斉児童館

大野 明世 30 昭52． 4． 1

松倉 純子 30 〃

中村美智代 22 〃

松倉 純子

長町2丁目2-16

芳斉2丁目3－29

花園児童館今町チ41

小見 貴子 馬場児童館東山3丁目29-22 28 〃

市川 直美 大野町児童館大野町1丁目8－5 30 〃

57． 〃

115 "

33 〃

30 〃

22 〃

68 53. 4. 1

35 〃

22 54． 4． 1

79 55． 4． 1

〃

68

55． 4． 1

小林 明子

宮下 早苗

益田 博子

久保 弥生

清造 悦子

畑山 市恵

干野 幸子

富田 佳子

林 なつみ

平和町児童館

大徳児童館

小坂児童館

材木児童館

米丸児童館

平和町2丁目8－7

畝田中2丁目234

小坂町北312

材木町13-11

間明町2丁目346

富樫児童館山科1丁目6－8
ｰ

小立野児童館

中村児童館

小立野4丁目7－51

中村町10-35

粟崎町1丁目3

直江町92街区2

彦三町2丁目10－5

粟崎児童館

福元 千春 鞍月児童館106 56． 4． 1

金子裕美子 瓢箪児童館20 57． 4． 1

金石西4丁目5-30 井田 明日香 金石児童館45 58． 4． 1

福増町北1067 八木 恭代 安原児童館

森山児童館

城北児童会館

弥生児童館

27 59． 4． 1

64 〃

26 60. 4. 1

35 61． 4． 1

67 62． 4． 1

55 63． 4． 1

23 平2． 4． 1

59． 4． 1

平2． 4． 1

敦子

美智子

香代

由起代

由美

かず子

森山2丁目11-13

小坂町西8-11

弥生1丁目29-13

新神田1丁目1－18

浅野本町2丁目13-12

上荒屋4丁目82

酔
一
樅
一
癖
一
峠
一
峠
一
種

新神田児童館

浅野町児童館

三和児童館

、＝

浅井 真弓北塚町西98 二塚児童館塚二25 22 6． 4． 1

押
一
千
一
壼
一
扇
一
脚
一
癖

八日市2丁目464

千木1丁目235

長田1丁目5－50

馬替1丁目29-l

若松町3丁目28l

八日市出町815

岡田 多恵 22

福島 恵子 69

小島菫代子 48

福島 恵子

小島美代子

〃 押野児童館

〃 千坂児童館

7． 4． 1 長田町児童館

9． 4． 1 扇台児童館

13. 4. 1 杜の里児童館

16． 4． 1 西南部児童館

千坂児童館

扇台児童館

杜の里児童館

西南部児童館

野
一
坂
一
町
一
台
一
里
一
部

沁
一
”
｜
記
一
羽
一
別
一
帥

桑村 馨 35

上坂 道代 21

杉原 敏美 20

合 計 31 クラブ 1,306人
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28子育て支援短期利用事業

○事業の種類および内容

（1）短期入所生活援助事業（シヨートステイ事業）

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童

を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護す

ることが必要な場合等に実施施設において養育．保護する。

（実施施設：こども家庭支援センター金沢、聖霊乳児院）

（2）夜間養護事業（トワイライトステイ事業）

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育

することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、

生活指導、食事の提供等を行う。

（実施施設：こども家庭支援センター金沢、野町保育園）

（3）事業開始 平成7年4月1日

ー

29児童家庭支援センター事業〔こども家庭支援センター金沢〕

(1)主 旨

地域の児童の福祉に関する問題につき、児童や母子家庭、その他の家庭、地域住民等からの相

談に応じ、必要な助言を行うとともに、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、

併せて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向

上を図る。

(2)開設年月日 ~ 平成14年12月1日

(3)実施主体 社会福祉法人享誠塾（児童養護施設）

(4)事業内容

①電話相談事業

②家庭訪問事業

③親子への心理的援助

④緊急仮保護

⑤ショートステイ事業の拠点

(5)施 設 社会福祉法人享誠塾敷地内で別棟を改修(相談室、プレイルーム、事務室等）

(6)職員構成 相談、支援を担当する職員、心理療法等を担当する職員

ー

ヂ

8－20



第9 こども総合相談センター

子どもや家庭に関するさまざまな相談ニーズに迅速・的確に対応するため、中核市とし

て全国に先駆けて児童相談所を設置するなど相談窓口の専門性の強化と一元化を図り、教

育プラザに設置している。

’ ’こども総合相談センター

I

I

’
~

も

■
６
■
日
日
日
日
日
日
日
日
Ⅱ
１
１
１
１
１
■
Ⅱ
！
■’ 発達相談グループ 児童相談所

幼児相談室

(富樫・此花・八日市）

、ロ

一時保護所

1 発達相談グループ

（1）主な事業

①巡回専門相談

小児科医、精神科医、臨床心理士、言語聴覚士等の専門家が保育所・幼稚園等に

出向いて相談に応じる。

②統合保育相談事業

発達に遅れや障害を有する児童に対し､~専門の指導員等が、保育所（園）での状

態を観察し、担当保育士や保護者等の相談に応じる。

③電話相談。こども専用相談ダイヤル．いじめ相談電話

一般の電話相談のほか、こども専用の相談電話を設け、センターの相談員等が電

話での相談に応じる。

④幼児相談室

「富樫」 「此花」 「八日市」の3相談室で、こころやからだなど子どもの発達に

ついて心配と思われる子どもとその保護者を対象に「親子の遊び」を通してかかわ

り方や育児の方法について支援し、保護者の相談に応じる。

｡

、ジ

(2)相談状況（平成25年度）

①受理件数

9－1

区 分

相談受理件数

内

訳

未就学

小学生

中学生

件数（件）

666

646

20

0



＝

②相談種別

相談回数等

95回

236回

登録475人

等

人

人

回

件

件

件

数

鍋

恥

卵

銘

仙

詔

人

２

８

１

３

１

１

，

べ

５

１

延区 分

巡 回 専 門 相 談

巡回専門相談（統合保育）

幼 児 相 談 室

般

電話相談い じ め

こども専用

電話相談

4

2児童相談所

（1）主な事業

①児童福祉法に基づく児童相談所業務

児童虐待相談や非行相談等、子どもやその家庭に関するさまざまな相談、施設入

所や里親への委託、障害程度の判定、児童の一時保護等を行う‘。

②青少年相談業務

義務教育修了後から概ね20歳までの青少年を対象とした相談に応じる。

③メンタルフレンド事業

ひきこもり等の子どもの家庭等に、学生等のボランテイア（メンタルフレンド）

を派遣し、会話やスポーツなどのふれあいを通して子どもの福祉の向上を図る。

…

(2)相談状況（平成25年度）

①受付件数

件数（件）、相談種別

相 談 受 付 件 数

児童虐 待

養護相談そ の 他

相 計

談談保 健 相
障 害 相 談

種非 行 相 談

別育 成 相 談

そ の 他 の 相 談

合 計

施設入所中児童の相談受付件数

相談継続中の通告等再受付件数

養護相談

相

種談

別

1，301

339

180

519

0

332

90

82

0

1，023

212

66

ー
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②児童虐待相談の種別

件数（件）

137

103

96

3

339

虐待種別

身 体 的 虐 待

ネグレク ト （養育放棄）

心 理 的 虐 待

性 的 虐 待

計

(3) 一時保護の状況

(4) 児童福祉施設入所措置状況(H26.4. 1現在）
ー

ー

ー

9－3

施設区分

時 保 護 所

その他の施設 （乳児院等）

計

人数（人）

174

38

212

施設区分

児 童 養 護 施 設 等

障 害 児 施 設

里親・ ファミ リーホーム

計

人数（人）

137

13

13

163



第10障害福祉課
1 身体障害者手帳制度〔身体障害者福祉法第15条〕

法律で定められた支援を受けたり、医療費助成等の各種制度を利用するために必要であり、身体

障害者福祉法に定める程度の障害がある方に交付する。

（1）身体障害者手帳交付者数 （平成26年4月1日現在）

、

級
6級4級 5級1 級 2級 3級

部位

276人1,958人 2,253 人 557 人2,007 人 1,748人肢体不自由

聴覚障害 8 379279 130 161114

視覚障害 62323 88 87 112396

一
一

内部障害 1,190 7133， 179 79
‐

語障害
一
二
国 709 5 70

１
１

計
《
口 677 7175,705 2,434 3,436 3，284

’％ 15.0 20.2 4.2 4.435． 1 21. 1
図

(2)部位別および原因別状況

言語
154人0.9%

3

灘
聴

唖

蝿秘削

6

視覚、

L068人
～6.6%6.6％

総数

16,253人

総数

16,253人1
肢体不自由

8,799人

54.1％
内部

5， 161人

31．8%

迫ノ

(3)各年度ごとの交付者数 (平成26年4月1日現在）

視覚 内部 計肢体不自由 聴覚 言語

9人 1,183人601人 55人 53人 465人18

560 50 40 482 9 1，14119

513 13 1,262624 64 4820

592 52 39 489 1l 1,18321

１
１
１
１

594 54 41 541 14 1,24422

１
１

574 45 30 506 8 1，16323

１
１

546 37 28 521 14 1, 14624

531 54 38 507 11 1，14125
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~

2 療育手帳（知的障害者）制度

知的障害のある方に対して、一貫した支援・相談を行うとともに、各種サービスを受けやすくす

るため、知的障害のある方に手帳を交付し、もって、知的障害のある方の福祉の増進に質すること

を目的とする。

(1)療育手帳交付者数（平成26年4月1日現在）

菫産、壹芝
交 付 件 数

１
１

A…IQ35以下およびIQ50以下で身体障害

者手帳1～3級合併障害のある方

（重度）

B…A以外（その他）

計BA

1,102件 2,018件916件18

1，157 2,10194419

1,219 2，18796820

1,286 2,2871,00121

1,319 2,3541,03522

2,4291,055 1，37423 ー

１
１

ソ2,5221,086 1，43624

2,5971,5021,09525

3 精神障害者保健福祉手帳制度

社会復帰の促進と自立､また社会参加の促進を図るため､精神に障害のある方に手帳を交付する。

（1）精神障害者保健福祉手帳交付者数（平成26年4月1日現在）

菫産、三芝
交 付 件 数

計2級 3級1級

1,037件 165件 1,490件288件18

156 1ｩ620303 1, 16119

172 1,818330 1,31620

1,9811,491 15233821

2， 168348 1，663 15722
W

１
１
１

1,837 198 2，36733223

224 2,5051，99328824

’ 267267 2,234 260 2,76125

4 障害者総合支援法の概要（平成25年4月1日施行）

障がい者制度改革推進本部等に垢ける検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、

障害福祉サービスの充実等障害のある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため､ ｢障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成25年4月1

日から施行され、障害のある方の範囲に難病患者等が加わった。

平成26年4月1日からは、 「障害支援区分の創設」や「ケアホームのグループホームへの一元化｣、

「重度訪問介護の対象者拡大(知的、精神に障害のある方)｣など障害福祉サービスの充実が図られて

いる。

10－2



(1)障害者総合支援法の全体像

さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援する。

内 容サービス名称

障害の特性等による標準的な支援の度合いが一定以上の人に、生活上または

療養上必要な支援を行う。
介 護 給 付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。訓練等給付

精神通院医療および更生・育成医療の3つの公費負担医療を一本化して実施。自立支援医療精神通院医療および更生・育成医療の3つの4

補 装 具補装具の購入や修理にかかる費用を支給する。

地域生活支援事業障害のある方が安心して地域で生活するため（障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行う。

|市町村’rー
■■■■ ■■■B ■■■■ーーーーーー■■■■ローーーーー、■■■ ロ■■■ ■■■■一一■■■■ーー■■■■8ー一ーーーー一一■■■■ー一一■■■■■ーﾛ■■■ー
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当 1 瓦

、
竃
５
４
Ｆ
守
瞬
』
晶
品
』

電騒 幻偲

介護給付

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

訓練等給付．

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

共同生活援助（グループホーム）

‐■ー－一宇帝壼1 ■L一匹~■マーーーーマ序甲ロ一戸マ 典峰 可干■ bL ■ 午L
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ｑ
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Ｉ

ｑ
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Ⅱ

．

１

１

;~ _‐~
1

一 一一一一一ー

－ニーーームー一一一一二 ▲一二一一一

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

生活介護

施設入所支援

●

●

●

●

●

自立支援医療

●更牛医療

●育成医療

●精神通院医療※

． ※実施主体は都道府県等

一

一

一

H

L ノ

ｂ

１

ｄ

１

ｑ

１

Ｌ

ｌ

１

Ｌ

ｌ

Ⅱ

ｒ
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Ｉ
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， 割
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判
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の交流促進等）

日常生活用具の給付又は貸与

移動支援

意思疎通支援 （手話通訳派遣等）

●福祉ホーム ．

●その他の日常生活または社会生活支援

●

●

●

ー 一
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(2)利用者負担について

サービスを利用した場合の負担については、原則として世帯の負担能力に応じて1ケ月の上限額

が設定されます。なお、サービス利用量が少く、サービス費用の1割の額が設定される上限額よ

り低い場合、 1割負担となります。また、負担上限月額を算定する際は、 「個人単位」を基本とし

本人とその配偶者のみの所得で判断されます。

◆通所施設・在宅サービス等軽減

、〆
~ ~ ~ ~ ~~~Ⅲ ~ 負担遊限月額

一 一一 一 一. ． _皇 一・.

繍
誇

鼠~蕊

灘灘識
一
》
蝉
‐
擬
’

一

．

」

茸

伊

岨

毎

Ｆ

一幸一

分

一ユー盃

~
ｘ

・

し

日

■

■

日

且

Ｐ

巾

０

１

１

０

生活保護 0円

低 所縁 ~ 0円
~~~

9，300円（市民税所得割16万円未満）一 般 1

(市民税所得割16万円以上）

6.00円（市民税所得割28万円未満）

200円（市民税所得割28万円以上）

37, 200円

(一般1） 4，

(一般2） 37，

一・ 般 2 …

障害のある児童

のいる世帯~ ~~
ノ

◆高額障害福祉サービス等給付費
／ 、

同一世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している

方が介護保険のサービスを利用した場合、障害福祉サービスと補装具制度を利用した場合など、負担上

、限月額を超えた分が高額障害福祉サービス等給付費として支給される。 ノ

◆補足給付対象…負担上限月額の区分が、生活保護・低所得の方または20歳未満の方

I｛ 入所施設利用の方の食費、光熱水費実費負担の軽減を行う。
◆補足給付（家賃助成）

対象…グループホームの利用者で負担上限月額の区分が生活保護または低所得の世帯の方
ー

｝｛ ･家賃につき最高で1万円分を軽減する。

◆通所施設利用者の食費実費負担軽減

対象…負担上限月額の区分が、生活保護・低所得の方または一般1 （市民税所得割額16万円

未満）の方

｝｛ 通所施設利用者の方の食費実費負担のうち、人件費分を軽減する。 （対象要件あり）

◆生活保護への移行防止策

、〆

’
・自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合に、生活保護の対象とな

らない額まで負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げる。
ノ、

1．0－4



(3)サービス利用の流れ

①サービス利用の相談 . 「どのようなサービスが利用できるのか」 「費用はどうなるのか」などサービス

についての各種相談をする。 ‘

↓
②支給申請

｜
③相談支援事業者との契約

｜
④認定調査

｛
⑤障害支援区分の認定

サービス利用を希望する方は、市の窓口で利用申請を行う。申請は本人のほか、

家族などによる代理申請も可能。

支給決定に必要なサービス等利用計画案の作成のために､市の指定を受けた特定

相談支援事業者と契約をする。

心身の状況に関する80項目の調査を受ける。

認定調査による障害支援区分の一次判定を経て､審査会において医師意見書等を

参考に、二次判定を行って最終的な障害支援区分を認定する。

ー

↓
⑥サービス等利用計画案提出相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市に提出する。

↓
⑦支給決定 ~ 市は、本人の利用意向などを聞き取りし、サービスの支給量を決定する。

~↓
⑧受給証の交付 支給決定を受けると、 「支援の種類」 「支給期間」 「負担上限月額」などが記載さ

’ 、耀糞締"…“
⑨事業者との契約 支給決定を受けた方は､決定された支給量の範囲内で事業者と契約し､サービス

サービスの提供 の提供を受ける。

↓
⑩利用者負担の支払い 利用者は負担上限月額の範囲内でサービス費用の1割を事業者に支払う｡食費な

どの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払う。

司〆

(4)受給者証交付者数(通所・入所受給者証を含む）

（平成26年4月1日現在）

10－5

種別

障害のある方 （18歳以上）

障害のある児童（18歳未満）

合 計

交付者数

2,819人

503人

3,322人



(5)障害福祉サービス毎の利用者数等 (単位：人）

平成26年3月利用分

支給決定人数

537

34

25

728

91

879

188

449

115

66

136

1，074

4，322

種 類区 分

居宅介護等

同行援護

行動援護

短期入所

療養介護

生活介護

共同生活介護

施設入所支援

共同生活援助

自 立訓 練

就労移行支援

就労継続支援

計

■3■

＝
二

介護給付
立

支

援

給

付

訓練等給付
ー

〈
ロ

(6)障害福祉サービス費支給状況 (単位：円）

平成25年度分区

介護給付 ~
一口■･■･■・■T・■－唾一一■・産－－口■・■－＝･■ーｰ一一一一一一ー‐ーー｡■ーーーーーー‐一一一一一一一一一ｰ一一ｰ－－－－‘ロロ■■一ーー~‐ーロー‐ｰ‐ー■

｜居宅介護（重度訪問介護含む）

~ ｜同行援護
L－．－．－－－．.~－－－－．－－‘－．－．－－－－－-一一一一＝一一一一一・－－．－－－－－－－－-－－－－．－－－q－専一時｡－一一一一一一一一｡一一＝

｜行動援護
L，ローーロローロ．．･．ロ．．一一、。－一一一一一一・・一・・一‘･ロー・・一・・一一一－一・口･ﾛ'一一一一・口・・一一・・・・・口■･･･・ロ・・・ローーー・ロ一一・・・・一・・一－一・・ ・一

｜短期入所
トーーーーロ■－－－－－･■D一一一一■■一一口■一一・■'－－一一一一一一一・■ーーーー｡■ー・■ロ■ー｡■ーーー‐ー‘ｰ‐一一ー‐－ー－－‐‐ーヰーーー‐‘■

｜療養介護（医療費含む）
r－－－－－－－－－－．■－－－－－－－ーｰー一ーーー・■・■ーーロ■一一一一一一－一一一一一一一一一口■－0■‘■■一一一｡■一一一一口■｡■＝｡■｡■＝｡■字

｜生活介護
r一一一一一一一……一一一一一一－-.口一一一一一~~ー'~,一一一一~ー~ー･ローーーーーー－－－~･一一一－一一一一一‐‐…･一一一・・一.‐

i共同生活介護

｜施設入所支援サービス

訓練等給付
..----T-..ｰ．.‐‐...‐‐‐‐‐‐一ｰ.｡-.．‐‐‐‐‐‐-‐‐-..‐‐~..~‐‐’..‐‐.~‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐..‐‐‐‐

｜共同生活援助（グループホーム）
r一一一一一一一一一一一一一・■一一ー‐一一一ー‐一一一一ーーロ■ー一一‐‐一一一一一‐ｰ‘■D一'●o一一一｡■一一一一一一一・■・■・■ー＝ーー■■ーG

I自立訓練
『ﾛﾛｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾛ･ﾛﾛｰｰｰｰｰ.ﾛ､一一一一一一・・-－－-一一一一~･･一一.｡~~一一一~･･~･･－口･一■・ﾛ･-･･~~~ﾛ･ﾛ･ﾛ･ﾛﾛﾛﾛﾛ･--

i就労移行支援

｜就労継続支援

合 計
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口

車

ロ

ロ

一

・

一

二

一

一

争

一

－

０
》
０
《
２
》
８
垂
５
－
７
壷
７
’
９
重
２

幻
一
郎
一
切
一
的
一
犯
一
蛇
一
閉
一
亜
一
別

。

－
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一

『

。

一

一

，

；

，

，

，

，

，

，

，

塑
一
蛎
一
“
一
鯛
一
睡
一
羽
一
妬
一
過
一
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７
－
６
－
２
－
４
－
７
－
３
｝
１
－
１
－
０

０

ク

』

Ｑ

〃

』

ｂ

ダ

ニ

Ｑ

〃

』

９

ウ

』

○

夕

』

Ｑ

〃

画

■

グ

ー

勺

夕

２
〕
８
口
０
』
９
壷
８
』
０
幸
１
寺
５
年
９

鯛
一
団
－
１
－
１
－
４
－
兜
一
的
一
訂
一
記

一

一

章

一

唖

｝

一

－

，

７

３

－

一

一

一

一

－

１

－

一

一

。

》

》

一

一

一

■

一

一

や

《

一

口

ロ

一

↓

一

一

一

壷

』

二

一

《

字

一

一

一

一

一

一

垂

ー

一

口

一

一

写

一

や

斡

一

一

一

－

６

－

０

－

０

幸

７

．

－

９

“
一
別
一
測
一
妬
一
叩

一

｝

一

一

，

，

，

ｊ

，

弱
一
別
一
花
一
如
一
師

１
－
１
－
２
－
４
－
２

も

グ

ー

勺

げ

』

、

〃

章

■

夕

》

Ｑ

タ

９
』
４
》
９
』
０
《
５

妬
－
８
－
３
－
昭
一
超

』

一

一

』

，

●１

－

一

一

－

１

－

一

一

』

車

ロ

一

一

一

』

室

一

~
~
~
~

5,291,881,656
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(7)身体障害児（者）補装具給付（修理）事業（昭和25.発足） 〔身体障害者福祉法第20条〕

（平成8．発足） 〔児童福祉法第21条の6〕

（平成18.移行） 〔障害者自立支援法第76条〕

障害のため失われた部位や欠陥を補うための用具（補装具）の交付および修理を行う。

①補装具の種類

・視覚に障害のある方……盲人安全つえ、義眼、眼鏡

・聴覚に障害のある方･ ･ ~…補聴器

・肢体不自由者……~ ･……義手、義足、装具、車いす、電動車いすほか

②耐用年数の定めがあり、一度交付を受けたものは原則耐用年数を過ぎるまで修理はできても

交付はできない。また、 自己負担は、補装具の価格の原則1割。 （所得制限あり）

（8）障害児入所・通所給付（平成18. 10開始、平成24.4改正）

平成24年4月に児童福祉法上の通所支援と障害者自立支援法の児童デイサービスが一元化され、障

害児入所給付、障害児通所給付に改正。障害種別ごとに分かれた施設体系が入所・通所による支援と

して一元化された。

、〆

平成26年3月利用分

支給決定人数

40人

506人

区 分

■

障
一
障

圭
口
｜
圭
口

児入所給付

児通所給付

①障害児通園施設利用者負担緩和事業（平成19.4発足）

措置から契約方式に変更されたことに伴い､増大した利用者負担を軽減するため､負担金と

保育料との差額を助成を行う。

5地域生活支援事業について（平成18年10月開始） 〔障害者総合支援法第77条〕

障害のある方の地域生活を支援するための障害者自立支援法の全面施行に伴い、新たな事業また

は従来から実施してきた事業が当該「地域生活支援事業」に再編され、平成18年10月から開始。障

害のある方が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、住民に最も身近な市町村を中心として実施。

（1）相談支援事業〔障害者総合支援法第77条第1項第3号〕

障害のある方、その保護者及び介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のた

めに必要な援助を行う。 ~

①障害者相談員設置事業（昭和42.発足）

身体・知的・精神に障害のある方の福祉の増進を図るため、障害のある方等の相談に応じ、

必要な指導・援助を行う相談員を設置する。

身体障害者相談員 32名

知的障害者相談員 10名

精神障害者相談員 8名

ー
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②聴覚障害者相談事業（昭和58.発足）

聴覚に障害のある方の各種相談に応じ、適切な助言・指導を行うことにより、障害のある方の

日常生活の安定を図る。

対象者 市内に在住する聴覚に障害のある方

実施場所 金沢市聴力障害者福祉協会事務所内

③各種相談支援事業

身体、知的、精神の障害のある方の各種相談に応じ、 日常生活の安定を図る。

委託先 金沢市福祉サービス公社、オープンセサミ城南、石川療育センター、

佛子園

（2）意志疎通支援事業〔障害者総合支援法第77条第1項第6号〕

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他

の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行う。

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚に障害のある方の社会生活の向上をはかるため、手話通訳者、要約筆記者を派遣するもの。

委託者 金沢市聴力障害者福祉協会

実 績

年間介護人(手話通訳)派遣人数(昭和50.発足） ~ 年間介護人(要約筆記)派遣人数(平5.発足）

…

年度 磯
一
弱
一
、
｜
妬
一
的
一
ｍ
｜
師

人 数

994 人

1，019

1，083

1，110

1，086

1，217

パソコン年度

55人
－

49

別
一
一
虹
一
躯
一
詔
一
型
一
妬

釦
一
江
一
躯
一
配
一
一
型
一
妬

、 舶
一
弘
一
妃
一
則

ー

(3)日常生活用具給付等事業〔障害者総合支援法第77条第1項第6号〕

重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行う。

日常生活用具給付等事業（昭和44.発足・市単分昭和58.発足）

i)給 付

在宅の重度の障害のある方に対し、 日常生活を容易にするため、ストマ用装具、便器、特殊

寝台、エアーマット、緊急通報装置等の日常生活用具の給付を行う。

i)修 理

日常生活用具等の修理費を助成し、有効利用を図る。修理費の限度額は給付額の1/2以内と

する。

通）貸 与

難聴者または外出が困難な在宅の重度の障害のある方に対し、福祉電話を貸与することによ

りコミュニケーションおよび緊急連絡の手段を確保するもので、その設置費を負担している。
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(4)移動支援事業〔障害者総合支援法第77条第1項第8号〕

①障害者等移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある方について、ガイドヘルパーの派遣を行う 「障害者等移動支

援事業」等を実施し、外出のための支援を行う。

②障害者福祉バス運行事業（昭和57.発足）

障害のある方の社会参加促進および障害のある方を構成員とする団体等の活動の育成を図る

ため、 リフト付バスを運行する。

利用できる日原則として毎日運行（ただし、年末年始等は運休する｡）

その他 利用できるのは概ね15人以上の団体

利用定員は32席（普通座席28席、車椅子固定席4席）

運行は北陸3県で日帰りできる範囲
、〆

(5)地域活動支援センター事業 〔障害者総合支援法第77条第1項第9号〕

障害のある方が通い､創作的活動または生産活動の提供､社会との交流の促進等の便宜を図る。

(6)障害者居宅サービス 〔障害者総合支援法第77条第3項〕

①福祉ホーム事業

地域で自立した生活を希望する障害のある方が安心して生活出来る居所の確保を図る。

i ) 名 称福祉ホーム「あおぞら」

定 員 5名

ii) 名 称福祉ホーム「たんぽぽ」

定 員 10名

②障害者等日中一時支援事業

身体に障害のある方、知的障害のある方、精神に障害のある方及び障害のある児童を対象に日

中の一時預かりを実施する。

司戸

(7)生活支援・社会生活促進事業〔障害者総合支援法第77条第3項〕

①障害者交流活動推進

障害のある方々がお互いに交流を図り、また広く市民との交流を図るとともに、市民の障害の

ある方々に対する理解をより一層深めることを目的とする。

i)障害のあるひとの作品展（昭和62.発足）

障害のある方の製作した作品を展示し、広く市民に紹介することにより障害のある方への理

解を深めてもらう。

開催日程 福祉のつどい‘14金沢と合同で開催
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ii)障害者ふれあいコンサート （平成2.発足）

障害のある方と市民との交流の場をより一層広めるため、地元障害者団体の演奏・合唱を予

定している。

開催日程 福祉のつどい‘14金沢と合同で開催

m)ほほえみスポーツフェスタ金沢（平成4.発足）

障害のある方と市民との交流を図るとともに、市民の障害のある方に対する理解を一層深め

ることを目的とし、レクリエーション、軽スポーツ等を行う。

開催日程 10月26日 （日）

開催場所 金沢市総合体育館

iv)ふれあい運動会（昭和62.発足）

知的障害のある方や児童とその家族、金沢中央ライオンズクラブ会員教師、施設職員等が

参加し、軽スポーツやレクリエーションを行う。

開催日程 11月9日 （日）

開催場所 鳴和台市民体育館

②障害者生活訓練事業

各障害部位ごとに日常生活において必要とされる訓練を行うことで、自立と社会参加を促進し、

生きがいのある社会生活を営めるよう支援する。

i )視覚障害者歩行訓練士派遣事業（平成11.発足）

委託先 ~ （社福）石川県視覚障害者協会

n)盲ろう者等生活訓練事業（平成13.発足）

委託先 石川盲ろう者友の会

通）重度視覚障害者生活訓練事業（平成14.発足）

委託先 金沢市視覚障害者協会 ~

iv)聴覚障害者生活訓練事業（平成14.発足） ※中途失聴者生活訓練事業を含む

委託先 金沢市聴力障害者福祉協会

③手話通訳者等養成講座開催事業

i)手話奉仕員養成（昭和58.発足）

聴覚に障害のある方等の福祉に理解と熱意を有する方に、手話等の指導を行うことにより手

話通訳者を養成し、聴覚に障害のある方等の福祉の増進を図る。

対象者 市内に居住、勤務または通学する18歳以上の方

~ 場 所 金沢市松ヶ枝福祉館

委託先 金沢市聴力障害者福祉協会

n)要約筆記奉仕員養成（手書き平成5.発足、パソコン基礎平成17.発足）

聴覚に障害のある方等の福祉に理解と熱意を有する方に対し、要約等の指導を行うことによ

り、要約筆記者を養成し、聴覚に障害のある方等の福祉の増進を図る。

対象者 市内に居住、勤務または通学する18歳以上の方

場 所 金沢市松ヶ枝福祉館

委託先 金沢市聴力障害者福祉協会

ー

ー
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m)要約筆記指導者養成（パソコン・手書き平成4.発足）

聴覚に障害のある方の福祉向上に熱意をもつ方に、要約筆記指導者としての技術を身につけ

~てもらい、各種講習会の講師等、また、派遣活動を通じて、これら障害のある方の福祉の増進

を図る。

対象者 要約筆記の技術・知識に堪能で指導者を希望する方

場 所 金沢市松ヶ枝福祉館

委託先 金沢市聴力障害者福祉協会

④重度障害者スポーツ教室開催事業（平成9.発足）

視覚障害のある方・下肢・脊髄損傷の方のスポーツ振興と積極的参加を図る。

カローリング（年5回） 場所：駅西むつみ体育館

‘ ボッチャ（年5回） 場所：駅西むつみ体育館

サウンドテーブルテニス（年9回） 場所：駅西むつみ体育館、県立盲学校

委託先 金沢市身体障害者団体連合会

⑤身体障害者自動車改造助成事業（昭和55.発足）

身体に重度の障害のある方が就労等に伴い、自ら所有・運転する自動車の操向装置及び駆動装

置等を改造する必要がある場合、その経費の一部を助成することにより、社会参加促進を図る。

対象者 本市に居住し、 1級、 2級及び3級の上肢、下肢または体幹機能障害のある

方で、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

助成対象となる改造 操向装置及び駆動装置等

（アクセル、ブレーキ、ハンドル、ウインカー等）

助成限度額 100,000円

⑥障害者自動車運転免許取得費助成事業（平成10.発足）

障害のある方が、就労等に伴い自動車運転免許を取得する際に、取得に要する経費の一部を助

成することにより、社会参加の促進を図る。

対象者 本市に居住する障害のある方で免許取得により就労が見込まれる等、社会参

加の促進に効果があると認められる方で、特別障害者手当の所得制限限度額

を超えない方（下肢障害、体幹障害の方は1～3級、その他の障害で1級及

び2級の方は所得制限なし｡）

ただし、過去において本事業の助成を受けていない方

免許取得後6ヵ月以内に申請

助成限度額 取得費の2／3以内(限度額100,000円）

、P

ご〆

(8)地域生活支援サービス利用者負担特別緩和事業（平成18. 10発足）

障害のある方が、地域で安心して暮らすことができるよう移動支援事業等1割負担を伴う利用

者負担を緩和する。

対象者 重度障害の方及び市民税非課税世帯の方 全額免除

その他の方 負担上限月額を自立支援給付と同額又は1／2に軽減
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(9)地域生活支援サービス毎の利用者数等

平成26年3月利用分

支給決定人数

940人

581人

710人

’ 2,231人

種 類

動 支

動支援セ

ー 時

合 計

援

ンター

支 援

移

地域活

日 中

~

重度障害者施策

(1)特別障害者手当（昭和61.発足） 〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2〕

在宅(入院3ケ月を越えた場合は除く）の重度の障害のある方に対する所得保障の一環として、

障害のある方の自立生活の基盤を確立するため、その重度の障害ゆえに生ずる特別な負担の一助

として手当を支給する。

対象者は20歳以上でおおむね重複の障害のある方。特別児童扶養手当等の支給に関する法律施

行令に制定された障害程度に該当することが要件となっている。

支給額 月額26,000円

受給者数 285人（平成26年4月1日現在）

6

ー

(2)障害児福祉手当（昭和61.発足） 〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条〕

在宅の重度の障害のある児童に対する福祉の措置の一環として、その重度の障害ゆえに生ずる

特別な負担の一助として手当を支給する。

対象は20歳未満で身障手帳1級または2級（一部）所持者、療育手帳(Aの一部）所持者、ま

たはこれらに準ずる者であって、いずれも特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に制定

された障害程度に該当することが要件となっている。

支給額 月額14,140円

受給者数 205人（平成26年4月1日現在）
…

(3)特別児童扶養手当（昭和39.発足） 〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条〕

精神または身体に障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とするかあるいは一人

で生活できない状態にある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給する。

対象は在宅の20歳未満の児童で、おおよその目安として身体障害者手帳1～3級、4級の一部

または療育手帳A、Bの一部の方。

支給額 1級月額49,900円 2級月額33,230円

受給者数 671人（平成26年4月1日現在）

(4)緊急通報装置設置事業（平成5.発足）

在宅の重度の障害のある方を抱える要援護世帯に緊急通報装置（ペンダント式）を設置し、世

帯の不安等を解消する。 （65歳未満の健常者を含む世帯は除く｡）
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(5)人工内耳体外器購入助成事業（平成23.発足）

人工内耳を装用している聴覚に障害のある方の音声信号処理装置（体外器）の購入を助成。

対象者 下記の①から⑤のすべてに該当する方

①金沢市在住で聴覚の身体障害者手帳を所持した人工内耳装用者

②現在装用している体外器が5年を経過している方

③更新する人工内耳体外器が医療保険の適用を受けない方

④世帯の市民税所得割額が46万円未満の方

※18歳以上の方は本人とその配偶者

※18歳未満の方は保護者及びその他世帯の構成員

⑤市税を完納している方（18歳未満は保護者）

(6)難聴児補聴器購入費助成事業（平成25､発足）

身体障害者手帳の取得要件に満たない中軽度難聴児に対して言語取得及び教育上の必要性か

ら補聴器の購入費の一部を助成。

対象者 下記の①から⑤のすべてに該当する方

①金沢市内に在住している18歳未満の方

②両耳の聴力が原則として30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の

交付対象とならない方

③補聴器の装用により言語取得等一定以上の効果が期待できると医師が判

断する方~

④世帯の市民税所得割額が16万円未満の方

※世帯：保護者及びその他の世帯構成員

⑤市税を完納している方

ー

(7)ねたきり重度障害者紙おむつ支給事業（昭和57.発足）

在宅の寝たきりで重度の障害のある方に対し、紙おむつを支給することにより衛生を保つとと

もに、介護にあたる家族の経済的負担の軽減を図る。 （ただし、所得制限あり｡）

給付枚数 1日当りパンツ型1～2枚、尿とりパット 2～4枚

平 型3～5枚~

(8)ねたきり重度障害者寝具乾燥消毒事業（昭和61~発足）

日頃使用している寝具の洗濯ならびに乾燥加工を行うことにより、清潔な環境を保ち快適な療

養生活を送ってもらうことを目的とする。

対象者 日常生活において常時介護を要する在宅の寝たきりで身体に重度の障害の

ある方（下肢、または体幹1 ．2級）で65歳未満の方

対象寝具 掛布団・敷布団・毛布

実施方法 乾燥消毒（汚れ落しを含む） 年9回

水洗い 年3回

ー
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(9)ねたきり重度障害者理髪サービス事業（平成5.発足）

在宅の寝たきりで重度の障害のある方に対し、保健衛生の向上や気分転換の促進を図るため、

理（美）容業者による出張理髪サービスを提供する。

対象者 65歳未満の在宅寝たきりで重度の障害のある方(下肢、または体幹障害1 ．

2級）

利用回数 年2回（自己負担なし）

(10）外国人障害者福祉手当（平成8.発足）

国民年金制度の改正（昭和57年1月1日）前に20歳に達していた在日外国人障害者で、障害

基礎年金等を受給できない方に手当を支給し福祉の増進を図る。

対象者要件 ・昭和37年1月1日以前に出生している方

・昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳1，2級または療育手帳Aを所持

している方

・昭和57年1月1日以前に外国人登録をし、申請日現在市内に引き続き1年

以上外国人登録または住民登録がある方

（ただし、すべての要件を備え、公的年金を受けていない方）

支給金額 月額20,000円（年3回払い）

所得制度 障害基礎年金の所得制限と同じ

(11）障害児通園施設「ひまわり教室」運営事業委託（昭和53.発足） 〔金沢市障害児通園施設条例〕

身体に障害のある児童又は知的障害のある児童に対じ、日常生活における基本的動作の指導、

集団生活への適応の訓練を行い、その育成を助長するために開設。

所在地 金沢市十一屋町4番34号

定 貝 20名 社会福祉法人むつみ会に業務委託（指定管理）

通園児数年次推移（平成26年3月31日現在）

ー‘

市 外年度 ’ 市 内 計 ｰ

人 人 人~５
－
７
－
８
’
９
－
７
｜
、

加
一
皿
一
躯
一
銅
一
型
一
妬

咽
一
ｕ
－
ｕ
ｌ
ｕ
一
過
一
狸

昭
一
肥
一
岨

配
一
加
一
型

社会参加・健全育成施策

(1)障害者施設通所運賃助成（昭和52発足）

障害者施設へ通所している者に対し、通所に要する運賃の一部を助成する。

対象施設若草福祉作業所、やちぐさ作業所、彦三のぞみ苑、あけぼの作業所、

泉の家、鳴和の里、ワークシヨップひなげし、クオレ、グローブル、

はばたき、セルプあさがお

7
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※平成19年7月から身体に障害のある方及び精神に障害のある方の施設を

新たに対象に加える。

(2)福祉タクシー利用助成事業（昭和54.発足）

バス等を利用することが困難な重度の障害のある方に外出の機会を提供し、社会参加を促進す

るために、福祉タクシー利用料金の一部を助成するもの。

対象者 下肢障害の1 ．2級の方、体幹、視覚障害の1～3級の方、内部障害1級の

方、療育手ilEAの方、精神障害者保健福祉手帳1 ･2級の方。ただし、施設

入所中の方、市民税所得割が16万円以上課税されている方および自ら自動車

を運転する方は除く。

※平成22年度より肝臓機能障害1級を対象に加える。

助成方法身体障害者手帳､療育手帳をお持ちの方は36枚綴り、精神障害者保健福祉手

帳をお持ちの方は24枚綴りのチケットを1人あたり年間1冊交付

小型車の初乗り運賃相当額を助成

（なお、年度の中途に初めて申請される場合は、月割した枚数を交付）

(3)身体障害者介助用自動車改造助成事業（平成9.発足）

車椅子を使用する障害のある方の外出を容易にするための自動車改造に要する経費を助成す

ることにより、障害のある方の社会参加促進と介助者の負担軽減を図る。

対象者 車椅子使用の障害のある方のために自動車改造の必要があり、特別障害者手

当の所得制限限度額を超えない方

障害のある方身体障害者手帳を所持する方

在宅で生活しており、車椅子を使用しないと移動が困難な方

助成対象となる改造

車椅子に乗って安全に乗降でき、かつ、車椅子を固定できる設備の改造また

は回転ン－卜を設ける改造。同様の設備が設けられている自動車の購入も助

成対象とする。

助成額 改造に要する経費の1/2．ただし以下の表の額を限度とする。

ー

画〆

限度額

62,000円

100,000円

250,000円

事 業 分の 区

喋置がな咽転ｼｰﾄ |襄麗鱒:隙：
電動装置がある回転シート （上下作動装置付）

電動装置がない回転シート回転シート付き車両への

改造又は当該車両の購入
グ

リフト付き車両への改造又は当該車両の購入
300,000円

超低床車両への改造又は当該車両の購入

(4)金沢メルシーキヤブサービス事業（平成9.発足）

車いすを利用している市民の外出および社会参加を支援し、市民相互の連帯と共感に基づく市

民参加による福祉のまちづくりを推進することを目的とする。

場 所 金沢市松ヶ枝福祉館
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車両台数

利用対象

運用範囲

3台

日常的な車いす使用者で移送サービスが必要と考えられる方

金沢市内、津幡町、内灘町、野々市市、白山市の一部（旧松任市、旧鶴来町

の区域）及び小松空港（小松空港からの乗車は不可）

午前8時～午後9時（年末年始のぞく）運行時間

(5)心身障害者社会参加促進事業（昭和56.発足）

在宅の心身に障害のある方に対して適切な指導のもとに軽作業になじむ機会を提供し、働くこ

とによる生きがいと社会への順応性を促進させる。

実施場所 市役所各課

内 容 納入通知書の封筒づめ等

(6)重度身体障害者医療補助具支給事業（平成8.発足）

重度の身体障害のある方に対し医療補助具（集尿袋、紙オムツ、オムツカッパ等）を給付する

ことにより日常生活の便宜を図り在宅福祉の増進を図る。

委託先 石川県脊髄損傷者協会金沢支部

…

(7)心身障害児水泳療育訓練事業（昭和53.発足）

水泳を通じて、機能回復を図るとともに心理的効果と障害の軽減、情緒の安定を図る。

対象者 18歳未満の肢体不自由児、知的障害のある児童

実施場所 市営西部市民体育会館温水プール（肢体不自由児）

市営総合プール（温水） （知的障害のある児童）

実施時期 4月～3月（毎月1～2回）

委託先 石川県肢体不自由児協会（肢体不自由児）

金沢手をつなぐ親の会（知的障害のある児童）

ー

(8)障害者温泉療養事業（平成15.発足）

障害のある方の温泉療養に対して助成を行うことにより、障害のある方の身体的・精神的健康

の増進と社会参加の促進を図る。

対象者在宅の身体に障害のある方、知的障害のある方、精神に障害のある方および

介護者（重度）

利用場所 かんぽの郷ほか、県内26施設

助成額 1,000円(1回あたり）

(9)障害者グループ活動育成事業（平成2.発足）

障害のある方の社会参加を促進し、その福祉の向上を図るため、障害者の文化・芸術・スポー

ツ等のグループ活動を行っている団体に対し、その活動費の一部を助成する。

対 象 市内の障害者グループで、文化･スポーツ活動を行っている10名以上のグル

ープ
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経 費

助成額

活動に必要な経費

1グループ事業費の1/2（限度額9万円)、 5年間を限度

(10）障害者録音図書貸出事業（平成元.発足）

石川県視覚障害者情報文化センター内に録音図書のコーナーを設け、読書が困難な視覚に障害

のある方への情報提供と教養文化活動の促進を図る。

貸出図書 録音図書（雑誌及び一般図書）

貸出形体 カセット及びCD版(CD版は専用機が必要）

貸出方法等 金沢市視覚障害者協会へ申込み

貸出期間 雑誌1週間、図書2週間

(11）親子療育のつどい（昭和52.発足）

親子で集団活動を行うことにより社会生活のマナーの学習とレクリエーション活動により体

力増進、精神発達の促進を図る。

開催日程 実施時期7月25日（金） ・26日(土）

場 所 長野・群馬県

、ジ

(12）障害児国内派遣研修（昭和57.発足）

「金沢少年の翼」鹿児島派遣研修へ障害のある児童及びその介護人を派遣する。

その他の施策

(1)視覚障害者ワードプロセッサー共同利用（平成3.発足）

視覚に障害のある方も文章（点字も可）作成できるワードプロセッサーを設置し、在宅の視覚

に障害のある方の日常生活の便宜を図る。

設置台数 1台

設置場所 金沢市芳斉1丁目15-26金沢市視覚障害者協会

8

ｰ

(2)障害者就労支度援護事業（昭和49.発足） 〔金沢市援護規則第3条〕

職業訓練施設（特別支援学校を含む｡）を修了して新たに就労する心身に障害のある方に就職

支度経費の一部を支給し、その自立の助長を図る。

支給額 20,000円

(3)心身障害者扶養共済制度（昭和45.発足） 〔石川県心身障害者扶養共済制度条例〕

心身に障害のある方の保護者が、月々掛金をして保護者に万一の事があった場合に心身に障害

のある方に終身年金を支給し、その生活の安定と福祉の向上を図る。

(4)心身障害者扶養共済制度加入助成事業（昭和45.発足） 〔金沢市援護規則第3条〕

扶養共済制度に加入している心身に障害のある方の保護者に対し、2口目の掛金の一部を助成

し掛金の負担の軽減を図る。

1
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(5)聴覚障害者窓口相談業務事業（平成2.発足）

聴覚に障害のある方の行政に関する相談の処理および窓口サービス確保のため、手話通訳ので

きる嘱託相談員を配置し、聴覚に障害のある方の福祉向上を図る。

相談時間 午前9時～午後4時まで

窓 ロ 金沢市役所福祉と健康の総合窓口

(6)障害者継続雇用奨励金交付事業（昭和50.発足）

公共職業安定所を通じて就労している障害のある方を、国の助成金の支給期間が満了となった

後も引き続いて、雇用している事業主に対し継続雇用奨励金を支給し、障害のある方の自立を助

長し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

交付対象期間 2年間（国の特定求職者雇用開発助成金支給期間満了後）

交付月額 国の助成金支給期間に応じて、24,000円(重度）または22,000円（軽度）

を限度として支給 ｰ

(7)障害者高齢者体育館「駅西むつみ体育館」 〔金沢市障害者高齢者体育館条例〕

障害のある方および高齢者がスポーツ、レクリエーション等を通じて健康の保持・増進を図れ

るよう、気軽に安心して利用できる施設として建設された。

昭和57年6月27日

金沢市駅西本町2丁目3－27（電話221-9065）

鉄筋コンクリート （一部鉄骨）造平屋建

敷地2,958㎡ 延床1,824㎡

体育室、多目的室、機能回復訓練室、ボウリング室、事務室

駐車台数約35台

午前10時～午後9時

（日曜日・祝日は午前9時～午後7時）

毎週水曜日 （休日に当たる日を除く）、休日の翌日、年末年始

開館年月日

所在地

建 物

面 積

駐車場

開館時間

ー

休館日
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第11福祉指導監査課

社会福祉法人に対する指導監査

~適正な法人運営を確保する見地から、経営面、法人運営全般にわたって指導監査する。

1

（1）指導監査の内容

①理事等の選任手続きの状況、理事の業務執行状況、理事会、評議員会の運営状況

②定款及び各種規程の整備状況

③事業の執行状況（公益事業、収益事業を含む。以下同じ）

④資産管理状況

⑤業務及び財務に関する情報公開の状況

⑥会計管理体制、契約手続きの状況

（2）指導監査の方法

①一般指導監査（実地方式）

原則として、 2年に1回実施する。ただし前年度の指導監査の結果により、改善状

況の確認の必要がある場合は、翌年度も引き続き実施する。

新設の法人に対しては、設立年度のうち又は次年度の早期に、 1回実施する。

なお、問題が発生した場合又はそのおそれがある場合は、随時実施する。

②特別指導監査（実地方式）

重大な問題がある場合、改善が図られるまで重点的かつ継続的に実施する。

ー

（3）平成25年度実施状況

①一般指導監査 58法人。なお随時に実施したものは、なし

②特別指導監査 なし

（4）平成26年度一般指導監査実施予定 約60法人

2社会福祉施設に対する指導監査

適正な施設運営を確保する見地から、処遇、経営、施設管理等、全般にわたって指導監査する。

ー

（1）指導監査の内容

①施設の各種規程の整備状況

②安全対策の状況

③職員の処遇状況

④利用者（入所者）の処遇状況

⑤施設の会計管理体制、契約手続きの状況

⑥その他運営の状況一般

（2）指導監査の方法

①一般指導監査（実地方式）

a児童福祉施設毎年度1回実施する。

bその他の施設原則として、 2年に1回実施する。ただし前年度の指導監査の

結果により、改善状況の確認の必要がある場合は、翌年度も引き続き実施する。

c新設の施設 開設年度のうち又は次年度の早期に、 1回実施する。
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なお、問題が発生した場合又はそのおそれがある場合は、随時実施する。

②特別指導監査（実地方式）

重大な問題がある場合、改善が図られるまで重点的かつ継続的に実施する。

（3）平成25年度実施状況

①一般指導監査 174施設。なお随時に実施したものは、なし

②特別指導監査 なし

（4）平成26年度一般指導監査実施予定 約180施設

介護保険施設等に対する指導及び監査、業務管理体制の整備状況の確認検査

介護保険施設等について、介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため指導及び監

査を実施する。

介護保険施設等の業務管理体制の適正な整備と運用が確保されるよう、確認検査を実施する。

3

ー
（1）指導及び監査の方法、対象の選定、内容等 ~

①集団指導

・講習会の形で、必要に応じて実施する。

~ （内容) a介護保険制度に関する情報を提供

b報酬請求に係る過誤、不正防止の周知徹底

②実地指導

・新規開設施設等については、最優先に実地指導の対象とする。

・既設施設等については、年次計画に基づき、計画的に対象とする。

~(内容) a運営指導（高齢者虐待防止、身体拘束禁止等）

b報酬請求指導

③監査

・通報・苦情・相談等により、サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正

又は著しく不当な事実が疑われる場合に実施する。

（2）業務管理体制検査の整備状況の確認検査の方法、内容等

．概ね6年に1回、一般検査を実施し法令遵守責任者の選任状況等を確認する。

・指定等の取消し等の処分に相当する事案が発生した場合、事業者の組織的関与の有無

を検証するため、特別検査を実施する。

ー

（3）平成25年度実施状況

①集団指導

~②実地指導

③監 査

713施設等

135施設等

(実地）なし

（4）平成26年度実施予定

①集団指導

②実地指導

対象を秋以降に決定

150施設等

4福祉事務所等に対する指導監査

社会福祉法その他の福祉関係法令の施行に関して、適正な事務を確保する見地から、福祉事務所
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等の指導購杳を実施する。 （年1回）

5各課が実施する指導監督への協力

各課が実施する所管事業の指導監督に関して､各課から要請があった場合､指導監督に同行する。

（1）基準該当介護保険事業所（介護保険課）

（2）生活困窮者無料低額診療事業（生活支援課）

ー

ー
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第12保健局

I 保健衛生

母子保腱

ア概 要

母子保健においては、核家族化の進展に伴う家庭の孤立化、家庭や地域における子育て機能の

低下等の社会情勢に対応した事業の展開が求められており、健診､健康教育に加え､多胎､若年、

育児不安､産後うつ等により支援が必要な妊産婦に対し心理的なサポートや育児支援のためのき

め細やかな家庭訪問を行っている。さらに、平成19年度から「元気に育て1赤ちゃん訪問事業」

として全出生世帯に保健師、助産師が家庭訪問を行っている。乳幼児に対しては、保護者への育

児支援や事故防止の啓発及び子どもの虐待の予防等に重点的に取り組んでいる。平成25年度から

は、生後間もない時期の育児不安などで継続的な支援を望む母親に対し、母親の孤立感や育児不

安の軽減を図るため、子育てルーム「めばえ」を駅西福祉健康センター内に開設した。また、父

親の育児参加の一助としての日曜子育て教室、父と子のふれあい教室、近年増加している未熟

児・多胎児の支援のための教室開催や多岐にわたる育児上の悩みに対応する子育てホットライン

の開設等、福祉健康センターを中心に柔軟に対応している。

イ平成25年度母性保健活動実績

妊産婦健康診査（医療機関委託） ”

1

両ロ

受診者数
(転入者含む）

対象者数 備 考受診率区 分

4,033人

3，779

3，861

3，866

3，783

3，816

3，717

3，821

3，542

3，526

3，327

3，079

2，526

1，652

3，641

93.7％

87．8

89．7

89．8

87．9

88．7

86．4

昭和48年度から実施
88．8

82．3

81．9

77．3

71．5

58．7

38．4

90．2 昭和49年度から実施

昭和48年度から実施

眺
一
川
川
蠅
邨
一
仰
邨
川
邨
一
睡
一
畔
一
睡
》
唾

、〆

4,304人
※H25

母子手帳

交付者数

(転入者含まず）

妊婦

産婦 4，037

平成19年7月より妊婦健診の回数を2回から5回に拡大

平成21年4月より妊婦健診の回数を5回から14回に拡大

注1）

注2）
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注3） 医療機関委託の妊産婦・乳幼児健康診査受診票は「母子保健のしおり」にとじこみ。

ウ平成25年度乳幼児保健活動実績

（ｱ）乳幼児健康診査~

対象者数

4，093人

4，039

備 考実施機関 受診者数

3,636人

3，656

受診率

88.8％

区 分

1か月

6か月

児
一
児

医療機関

（委託）
昭和48年度から実施

90．5
乳児

昭和55年4月から実施

（健診は個人通知）

福祉健康

センター
3か月児 4,039 3，991 98.8

実施機関｜対象者数｜受診者数 備 考受診率

82.5％

区 分

1 歳児 4,311 3,557医療機関

（委託）
昭和48年度から実施

ｰ

2 歳 ・児 4,096 2,556 62.4

昭和53年1月から実施

（健診は個人通知）
幼児 1歳6か月児 4,096 3,968 96.9

福祉健康
センター 昭和36年から実施

（健診は個人通知）
3 歳児 3,965 96.53,826

(ｲ）歯科健康診査

分 ｜実施機関 ｜対象者数｜受診者数｜受診率’ 備 ~考く

1歳6か月児｜福祉健康’ 4,096人’ 3,955人’ 96~6％|昭和53年1月から実施

区 分

福祉健康

センター
幼児

昭和36年から実施3 歳児 3,965 3,820 96．3

(ｴ）健康教育
（福祉健康センター実施）

(ｳ）健康相談
(福ﾈIL健康センター･保健所実施）

…

(#)B型肝炎母子感染防止事業

HBs抗原検査

抗原陰性者数

4,286人

抗原陽性者数

9人

受診者数

4,295人

区分

25年度

12－2

区分

幼児精神発達相談

整形外科相談

遺 伝 相 ~ 談

ダウン症児発達相談

子育てホットライン

子どもの歯の健康づくり相談

乳幼児健康相談

相談者数

81人

77

15

84

1，085

461‘

502

区分

育 児 教 室

未 熟 児 教室

多 胎 児 教室

父と子のふれあい教室

しっかり食べよう教室

日曜子育て教室

参加組数

811組

27

41

121

339

485



＊医療機関委託（妊婦健診に併せて実施）

エ妊産婦・乳幼児保健医療連携システム（安心出産育児支援ネットワーク事業）等による支援

平成15年7月より医療機関連携による早期支援､平成17年6月から開業助産師による乳房

ケア等（すくすく母乳育児支援事業）により、多胎や若年、産後うつ、未熟児などのハイリス

ク者に対し、育児不安や育児困難の解消、乳幼児に対する虐待予防を図っている。また、連絡

会等の開催により関係機関との連携強化を図っている。

（平成25年度実績）

保健医療連携支援件数 支援ネットワーク会議すぐすぐ母乳育児支援件数

、〆

オ乳児家庭全戸訪問事業

生後3か月までの間に、全出生世帯に保健師、助産師が家庭訪問し、一般的な育児相談や育

児不安、産後うつ等の母の健康相談に応じる。 （平成19年4月より実施）

（平成25年度実績）

力子育てルーム「めばえ」による育児支援

駅西福祉健康センター内に子育てルーム「めばえ」を開設し、生後間もない時期（概ね3ヶ

月まで）の育児不安や育児困難感などで継続的な支援を望む母親に対し、安心して過ごせる場

所を提供し、助産師等が専門的な支援を行っていくことで、母親の孤立感や育児不安の軽減を

図っていく。 （平成25年6月より実施）

ー

(平成25年度実績）
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実件数

延べ件数

64件

74件

妊産婦

乳児

計

250件

113件

363件

開催回数 3回

区 分

元気に育て1赤ちやん訪問事業

訪問件数

4,093件

開催回数

実人数

延人数

37回

41人

380人



2健康増進

ア．概 要

メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法

律に基づき、各医療保険者が40歳～74歳の被保険者及び被扶養者に対し実施している。

特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病の発症のリスクがある方に対し、特定保健指

導として生活習慣改善のための動機づけ支援、積極的支援を行う。

また、がんの早期発見・早期治療につなげるためのがん検診等については、健康増進法

に基づき市が実施している。

平成21年度から国事業として始まった「がん検診推進事業」は、女性がん（子宮頸が

ん・乳がん）検診について、開始から5年経過し、対象年齢が一巡したことから、平成26

年度から「働く女性支援のがん検診推進事業」として、子宮頸がん検診は20歳、乳がん

検診は40歳の新規対象者及び平成21年度から平成24年度の間にクーポン対象者（子宮

頸がん検診22～40歳､乳がん検診42～60歳）で金沢市が実施した検診の未受診者に対し

再勧奨として無料クーポン券を配布し受診を促す。また、大腸がん検診については、従来

どおり40～60歳まで5歳ごとの方に受診勧奨を行う。

また、健康診査のほか、市民の健康づくりを推進していくため、様々な健康教育や健康

相談などの取り組みを行っている。

ー

イ．健康診査

(ｱ）すこやか検診（医療機関委託の健康診査）

検診に要する費用（円）

委託料受診料金

900

9，660
0

4，020
0

6，160

2，780
400

4，920

9,660

0

400

対象年齢(歳） 検診区分

40～74の国保加入者

75以上
特定健康診査

特定健康診査と同時実施

単独実施

特定健康診査と同時実施

肝炎ウイルス検査 ｰ
40,45,50,55,60

0

前立腺がん検診

（男性のみ）

55,57,59,61,63,65,67,69,

71,73,75 単独実施

胸部X線検査

胸部X線検査

喀疲検査

8005，100
一一一■■■ー■－－…凶■■■ー副■■、●■■■●BP■凶●■●酬咀■■脚Ubm動旬脚■……雨脚｡■■■師■幽酎■p…Q

肺がん検診40,45,50,55～74
1,3009,090

■ﾛ■■■■■一一ご■

画卸●“O脚●凶I ■■噂■面p脚●師■帥b軸①牌句艸●純●“●■●脚｡■■毎面■■函■一両……ー丙…や…｡~“一一…ｰ一ーー甲

ヘリカルCT検査 12，970 1,500
一一■■■唖”師一■一■……一一……………吟テ脚一一■一■

肺がん検診 ヘリカルCT検査

喀疲検査

55，60，65
16，960 2,000ﾛ

胃X線検査

内視鏡検査
12,630 1,50040,45,50,55～70

胃がん検診
－－

75 ペプシノゲン検査 1,440 0
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検診に要する費用（円）

委託料受診料金

4，590 400

6，080 800

7，630 1，100

400
一

800

7,630

対象年齢(歳） 検診区分

大腸がん検診40,45,50,55～69

40～60の前年度未受診者 乳がん検診

液状細胞検査

液状細胞検査

ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ検査

胸部X線検査

20～60の前年度未受診者 子宮頸がん検診
11,330 1,100

結核検診75以上

35～55,60,65,70

40,45,50,55,60,65,70

1,760
-

2,980

０
－
如
一
皿
一
皿
↓
皿

歯科検診

骨粗しよう症検診 3,290
■ー…■■■串…尚…Q‐‐■■■■■■■■■………■師

緑内障検診 3,09050，55，60
ーｰ､■■■■■■■●■■…■面■＝■画■一■－－…■一■■■■一一~~~~~~~~~~~■■■＝…師q■■●軍■■■■園●凶■閏……●…､師｡bー●■■■■ ‐■ﾛ■■…

65～74前年度未受診者 聴力検診 3，240
，■■bQd■師師●…軸■卸南b卸圭

1,020
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉい忘れ健康診査'三篭

０
－
０

76
、プ

2,570

(ｲ)集団検診

検診に要する費用（円）

委託料受診料金

700

8，150
0

7，200 700

2，533
0

2，829

2，777
400

3，291

8，150

0

400

対象年齢（歳） 検診区分
ﾛ

40～74国保加入者

75～

18～39

特定健康診査

若年者健康診査

肝炎ｳｲﾙｽ検査薑麓診査と同時実施
前立腺がん検診 特定健康診査と同時実施

（男性のみ） 単独実施

40，45，50，55，60

55～
ー

間●面■函圃■歯■園■画■凶●H■…■凶■■Q■■■●■■凶■師■…｡＝■■■閏■…ー■輻■ー■園■両一■園■……■■■■■面■…■、■”………■■■間■……■■■■■…■■戸■函■ー■脚■両…唖師■■■■両。呵り両●脚5脚●碗①｡師■卸■師■間■卿○脚や…●函■…嚇旬n－UemU■脚●脚。P同串…p周町周勺■…間■…■｡ー鹿……－－■ーｰ■ﾛ■■ﾛ■ー■

胸部X線間接撮影検査

喀疾細胞診検査

Ⅷ
一
州
一
伽
一
Ⅷ

100

肺がん検診

■■■両■●■■…■－Q■●閏■…師■■帥…~軸■■■～■ー■1

胃がん検診

40～

300

500
－ーー1

300

ｊ

ｊ

回

回

１

１

０

こ

こ

５

リ

岬

Ｉ

Ｉ

ｈ

ｌ

，

年

年

妬，

２

２

０

く

ｆ

、

４，

一

一

一

一

期

０

０

０

０

０

４

４

２

４

３

大腸がん検診
章■一一一一

子宮頸がん検診（女性のみ） 4,592

5,616

2,262

600

800

300

乳がん検診 （女性のみ）

骨粗しよう症検診（女性のみ）

※受診料金が免除される方は、70歳以上の方、65～69歳で障害者医療費助成対象の方、障害者医療費受給者証を

お持ちの方、生活保護の適用を受けている方、市民税非課税世帯に属する方（窓口で申し出が必要）
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ウ平成25年度検診実績

（ｱ）特定健康診査（国保）見込 ・医療機関の受診者には訪問健康診査受診者を含む。

受診率対象者 受診者検診機関

■

％人人医療機関（個別）

受託機関（集団） 35．725,71172,091

(ｲ）肝炎ウイルス検査

B型肝炎ウイルス検査C型肝炎ウイルス検査

柑柚受I珍
者

納検受鯵
者

受診率 要輔検者 がん発見数検診機関 対象者 受診者要精検者 がん兜見数対象者 受診者 受診率検診難関

％

11．1

人

魂

人

加

人

０

人

30,769

人

3421

％

11.1

人

４

人

４

人

０

人

30,769

人

3,421

医旅槻閲
、

‘0．楠･鋤’
55.60賎！

一

医擁槻関

］
40.415･50.

55.60趣 （（
受託機関

へ

‘'露」

受舵機閲

40045●釦。

55.60蝋 （（ ］ 8 0 00 0 6340634
ー

合計 40 20 00 4,0554 4合Rl 4,055
~~

(工)肺がん検診(ｳ）前立腺がん検診

椚検受診

考
輪検受診
考

盤梢柚謂 がん兜見数検診概関 対象者 受診者 受診串受診率 要猯検渚 がん発見数対象渚 受診渚検診槻間

％

26．0

人

286

人

257

人

郡

医縦概関

::淵1
三

人

104.516

人

27,167

％

24.4

人

778

人

535

人

鯛

人

5,105

優縦槻関

1
65～75”

苛数年齢

人

20,959 ［（
／

受祇機l卿
．、

40漁～｜
」

受詑機側
、
1

55飯～｜
ノ（ I 4,320 102 77 163 7694 117

~

388 334 2792 合引 31,487895 5985,799合冊
~

(力)大腸がん検診(ｵ） 胃がん検診

ー
椚検受診

者
楴検受鯵
審

婁梢検者 がん発見数がん発見敵 検診機関 対象者 受診者 受診率受診率 喪輔検者対象者 受診者械診槻閲

人

910

人

692

人

諏

人

72,761

人

14,184

％

19.5

％

18．5

人

1,222

人

1,057

人

釧

人

85,174

人

15,719

医撫槻関

40.46.斑1
55～69歳1

J

医撫撒関

40．45.釦

硫-70厳 ］（ ’
受舵機閥

40歳～

ペプシノゲン

検交のみ
［75歳］ （

、
１
８
１
ノ

362 284 71,159 33.93,423
2,580 185 135 0~

受純槻関

40鋤～

働く世代の
大I9がん検診
椛巡甑業｛ ） 3,019 165 126 8137 3 29,719 10．22,319 173

95319,783 1,260 451,757 1,478 41 合計19,197合計
~

[※働く世代の大腸がん検診推進惑業対象:40.45.50.55.60服］
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(ｸ)子宮頸がん検診(ｷ） 乳がん検診

梢検受診
者

精検受診
者

がん発見数受診串 践梢検者検鯵搬閲 対象覇 受診渚要納検者 がん発見数受診者 受診率検診磯間 対象者

人

２

％

9．5

(14.2）

人

244

人

211

人

70,973

(94,016）

人

6,752

(13,387）

人

182

人

．

４

％

10．3

(14.4）

人

204

〃隆療機関．、

縦蕊｜
、 ゾ

蟻下段は2ヵ年
凱叶受詮取

人

34,644

(48,351）

人

3,560

(6,974）

医擦磯関

40~60繊）
岬群受診｜

壷'

※下段i狸がf
累計受診率

受託椴閲

20蝋～

伽年末受診

受託機関

（ 1『扣畿～ ；
．、

i岬ﾄ末受診；
型 ノ

14 01,632 22110137 81,532
~

~

※女性特有の
がん検診
推池事粟

※女性特有の

がん検診
推進事業

18.5 129 117 214,343 2,652174 154 415,123 2,548 16．8

342合計 11,036 395 4446 16合計 7,640 515
~

~

[※女性特有のがん検診推巡亦業対象？20.25.30.35.40歳〕[※女性特有のがん険診推進束業対象;40.45.50.55.60歳］

(｡)骨そしよう症検診(ｹ） 歯科検診

梢検受診
者

骨籾

し上う症
受診率 婆輔検者検診槻間 対象署 受診者受診率 要医擁 要指導 奥補なし検診機関 対象者 受診者

…
人

4,865

％

26.0

人

1,390

人

806

人

298

％

3.9

人

師
１

人

18,721

人

89,640

人

3,521

人

3,065

人

270

医擦機関医療椴関
〆

l'"" ） 職"､畳 ~洲」
受託機関

30．35．40

45050奴

、
１
１
ｉ
ノ（ 387 2

合31 5,252 1,392 806 298

(ｼ)緑内障検診(ｻ）聴力検診

輔検受診
者

中程皮
難聴

糀庇
難聴

価度
難聴

緑内障検診機関 対象調 受診調 受鯵蹴 要淵検澗受診率対象渚 受診渚検診機関

人

師
１

人

調

人

9,916

人

1,030

％

10．4

人

田１

％

3.3

人

舶１

人

”

人

1

医那機関
〆 、

(…謹」
人

52,382

人

1,739

隈縦機関

65～74規

lﾘｨﾄ末受診 1

(ｽ）若年者健康診査（18～39歳）

健康診査（受診者数） 1,367人
、〆

(ｾ） もの忘れ検診（76歳）

精検受診
者

受診 二次対象 二次受診 嬰糒検者 認知症対象

人

躯

人

妬

人

蝿

人

4．119

人

1．631

人

546

人

416

エ健康教育

(ア）慢性腎臓病(CKD)予防対策事業

慢性腎臓病(CKD)について広く市民に周知し、CKD予防のための健診受診及び健診結果を

踏まえた生活習慣の改善や受診行動につながるよう普及啓発キャンペーンや健康講座を実施

した。

①健康づくりキャンペーン：商店街、大型店舗等2ケ所公民館等市内地域2ケ所
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、

②腎臓を守る健康講座～血糖が高いとなぜ困る？～：全3コース各福祉健康センター

で開催

(イ）かなざわ健康塾

生活習慣病の予防に関する正しい知識の普及と生活習慣の改善等の実践ができるよう出前

健康教室等を実施している。また、厚生労働省が定める週間・月間行事等に併せて、広く市

民に健康情報を提供する移動健康情報コーナーを開設している。

平成25年度実績

開催回数 延べ人数

157回 4, 186人

7会場~

事業内容

地域健康学習会等

移動健康情報コーナー（図書館、公民館等）

ｰ

(ウ)いきいき健康まちづくり事業

市民1人ひとりが心身ともに健康で生きがいのある生活を送るため､地域の人たちと協力し、

互いに知恵を出し合い地域の健康づくりをめざす。

(エ)高齢者健康講座（介護予防に関する講演）

市民を対象。金沢健康プラザ大手町で実施している。

オ健康相談

健康に関する個々の相談に応じ、生活習慣病の予防や健康の保持増進が図られるよう、保健

師・管理栄養士による各種健康相談を実施している｡~ ｰ

福祉健康センターの健康相談（平成25年度実績）

~

｢ほっと健」健康相談 開設回数

90回

186回

35回

31回

16回

143回

42回

543回

人

人

人

人

人

人

人

人

５

９

０

９

８

２

２

５

６

４

０

４

７

７

４

５

数

２

６

３

２

８

９

３

人

２

５

ベ延

健診結果活用 相 談

生活習慣病予防相談

へルシ－食生活相談

喫煙習慣改善相 談

も の 忘 れ 相 談

介護家族支援相 談

その他の健康相談

計
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金沢健康プラザ大手町では、定期的に整形外科、内科~･肥満、眼科、耳鼻科、歯科、 くすりの

健康相談を実施している。

力機能訓練

在宅者で、疾病、外傷その他の原因による身体・精神機能の障害や低下がみられる方のうち、介

護保険の認定を受けていない方を対象に、専門家による理学療法、作業療法、言語療法、音楽療法

などの訓練を実施することにより、 日常生活に欠かせない機能の維持・向上を図っている。

キ訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持増進

が図られるよう、保健師・管理栄養士が訪問指導を実施している。

ク介護予防事業

65歳以上の方の生活機能の低下を早期に把握し、速やかに介護予防につなげるため、筋力トレ

ーニング、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防事業を実施している。

、ョ

ケその他、健康推進事業

（ア）金沢・健康を守る市民の会活動費補助

「自分の健康は自分で守る」という意識の啓発と健康づくりの実践活動を通して、健康的な

市民生活の実現を目指す目的で、昭和48年度より補助

・健康教室の開催

・健康推進委員及び運動普及推進員の育成

・健康づくりフェアの開催などを実施

（イ） （公財）金沢総合健康センター健康増進事業委託

・整形外科、内科・肥満、眼科、耳鼻科、歯科、 くすりの相談事業

・健康ウオーキング教室、薬草教室、健康づくり栄養教室

・おとなのための食育教室

・からだリセット教室

・団塊世代の筋力トレーニング教室

・チャレンジスリム教室などを実施

ヘ
）
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3医療費助成

未熟児等養育医療事業

入院治療を要する未熟児等の医療を給付

26年度予算 25,240千円

子育て支援医療助成事業

1か月の治療費（保険診療に係る自己負担額）の合計のうち1,000円を超える額を支給

平成26年9月診療分までは、通院は小学3年生まで、入院は中学3年生まで助成対象

平成26年10月診療分から、通院分については中学3年生まで助成対象拡大

平成20年10月診療分より自動償還払制度導入

26年度予算 631,700千円

助成実績

ー
夕

件数（延月） 支給額

348,989 512,975,95523

420,183 619,329,02624

416,647 595,305,26625

不妊治療費助成

不妊治療に要する費用の一部を助成

・特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）

治療1回につき15万円限度（凍結胚移植等については、治療1回につき7.5万円限度）

○平成26年度から新規に助成を受ける40歳未満の方

年間助成回数及び通算助成期間に制限なし。通算6回まで

○その他

1年度目は年3回を限度、 2年度目以降は年2回を限度に助成。通算5年で10回を超ｼ

い･

・ 一般不妊治療（体外受精及び顕微授精を除く不妊治療）

自己負担額の2分の1で1年間5万円限度、連続した2年間助成

助成実績

通算5年で10回を超え

ー

な

一般不妊治療特定不妊治療

助成費 件数 助成費件数

7,898,98890,534,887 18964623

7,727,767102,984,767 19672224

104,519,941 193 7,481,77179925
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ひとり親家庭等医療費助成制度〔高齢者等の医療費の助成に関する条例〕

この制度は、ひとり親家庭の母・父及びその児童、父母のいない児童、父または母が重度の障

害にある児童及び父または母の通院及び入院に係る医療費の一部を助成することにより、ひとり

親家庭等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

平成20年10月診療分より自動償還払制度導入

制度の開始平成15年1月（旧ひとり親家庭医療費助成平成14年12月廃止）

助成の対象者 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家

庭の母・父及びその児童、父母のいない児童、父または母が重度の障害にあ

る児童及び父または母（＊所得制限有り）

助成額通院及び入院に係る医療費の自己負担額から高額療養費や付加給付の額及び

一部負担金（月額1,000円）の額を差し引いた額

助成実績

支給額申請件数

､〆
22,596 130,694,78123

23,829 130,376,08624

23,966 124,046,01225

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

疾患のために必要となる特殊な日常生活用具を給付

26年度予算 140千円

小児慢性特定疾患治療研究事業

治療が長期にわたり、医療費の負担が高額となる小児慢性特定疾患の医療費負担を軽減する。

対象疾病……国の対象11疾患（約510疾病）

対象者……対象疾病に罹患している20歳未満の者

小児慢性特定疾患対策協議会を設置（外部委員3名､.内部委員1名）

26年度予算 70,408千円

、〆

糖 病悪 性 新 生 物 尿７

－

８

1

慢 性 腎 疾 患 先天性代謝異常2

'|曼性呼吸器疾患 血友病等血液疾患・免疫疾患３

’

４

9

慢 性 心 疾 患 神経 ・ 筋疾患10

内 分 泌 疾 患 慢性消化器疾患ll5

病
、

膠 原6
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特定疾患治療研究事業

下表の特定疾患にかかる医療費（入院・通院）は、加入されている健康保険の種類にかかわら

ず、 自己負担の一部または全額を公費で負担。

特定疾患治療研究事業対象疾患一覧
､

疾患名

1ベーチェット病

2多発性硬化症

3重症筋無力症

4全身性エリテマトーデス

5スモン

6再生不良性貧血

7サルこｺイドーシス

8筋萎縮性側索硬化症

9強皮症／皮膚筋炎及び多発性筋炎

10特発性血小板減少性紫斑病

11結節性動脈周囲炎結節性動脈周囲炎

実施年月日

昭和47年4月1日

昭和48年4月1日

昭和47年4月1日

昭和47年4月1日

昭和47年4月1日

昭和48年4月1日

昭和49年10月1日

昭和49年10月1日

昭和49年10月1日

昭和49年10月1日

疾患名

31原発性胆汁性肝硬変

32重症急性膵炎

33特発性大腿骨頭壊死症

34混合性結合組織病

35原発性免疫不全症候群

36特発性間質性肺炎

37網膜色素変性症

38プリオン病プリオン病

実施年月日

平成2年1月1日

平成3年1月1日

平成4年1月1日

平成5年1月1日

平成6年1月1日

平成7年1月1日

平成8年1月1日

(1)クロイツフェルト･ヤコブ病 平成9年1月1日
ー

(2)ゲルストマン･ストロイスラー･シヤインカー病

(3)致死性家族性不眠症

39肺動脈性肺高血圧症

40神経線維腫症I型／神経線維腫症11型

41亜急性硬化性全脳炎

42ﾊｯﾄ･キアリ(Budd-Chiari)症候群

43慢性血栓塞栓性肺高血圧症

44ライソゾーム病ライソゾーム病

日

日

日

日

日

日

日

１

１

１

即
即
即
即
明
明
狙

６

６

１

５

１

１

１

年

年

年

年

年

年

年

４

４

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

１

１

成

成

成

成

成

成

成

平

平

平

平

平

平

平

(1)結節性多発動脈炎 昭和50年10月1日

(2)顕微鏡的多発血管炎

12潰瘍性大腸炎

13大動脈炎症候群

14ピュルガー病(バージャー病）

15天庖瘡

16脊髄小脳変性症

17クローン病 ，

18難治性肝炎のうち劇症肝炎

19悪性関節リウマチ

20パーキンソン病関連疾患パーキンソン病関連疾患

昭和50年10月1日

昭和50年10月1日

昭和50年10月1日

昭和50年10月1日

昭和50年10月1日

昭和51年10月1日

昭和51年10月1日

昭和51年10月1日

昭和52年10月1日

(1)ライソゾーム病(ファブリー病を除く） 平成13年5月1日

(2)ライソゾーム病(ファブリー病）

45副腎白質ジストロフイー

46家族性高コレステロール血症(ホモ接合体）

47脊髄性筋萎縮症

48球脊髄性筋萎縮症

49慢性炎症性脱髄性多発神経炎

50肥大型心筋症

51拘束型心筋症

52ﾐﾄｺﾝﾄﾘｱ病

53リンパ脈管筋腫症(LAM)

54重症多形惨出性紅斑(急性期）

55黄色靭帯骨化症

56問脳下垂体機能障害間脳下垂体機能障害

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

即
即
明
明
明
明
明
岨
明
明
明
明

４

４

１

１

１

１

１

．

１

１

１

１

１

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

成

成

成

成

成

成

成

成

成

成

成

成

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

(1)進行性核上性麻痕 平成15年10月1日

平成15年10月1日

昭和53年10月1日

昭和54年10月1日

昭和55年12月1日

昭和56年10月1日

昭和57年1月1日

昭和59年1月1日

昭和60年1月1日

(2)大脳皮質基底核変性症

(3)パーキンソン病

21アミロイドーシス

22後縦靱帯骨化症

23ハンチントン病

24モヤモヤ病(ｳｲﾘｽ動脈輪閉塞症）

25ウエゲナー肉芽腫症

26特発性拡張型(うっ血型)心筋症

27全軍縛塞鱸:鹿多系統萎縮症

ー

1.PRL分泌異常症 平成21年10月1日

(1)線条体黒質変性症 平成15年10月1日 2.ゴナドトロピン分泌異常症

3.ADH分泌異常症

4.下垂体性TSH分泌異常症

5.クッシング病

6.先端巨大症

7.下垂体機能低下症

日

日

日

日

日

日

１

１

１

１

１

１

月

月

月

月

月

月

０

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

１

年

年

年

年

年

年

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

成

成

成

成

成

成

平

平

平

平

平

平

(2)オリーブ橋小脳萎縮症

(3)シャイ･ドレーガー症候群

28表皮水痘症(接合部型及び栄養障害型）

29膿萢性乾癬

30広範脊柱管狭窄症

昭和51年10月1日

昭和61年1月1日

昭和62年1月1日

昭和63年1月1日

昭和64年1月1日
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特定疾患治療助成

特定疾患（56疾患)、小児慢性特定疾患（11疾患群）の患者に対し、年額15,000円を支給する。

25年度助成件数 3,228件

26年度予算 48,000千円

障害児自立支援医療（育成医療）事業

身体に障害のある児童に対し、手術等により確実な治療の効果が期待できる場合に医療を給付

する。

対 象……肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしやく機能障

害、内部障害（心臓、腎臓、小腸、肝臓、免疫機能障害等）

26年度予算 15,500千円

、ロ 障害者自立支援医療給付事業

（昭和29.更生医療給付事業発足、平成18.4制度改正）

〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕

自立した日常生活または、社会生活を営むことを促進するため、障害を除去または軽減し身体

障害者の更生のために必要な医療を給付する。

対象医療 人工血液透析、心臓疾患に対する手術

~給付方法 現物給付（原則医療費の1割を自己負担）

受給者数 1,368人（平成26年4月1日現在）

26年度予算 519,230千円

心身障害者医療助成事業〔高齢者等の医療費の助成に関する条例〕

①、65歳未満(昭和49年7月実施） （療育手帳B……平成7年10月実施）

対象者 身体障害者1～3級および療育手帳A、B(入院のみ）の所持者もしくはI

Q35以下の者（所得制限有）

助成額 医療保険による医療費の自己負担額

助成方法 現物給付方式（一部償還方式）

助成対象者 4,752人（平成26年4月1日現在）

②65歳以上（昭和58年2月実施） （療育手帳B……平成7年10月実施）

対象者 身体障害者1～3級、4級の言語障害・音声障害、4級の下肢障害の一部お

よび療育手帳A、B (入院のみ）の所持者もしくはIQ35以下の者（所得制

限有）

助成額 医療保険による医療費の自己負担額

助成方法 償還方式

助成対象者 7,466人（平成26年4月1日現在）

③26年度予算額1,495,050千円

、タ
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はり・きゅう・マッサージ施術助成

①70歳以上の者､65歳以上で一定の障害を持った者を対象に、

行う。

②25年度助成件数 24,905件

③26年度予算額 28,000千円

施術1回当り1,200円の助成を

4救急、休日診療対策

急病診療事業委託費

金沢健康プラザ大手町西館で夜間の診療を実施

診療科目 内科、小児科

診療時間 午後7時～午後11時（毎日）

医療機関案内 午後7時～翌朝午前9時（診療時間終了後は自動応答）

金沢総合健康センターへ委託 ｰ

休日当番医制度

日曜、祝日、年末年始に在宅当番医による救急医療体制を確保（7科12医院）

診療科目 内科、小児科、産婦人科、皮層・泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、

外科・整形外科

受付時間 午前9時～午後6時

金沢市医師会で実施

休日歯科診療医制度

日曜、祝日、年末年始の歯科救急医療体制を確保

診療時間午前9時～午後5時

金沢市歯科医師会で実施

2医院

ー

１

休日保険薬局制度

日曜、祝日、年末年始の薬剤処方雲の応需体制を確保

開局時間午前9時～午後6時

金沢市薬剤師会で実施

3薬局

病院群輪番制事業

土曜夜間及び休日における、金沢総合健康センタ、

第一次診療体制と連動する第二次診療体制を確保

金沢総合健康センター夜間急病診療所及び在宅当番医が担当する

;二次診療体制を確保 実施医療機関11（うち9機関に対し補助）
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5精神保健福祉

精神に障害のある人の社会復帰の促進を図るとともに、ストレス社会、高齢化社会に伴う市民の

こころの健康づくりやこころの健康相談等のため、各種健康相談、教室、広報活動等を実施してい

る。

(25年度実績）

〃

訪問指導

延

実 心の健康

づくり

アノレ

コーノレ
社会復帰 その他老人精神

人 人人 人人 人
I

46255 10 19136 14
~

、ゥ

電話

相談

関係機関

連絡
面接相談

延

実 延 延心の健康
づくり

アノレ

コーノレ
老人精神 社会復帰 その他

件人 人 人人 人 人 人

205 25 121 10 2，929 1，1088241

精神障害者社会復帰支援事業 こころの健康づくり事業

こころのボランティア
合同学習会

市民公開講座自立支援相談会

開設数~ ｜ 参加数 ｜ 開設数 ｜ 参加数 ｜ 開設数 ｜ 参加数

27 5 36182 13ー

こころの健康づくり事業

地区別

うつ予防研修会

自殺防止対策ネット
ワーク会議

自殺予防研修会

(ゲートキーパー研修）

開設数 ｜ 参加数

依頼教室

開設数 ｜ 参加数 ｜ 開設数 ｜ 参加数 ｜ 開設数 ｜ 参加数

14 579 2 96125 233 1

組織育成

地域活動

支援セン
ター等

ボラン

ティア

当事者会

等
計家族会 断酒会

支援回数 10 14 325 30
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6難病支援

在宅の難病患者に対し、在宅療養上の相談・支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と

生活の質(QOL)の向上に資することを目的として、講演会・療養相談会の開催及び訪問・面接．

電話相談や自助グループ（友の会）支援を実施している。

(平成25年度活動実績）

醐
一
咽
一
岨

参加者または相談者

94人

区 分

講演会・療養相談会

自助グループ支援

訪問指導

~

60件

~364件面接・電話相談

ー

ｰ
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7 保健所・福祉健康センター

金沢市保健所

駅西福祉健康センター
元町福祉健康センター泉野福祉健康センター分区

所 在 地 ｜泉野町6丁目15番5号｜ 元町1丁目12番12号 ｜ 西念3丁目4番25号

155,673人

64,875世帯

人口 ・世帯数

(平成26年1月1日現在）

126,951人

56,187世帯

169,520人

76,188世帯

5,713.38㎡3,403.39㎡ 1,968.00'If敷地面積

鉄筋コンクリ.－ト造

、 5階建･地下1階

鉄筋コンクリート造

6階建

鉄筋コンクリート造

3階建
建物構造

10,464.00㎡

平成6年10月24日

3,116.32㎡

昭和49年4月1日

平成8年10月1日

2,428.32㎡

昭和53年4月10日

平成10年11月1日

床面

設年月

修年月

積
一
一
日
一
日

延
一
開
一
改

円
円
千
千

０

０

７

３

９

３

Ｚ

Ｌ

６

１

７

３

修
初
改
当

改修837,683千円

当初195,695千円
建 設 費 5,517,792千円

、”

8 金沢健康プラザ大手町

在

設年月

地面

大手町3番21号、 23号

平成17年11月27日 （東館） 、

824.26㎡ （東館）

地
一
日
一
積

所
一
開
一
敷

昭和57年5月26日 （西館）

’ 1,158.71㎡ （西館）

建物構造 鉄筋コンクリート造4階建・地下1階 鉄筋コンクリート造4階建・地下1階

2,515.663㎡延床面積| 1,752.0011f

建設総事業費698,000千円

(初度調弁費139,667千円を含む）

改修費219,529千円
建 設 費

ｊ館

館

Ⅷ

階

階

階

階

階

階

東

西

く

１

２

３

４

く

１

２

情報ルーム、健康スタジオ1，健康スタジオ2、スタッフルーム

(公社）金沢市医師会

第1研修室、第2研修室、健康相談室1，健康相談室2

大研修室

、夕

施設 内容

夜間急病診療所（毎夜間午後7時～午後1l時）

(公財)金沢総合健康センター事務室、金沢・訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所、健康教育ホール

カウンセル室、学校環境衛生室、耳鼻科室、眼科室他

第3研修室、第4研修室、栄養研修室

階
階

３

４

｜ 午前8時30分~午後5時
(夜間急病診療所は年中無休）

午前9時～午後5時~

祝日、年末年始（12/29～1/3）

開館時間

体 館 日

夜間急病診療所受診者数

東館来館者数

6,110人

28,178人
利用状況等

管理運営｜公益財団法人金沢総合健康センター
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9 食生活改善

地域住民の食生活改善を図ることを目的として、妊産婦、乳幼児、学童、青年、成人、高齢者、

障害者等生涯を通じての健康づくりのため、食事や栄養に関する指導や相談に応じている。

さらに特定給食施設の栄養・調理担当者等に対して、適切な指導を行うことにより、利用者の健

康増進に努めている。

(1)一般栄養指導

乳幼児 親子 学童｜青年｜成人｜高齢者
11 1 7 1 1,040 1 42』424

区 分

個別指導延人数

総数 妊産婦

15,719 496 13,741 0

回数 278 20 140 9 2 2 87 18
集団
指導 延人数 8,708 487 4,976 142 54 90 2,324 635

ー

(2)国民健康・栄養調査

平成23年 平成24年 平成25年区 分

2地区 ~

25世帯64人

4地区

90世帯212人

2地区

16世帯30人
指定調査地区

(3)特定給食施設に対する指導

栄養士総 数 調理師等区 分

個別指導延施設数 109

実施回数 3 1 2
集団
指導 延施設数 239 74 165

(4)食生活改善推進員育成事業
、〆

推進員養成講座

1回（5日コース）

16人

推進員による地区活動

1，547

6，206

分
一
数
一
数

区
一
回
一
人
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10医療施設等，

病院、診療所、助産所、施術所､歯科技工所、衛生検査所に関する許可、届出事務のほか、医療

施設等の適正な管理を通じて安全な医療の提供を確保することを目的に病院、診療所及び衛生検査

所等に、立入検査をおこなっている。

医療施設等の立入検査の状況

立入検査件数施 設 数施 名設

院
一
間
一
糊
一
所

病
一
診
一
診
一
助

4444

413(有床診療所40）療
一
療

一

歯

く

く

所

所

42

230 ９
－
０
’
５

産 15

衛 生 検 査 所

施術所（鍼灸、マッサージ）

11

259

178

0

ー

施術所 （柔道整復） 0

歯 科 技・ ~ 工 所 57 0

11感染症予防

平成15年11月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 （平成10年法律第

144号）の改正を踏まえ、海外や国内における感染症の発生動向等を把握し、迅速かつ的確な対応

とともに、国、県等と連携して感染症の発生及びまん延防止を図っている。

(1) 一類・二類・三類感染症発生状況 (単位：人）

平成24年 平成25年病 名分 類

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱、痘そう

一類感染症
~

ー

結核

急性灰白随炎

71

~~
90
－~

二類感染症 ジフテリア 一
一
一

重症急性呼吸器症候群(SARS)

烏インフルエンザ(H5N1) ~ ~

コレラ
~ ~~

三類感染症 細菌性赤痢 1

腸管出血性大腸菌感染症 2514

＊平成19年4月から、結核が二類感染症となる。
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(2)エイズ・クラミジア抗体検査・相談

相談件数区 分

平成25年度

HIV抗体検査

638

クラミジア抗体検査

525876

性感染症予防講座

高校、専門学校等に出向いて性感染症予防に関する健康教育を実施している。

(3)

学校数

3校

参加者数

826人

区 分

平成25年度

ー、シ
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12結核対策

ア概 要

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、結核の発生の予防と早

期発見に努め、まん延防止を図っている。平成25年は、新登録者の7割が70歳以上の高齢者である

ことから高齢者対策が重要となっている。

平成19年4月1日より 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の二類感染症

となる。 （結核予防法の廃止）

イ結核登録者の状況

潜在性結

核感染症

※(別掲）

罹患率

(人口10万対）

､有病率

（人口10万対）

喀疲塗抹

陽性者数(人）

(新登録者再掲）

喀疾塗抹陽性者

罹患率

（人口10万対）

年末時

現在

登録者数

新登録

患者数

※含まず

区 分

年

年

１

２

２

２

成

成

平

平

10．3

9．4

11．9

妬
一
均
一
配

5.7

4.1

5.0

胆
－
９
－
型

147

128

137

飢
一
師
一
師

13．3

、〆
14．6
－

14．3平成23年

平成24年 15．3 11．0 28 6．0 19147 71

平成25年 11．9 7． 1 17 3.7144 55 16

13狂犬病対策

犬の登録及び狂犬病予防注射を実施し、野犬の捕獲など犬による危害防止に努めている。また、

飼育を希望する人に譲渡を行っている。

ア登録頭数 17,668頭

ー イ抑留犬数等

抑 留 犬 数 処 分 数

譲渡 計捕獲 引き取り 計 返還 処分

48頭 51頭35 11 540 8

※抑留犬数と処分数の計の差は、返還等の処分の次年度への持越しのため
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動物の愛護及び管理に関する法律関係

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物取扱業者の届出の受付、95施設の監視指導を

14

延137件を行っている。

ー

ｰ
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Ⅱ環境衛生

1 環境衛生業務

理・美容所、クリーニング所などの環境衛生関係施設の許可・確認、届出事務のほか、監視指

導を行っている。

ア環境衛生関係営業施設と監視指導状況

飲料水施設特

定

建

築

物

遊

泳

プ

ー

レノ

収

容

施

設

等

動

物

飼

養

総 美 興 旅 公

衆

浴

場

温

泉

利

用

施

設

理 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所

種類 簡
易
専
用
水
道

専

用

水

道

容 容 行 館

区分
業数 所 所 場

一

施設数 99 245 484 43 68 253,084 487 984 456 16 157 20
、彦

監視指導

延件数
72 50 12 34 36 28 22548 66 122 6 9 91

イ苦情処理件数

施設の不衛生など20件あった。

2食品衛生業務

飲食店、給食施設、食品の製造・販売業などの食品関連施設については、許可、届出事務のほ

か、毎年、 「食品衛生監視指導計画」を策定し、食中毒の防止にむけて、監視指導や食品の収去

検査を行っている。

、ア食品衛生関係営業施設と監視指導状況（許可を要する施設）

魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業

飲 菓

子

製

造

業

魚

介

類

販

売

業

喫

茶

店

営

業

食

肉

販

総 乳

類

販

そ
う
ざ
い
製
造
業

豆 そ
ー

施設の

、種類
腐

製

造

業

食 の

売 売

店 業 業数 他

施設数 6，191 748 454 15 1,302 1,053 492 29 173 35310,810

監視指導

延件数
7,496 2,796 642 1,247 27 2981 474 1,308 31 160 513

イ許可を要しない施設の監視指導延数3,897件(3,237施設）
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ウ食品等の収去検査

肉卵類穀 類

及びその及びその

加工品加工品

野菜類・

果物及び

その加工

品

魚介類

及びその

加工品

乳及び乳

製品･ｱｲｽ 菓子類

ｸﾘｰﾑ類等

その他の

食品等
総数検体の種類

検体数 331 28 21 130 6 50 195761

エ食品衛生関係苦情処理相談件数

腐敗

変敗

食品取扱施

設の苦情

異物混入

（虫体）

カビ発

生

異物混入
(虫体以外）

有症苦情 その他表示総数

8 5114 2 6 404 1126

オ行政処分は、営業停止2件を含む7件であった。
…

力食中毒発生件数は、 3件、患者数は58人であった。

3薬事業務

薬事法に基づく医薬品販売業の施設の許可及び監視を行い、医薬品等の適正広告の監視指導、

無許可薬品の排除、不正表示品の排除を行っている。

ア薬事関係営業施設と監視指導状況

区分写一一施設の種類 店舗販売業薬 局 特例販売業
－

、 I

0

施設数

監視指導延件数

199 1201

4576 1

、”

イ違反件数 43件

』
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4毒物劇物業務

毒物及び劇物取締法に基づき、販売業等の施設の届出事務、監視指導を実施している。

ア毒物劇物関係営業施設と監視指導状況

毒
物
劇
物
運
送
事
業

し
ろ
あ
り
防
除
事
業

農
業
品
目
販
売
業

特
定
品
目
販
売
業

電
気
め
っ
き
業

金
属
熱
処
理
業

施設の種類 一
般
販
売
業

計

施 設 数 0 3627 029 9 1316

監視指導延件数 670 0 09 0 058

イ違反件数 10件

、ロ

5食肉衛生検査業務

と畜場法に基づき、食肉の安全を図るため、と畜検査を実施している。

所在地 金沢市才田町戊370-2

と畜検査頭数

めん羊･山羊 合計牛 こうし 豚畜種 馬

頭数 56,44549，321 013 07, 111

牛海綿状脳症スクリーニング検査頭数

平成13年10月18日より、石川県金沢食肉流通センターでと畜される牛全頭を対象にスクリー

ニング検査を実施してきた。なお、平成25年7月1日より生後48ケ月齢を超える牛を検査対象と

して実施している。
ｰ

陰性数計7～3月4～6月

3,3233,3231,804 1,519

生体検査で解体禁止となった牛5頭については、県家畜保健衛生所でスクリーニング検査を

行っている。

牛肉の放射性物質検査結果

平成23年8月17日より、石川県金沢食肉流通センターでと畜された牛について

放射性セシウムの検査を実施している。
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検査頭数

2,844

異常なし（頭）
ダ

2,844



化製場等 営業施設数及び許可・確認・廃止監視指導

施設の種類
総 数 化製場 死亡獣畜取扱場 畜舎・家きん舎

区分

数施 設 躯
－
０
’
０
｜
“

３
｜
~
０
－
０
｜
⑬

皿
－
０

１
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
６

許可・確認届出・件数

廃 止 件 数 0

監 視 件 数 22

畜鶏舎等の苦情処理件数

…

ー

戸
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Ⅲ医療保険

国民健康保険

1 制度のあらまし

（1）被保険者の状況

全市に対する加入率国保該当
年度

被保険者数 被保険者世帯世帯数

34.25％

33．41

24.57％

24.15

23.68

65,189世帯

65,231

64,669

109,454人

108,764

106,871

配
一
型
一
妬 32.77

（2）保険料

ア賦課方法

賦課方式旧ただし書き方式（平成25年度～）

・保険料の納付義務者は世帯主

・世帯内の国保加入者全員の所得割、平等割、均等割で算定する。

ー

年度 24 25 26

％

％

％

２

１

８

８

２

２

８

２

３

％

％

％

２

１

８

８

２

２

●
■
Ｕ

８

２

３

医療分

支援分

介護分

％

％

％

０

０

６

４

６

９

２

所得割
料

率
医療分

支援分

介護分

24,000円※

9,120円※

7,320円

24,000円※

9,120円※

7,320円

24,000円※

9,120円※

7,320円

平等割へ

年

額
医療分

支援分

介護分

24,000円

9,480円

11,520円

24,000円

9,480円

11,520円

24,000円

9,480円

11,520円

ー

… 均等割

医療分

支援分

介護分

510,000円

160,000円

140,000円

510,000円

140,000円

120,000円

510,000円

140,000円

120,000円

賦課限度額

4月 1 日賦課期日

納 期 毎月末

12回（普通徴収）

平成20年10月より年金天引き（特別徴収）開始
納付回数

※特定世帯については医療分12,000円、支援分4,560円（平成26年度における額）

特定世帯とは、同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、

になる世帯（5年間）

被保険者が1人
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イ平均保険料調定額（現年度分） (単位：円）

年度 25 （見込）23 24

1世帯当たり

1人当たり

110,253

65，424

110,113

65，856

111,140

66，990
医療分

1世帯当たり

1人当たり

29,662

17,601

34,180

20,443

34,492

20,790
支援分

1世帯当たり

1人当たり

28,904

23,996

33,032

28,120

35，139

28，574
介護分

ウ収納状況（現年度分） (単位；千円）

年 度 25 （見込）23 24

調定額

収納額

収納率

7,212,892

6,422,565

89.04％

7,218,892

6,385,317

88.45％

7,244,455

6,534,348

90.20％

医療分 ー

調定額

収納額

収納率

1,940,526

1,728,968

89.10％

2,248,274

2,019,892

89.84％

2,240,839

1,984,163

88.55％

支援分

調定額

収納額

収納率

981,017

849,589

86.60％

1,066,480

922,206

86.47％

1，101，763

944, 174

85.70％

介護分

調定額

収納額

収納率

10,134,435

9，001，122

88.82％

10,561,492

9,313,654

88.19％

10,559,209

9,476,446

89.75％

全体分

、グエ保険料の納付方法

普通徴収（納付組合、納付書または口座振替)、特別徴収（年金天引き）により納付。

・保険料納付組合（平成26年5月31日現在113組合）

納付組合は地域住民の自主的な組織で、おおむね町内会を単位として組織され、 ｜

り運営されている。納付奨励金は予算の範囲内で決定する。

規約によ

平成25年度

交 付 率 等類種

納期限内の納付

納期限後翌月にわたる納付

納付奨励金支払額

納付額の1.57％相当額十件数1件に付き50円

納付額の0.60%相当額十件数1件に付き50円

3,718千円 平均1.74％
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オ保険料の減額、減免

前年中の所得が、条例で定める所得基準を下回る世帯については、保険料（平等割額と均等

割額）を減額する。

～平成25年度

減額割合

7割

減額対象所得※の基準額

33万円

33万円十（24万5千円×世帯主を除く国保被保険者数

及び特定同一世帯所属者の数）

5割

33万円十（35万円×国保被保険者数

及び特定同一世帯所属者の数）

2割

平成26年度～

減額割合

7割

減額対象所得※の基準額ー

33万円

33万円十（24万5千円×国保被保険者数

及び特定同一世帯所属者の数）

5割

33万円十（45万円×国保被保険者数

及び特定同一世帯所属者の数）

2割

※65歳以上で公的年金を受給している方は、年金所得から15万円を引く

また、災害等により、保険料を納めることが困難なときは、申請により保険料を減免する制度が

ある。

2保険給付

（1） 給付内容

ア医療機関での窓口負担

…

※平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方は2割

イ高額療養費

医療機関に支払った1ケ月の窓口負担が一定額（自己負担限度額）を超えた場合、申請により超え

た分を高額療養費として払い戻す。
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年齢区分

義務教育就学前

義務教育就学から69歳まで

負担割合

2割

3割

70歳以上

(一定以上所得者）

1～2割※

(3割）



①70歳未満

自己負担限度額（月額）所得区分

上位所得者 150,000円十（かかった医療費-500,000円）×0．01

80,100円十（かかった医療費-267,000円）×0．01一般
~ ■

住民税非課税 35,400円

※平成27年1月診療分から変更予定

②70歳～74歳

自己負担限度額（月額）
所得区分

外来（個人単位） 外来十入院（世帯単位）

一定以上所得者 44,400円 80,100円+(かかった医療費-267,000円）×0.01

般 12,000円 44,400円
一

住民税

非課税

24,600円Ⅱ
…8,000円

15,000円I

(単位：千円）ウ保険給付（一般十退職）

年度 25 （見込）23 24

療養給付費 29,022,89528,381,326 28,620,874

療 養 費 399,001 367,032399,387

高額療~養費 3,872,732 3,922ﾂ388 3,994,798

出産育児一時金 203,548 183,711 182,283

葬 祭 費 29,80033,250 29,250

工医療費諸率（一般十退職）

1人当たり費用額

（円）

1件あたり日数

（日）

1日あたり費用額

（円）

ー
年度 受診率（％）

292,527966.53 2．31 13,07923

294,949979.93 2．27 13，26324

25 （見込） 2．23 13,481 296,855985.76

(2） 老人保健拠出金

25 （見込）年度 23 24

老人保健医療費拠出金 288千円 244千円 215千円
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国民健康保険運営協議会（昭和29年10月旧設立）

国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、市長の諮問機関として設置されている。委

員数14人で任期は2年。

《委員構成》

ア被保険者を代表する委員 4人

イ保険医または保険薬剤師を代表する委員 4人

ウ公益を代表する委員 4人

エ被用者保険等保険者を代表する委員 2人

3

4保健事業

（1）医療費通知（昭和56年2月20日開始）

被保険者に健康に対する意識を深めさせ、ひいては国保事業の健全な運営に資するため年

間6回2ケ月分ごとの医療費について、受診した世帯に通知する。

通知内容 診療年月、診療者氏名、区分、 日数、医療費総額、医療機関名

通知時期

ー

捌
一
識

9.10月 l 11･12月

1月 ’ 3月

峨
一
明

3.4月
一

7月

5.6月
一

9月

7.8月
一

11月

（2）脳ドック受診料助成事業（平成8年4月旧開始） ~

脳疾患の予防及び早期発見、早期治療を目的とし、脳ドックの受診料を助成する。

対象者 300人

45～74歳の保険料完納の被保険者で、過去5年以上当助成制度を利用してい

ない者（申込者多数の場合は抽選）

助成額 検査費用41,000円のうち28,700円(7割相当額）

年度 23 24 25

申込者 314人 326人 372人

受診者 300人 300人 300人

、＝

5特定健康診査。特定保健指導

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した生活習慣病予防のための健康診査（特

定健康診査）及び保健指導（特定保健指導）であり、40～74歳の金沢市国民健康保険加入者を対象

としている。
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年 度 25 （見込）

72,091人

25,711人

、35．7％

2,759人

24

71,636人

24,641人

34．4％

2,623人

対象者

受診者

受診率

対象者

特定健康診査

特定保健指導 利用者 645人 691人

利用率 24.6％ 25.0％

後期高齢者医療制度

1 制度のあらまし

石川県後期高齢者医療広域連合（各都道府県毎に設置）

75歳以上の方（一定の障害のある方は65歳以上）

運~営~主体

対 象 者

①所得割額：被保険者の基礎控除後の総所得金額等×所得割率

②均等割額

保 険~ 料 ｰ

保険料の納付方法 原則として特別徴収（年金天引き）

ただし,次の①～③のいずれかに該当する方を除く

①年金額が年額18万円未満の方

②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の

2分の1を超える方

③口座振替による納付を申し出た方

1割負担（現役並み所得がある方は3割負担）利用者負担

2保険料

、ロ

平成24年度・25年度の保険料（原則2年ごとの改定）

’’
賦課限度額：55万円

平成26年度・27年度の保険料（原則2年ごとの改定）

~’ ’’
賦課限度額：57万円 、
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所得割率

均等割額

9.33％

47,520円

所得割率

均等割額

9.33％

47,520円



保険料は石川県後期高齢者医療広域連合が設定

保険料の徴収は市町村

3保険料の減額 一

ア前年中の所得が、条例で定める所得基準を下回る世帯については、保険料（均等割額）を

減額する。

～平成25年度

減額対象所得（※1）の基準額 減額

7割（※2）33万円

上記7割減額世帯において被保険者全員が年金収入80万円以下

（その他の所得がない）

9割

ー

33万円十（24万5千円×世帯主を除く被保険者数）

33万円十（35万円×被保険者数）

5割
■■■■■■■■■■■■■■q■■■■

2割

平成26年度～

減額対象所得（※1）の基準額 減額

7割（※2）33万円

上記7割減額世帯において被保険者全員が年金収入80万円以下

（その他の所得がない）

9割

33万円十（24万5千円×被保険者数）

33万円十（45万円×被保険者数）

型
淵

※1 65歳以上で公的年金を受給している方は、年金所得から15万円を引く

※2平成26年度においては7割→8.5割となる

ｰ

イ所得割を負担される方で、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割額が一

律5割減額となる。

ウ被用者保険（健康保険・共済組合等）の被保険者の被扶養者であった方は、均等割額が9

割減額し所得割額が無料となる。
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第13社会福祉関係諸施設、機関等

1 施設の状況 (平成26年4月現在）

所

－

２

胆

犯

力

計

廻

１

３

１

２

５

５

６

１

４

１

９

７

８

８

３

１

１

１

鋤
研
一
１
鯛
飢
一
記
一
喝
必
６
１
－
４

県立
一

1カ所

市立

13カ所

施 設

保 育 所

母子 生活支 援施 設

児 童 ク ラ ブ

障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設

相 談 支 援 事 業 所

地域活動支援セン タ －

障 害 児 通 所 施 設

障 害 児 入 所 施 設

乳 児 院

児 童 養 護 施 設

児童家庭支援センタ－

老 人 ホ ム 等

老人福祉セン タ －等

｜ 救 護 施 ~ 設
｜ 善 隣 館

1

1ー

9

6I

２
－
胆

311

2機関および団体一覧表 (平成26年4月現在）

代表者

近藤良子

小林茂隆

米林憲英

在 地

県女性センター’

電話番号

224-3417

223-7655

231-3571

会員数

300人

1,400

所

三社町1－44

石引4丁目18-1

高岡町7番25号

名 称

金沢市母子寡婦福祉連合会

金沢市遺族連合会

金沢市社会福祉協議会 金沢市松ヶ枝福祉館

宮島伸宜
（理事長）

芳斉2丁目3－28金沢市福祉サービス公社 260－0071

乙村 菫

寺田外喜男

上地成佳

金沢市中央公民館彦三館

金沢市松ヶ枝福祉館

金沢市松ヶ枝福祉館

彦三町1丁目15－5

高岡町7番25号

高岡町7番25号

金沢市老人連合会

金沢手をつなぐ親の会

金沢市身体障害者団体連合会

０

０

０

０

４

６

６

８

６

４

７

６

－

一

一

２

１

２

６

６

６

２

２

２

ｰ

750
－

1,200

永井一郎
（支部長）

石川県肢体不自由児協会
金 沢 支 部

県社会福祉会館本多町3丁目1－10 224－6126150

伊

山野之義

（地区長）

日赤石川県支部金沢市地区

（62分区）
市福祉総務課広坂1丁目1－1 220－2278

詔
一
檸
一
州

市こども福祉課

県社会福祉会館

金沢駅西合同庁舎

唾
一
銅
一
濡

広坂1丁目1－1

本多町3丁目1－10

西念3丁目4－1

金沢市児童クラブ協議会

石川県児童養護協議会

金沢保護区保護司会

83クラブ

11施設

200

９

１

７

９

１

３

２

２

２

２

１

６

－

一

一

０

４

２

２

２

２

２

２

２

山野之義
（委員長）

社会を明るくする運動

金沢市実施委員会
金沢駅西合同庁舎西念3丁目4－1 222－6237

市福祉総務課

城北児童会館

金沢市松ヶ枝福祉館

率
一
雌
一
癖

劉
一
腱
一
郭

金沢市民生委員推薦会

金沢市児童館連絡協議会

広坂1丁目1－1

小坂町西8-1l

高岡町7番25号

８

４

１

７

４

７

２

４

５

２

０

３

－

一

一

０

１

１

２

５

３

２

２

２

31館
-

223法人金沢市介護サービス事業者連絡会
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3社会福祉施設一覧表 (平成26年4月現在）

経営

主体
定員 構 造 所在地 代表者 電話番号 創立年月日名 称施設の種類

鉄筋コンクリー

ト造2階建

三口新町1丁目

8－1

養護老人ホーム

向陽苑崎浦
社福 古田秀一 昭16. 1. 1120 263-7101

養護老人ホーム
向陽苑木曳野

鉄骨造4階建 桂町4街区1－1 古田秀一 平24． 4． 1120 268－6541〃

鉄筋コンクリー

ト造7階建
軽費老人ホーム
ケアハウスあいびす

北本廣吉社福 北塚町西440 平3．10． 1150 240－3366

鉄骨耐火造8階
g

建

軽費老人ホーム
ケアハウス千木の里

千木町ホ4－1 楠本猛彦 平8． 2． 1150 257－9300〃

軽費老人ホームケアハ
ウスシニアマインド21

鉄骨造8階建 山科町午40-1 池田商洋 平16． 5．23241-117775〃

医法 鉄骨造7階建 元菊町20-1 北中 勇 平19. 4. 13金沢春日ケアハウス 262－3385110

ファミリーケア城南 城南1丁目21-21 新谷喜蔵社福 鉄骨造4階建 平19.10. 172 232-8221
老人福祉施設

鉄骨造6階建 桂町50街区1 松本慎也 平24． 4． 1ケアハウスゆりの里 266-123480〃

ー

北本廣吉ｹｱﾊｳｽ朱撒の苑やわらぎ 鉄骨造12階建 本町1丁目6-1 平25． 4． 150 223－1121〃

鉄筋コンクリー

l､造3階建

金沢市老人福祉

センター万寿苑
市立 大桑町ヤ1－4 薄ヶ谷政雄 昭48， 7．17244－6745250

金沢市老人福祉
センター松寿荘

金石北3丁目

3－33
荒木田悟 昭53． 4． 1250 268－6757〃〃

金沢市老人福祉

センター鶴寿園

． 1 1

額谷町ヌ］ 水出喜博 昭59． 4．11250 298－9355〃〃

鉄筋コンクリー

ト造3階建

小立野4丁目

7－51

金沢市小立野

老人福祉センター
吉田昭生 昭54． 4． 1264－000470

鉄筋コンクリー

ト造2階建

金沢市粟崎

老人福祉センター
諸江修粟崎1丁目3 昭55． 4． 1238－263270

石川県長寿

生きがいセンター
八田町東1025 谷本正憲 昭57.12.16県立 258－313560 〃

８

８

三口新町1丁目
8－1

鉄筋コンクリー

ト造3階建
社福 古田秀一 昭16． 1三陽ホーム 263－7101100

救護施設
鉄筋コンクリー

ト造2階建
高坂町卜1 片岡正子三谷の里ときわ苑 昭6． 2257－4946150〃

、〆
鉄筋コンクリー

ト造2階建

金沢市福祉作業センター

十一屋ことぷき作業場
織田伸治市立 ＋一屋4－34 昭49.12.10241－5958授産施設

芳斉1丁目
15－26

鉄筋コンクリー

ト造4階建

石川県視覚障害者

情報文化センター
米島芳文 昭57． 4． 1社福 222-8781点字出版施設

石川県視覚障害者

情報文化センター
昭47． 4． 1222－8781点字図書館 〃 〃 〃〃
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4児童福祉施設一覧表

○保育所

代表者 電話番号 認可年月日構 造 所在地保育所名 定員 経営番号

中村町15－7

久安6丁目83

光が丘2丁目104

八日市2丁目465

矢木1丁目40

金石北3丁目3－38

八田町東572

岸川町に46

元町1丁目7－7

吉原町ヨl

堅田町丙86－3

宮野町ホ79

大桑町平42-48

泉1丁目3－63

若林祥子

温井栄子

和田真喜子

中島道子

滝郁子

米村眞理子

北本紀子

澤田慶子

延命ゆき子

新蔵さとみ

堅田光彩恵

高木智美

平嶋由紀子

山崎小百合

昭27． 6． 1

45． 4． 1

50． 4． 1

27~ 9． 1

29． 9． 1

23．11. 1

47．10． 1

30． 7． 1

28．12． 1

28． 3． 1

27． 3．31

34．10． 1

54． 4． 1

44． 2． 1

市立

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

県立

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

鉄筋コンクリート造平屋建

鉄筋コンクリート造2階建

鉄筋コンクリート造平屋建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

中

三

光

八

矢

金

八

花

森

双

薬

宮

大

村 241-3437

247-0010
一

298-1153

242-0411

249-2518

267-0779

258－0333

258－0158

252－0448

258－0332

258-0721

257－5404

247-4630

242-5880

町

馬

丘

市

木

石

田

園

山

葉

谷

野

桑

95

135

132

120

100

98

106

70

105

81

79

40

50

90

１

２

３

４

５

６

７

８

９

叩

ｕ

吃

旧

型

が

日

師

泉

、ロ

湯涌荒屋町23

末町21-22

二俣町ハ5－1

広岡2丁目8－26

香林坊2丁目5－24

長町1丁目5－30

長町3丁目11-17

長土塀1丁目2－9

尾張町2丁目16-86

本町1丁目2－16

瓢箪町8－22

材木町13-40

小将町8－23

桜町8－17

石引2丁目4－23

石引4丁目3－1

石引4丁目6－1

小立野1丁目15-23

小立野5丁目1－5

涌波2丁目7－35

笠舞3丁目8－41

菊川2丁目8－13

三口新町3丁目19-10

宝町13－1

野町3丁目24-32

野町3丁目1－15

若草町5－32

緑が丘19－8

若草町22－1

寺町4丁目1－2

寺町5丁目12-40

平和町2丁目6－6

平和町2丁目4－5

山科1丁目7－5

社福

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

鉄筋コンクリート造3階建

鉄筋コンクリート造平屋建

〃

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

鉄骨造3階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄筋コンクリート造3階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄筋コンクリート造3階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄骨造平屋建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

新井行雄

石野宇四造

古 登

水橋恵子

側垣二也

湯沢昌子

加藤政弘

新村美智子

北村修吉

西口寿一

高柳八朗

三好保夫

川端眞美

三好保夫

木村康治

側垣二也

齋藤忠夫

桑野修三

吉田昭生

桑野修三

野間成之

新井外司

高桑三郎

飯田克平

道林信郎

小竹弘文

宮江伸一

佐子田繁夫

西村 寛

福井清周

木村昭仁

山田一二

丘村義人

村山春樹

新井行雄

石野宇四造

古 登

水橋恵子

側垣二也

湯沢昌子

加藤政弘

新村美智子

北村修吉

西口寿一

高柳八朗

三好保夫

川端眞美

三好保夫

木村康治

側垣二也

齋藤忠夫

桑野修三

吉田昭生

桑野修三

野間成之

新井外司

高桑三郎

飯田克平

道林信郎

小竹弘文

宮江伸一

佐子田繁夫

西村 寛

福井清周

木村昭仁

山田一二

丘村義人

村山春樹

師

調

印

凱

駆

躯

認

蛆

泌

妬

配

躯

泌

鯛

溺

妬

羽

鍋

配

妬

切

羽

帥

卵

妃

羽

犯

鯛

矼

艶

妬

羽

酩

“

召８湯 涌

末

み ず ほ

広 岡

双 葉

聖 霊

長 土 塀

さ い び

ま こ と

石川県済生会

ひょうたん

材 木

愛 青

さ く ら

真行寺むつみ苑

聖ヨハネ乳児

梅 光

上 野

小立野善隣館

わくなみ

あ ゆ み

永井善隣館

末 広

っ､くしんぽ

野 町

第一善隣館

子供の家

みどりが丘

の ぞ~ み

す み れ

龍 雲 寺

平 和

め ぐ み

富樫中央

235-1258

229-0033

236-1044

261－3759

231-3456

263-5906

264－1900

231-5460

231-5474

233－1649

221-6611

221-6588

221－0984

231-4045

221-5206

264－2006

222-2405

262-1001

261－2755

264-1419

262-5016

231-3429

222-0129

222－0277

244-6458

241-4030

241－0104

241-1574

241－0078

241－1932

243-8008

241－2539

241－0580

241－6456

如

帥

如

加

卯

加

卯

帥

帥

卯

、

㈹

㈹

叩

帥

如

加

帥

卯

卯

印

加

血

釦

㈹

㈹

㈹

Ⅲ

㈹

如

卯

卯

卯

Ⅳ

１

１

１

１

１

１

４

４

４

０

４

１

７

２

７

１

７

６

１

７

７

１

１

４

７

４

０

１

４

１

４

７

２

４

《

１

４

７

１

１

０

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

８

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

３

４

５

６

７

８

９

ｍ

ｕ

廻

超

皿

蛎

姐

Ⅳ

昭

廻

加

飢

犯

詔

型

妬

妬

訂

羽

鯛

釦

帥

躯

調

別

司〆
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構 造 所在地 代表者定員 経営 電話番号 認可年月日保育所名番号

罐
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄骨造3階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄筋コンクリート造3階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

鉄骨造2階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄筋コンクリート造3階建

鉄骨造2階建

〃

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

〃

鉄骨造2 階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

鉄骨造2階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

鉄骨造2階建

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

額新町2丁目124

三十苅町乙156

横川3丁目33

神田1丁目14-10

泉1丁目2－3

泉野町4丁目4－3

窪4丁目511

富樫2丁目5－35

西大桑町7－5

三十苅町乙154

東力町二157-3

西金沢3丁目508

西金沢4丁目617

下安原町東1521-1

北塚町西100-2

南塚町233

みどり3丁目23－2

入江3丁目215

二口町イ30

寺中町リ10

桂町38街区1

大野町4丁目甲18-11

粟崎町タ1－1

粟崎町1丁目4

南新保町ロ126-1

駅西新町1丁目30－9

戸水1丁目12

西念3丁目7－21

北安江3丁目12-22

松村2丁目20

三口町火236

松寺町丑47

三池町145

大浦町ヌ75-1

南森本町ヌ139

疋田町ハ302

みずき4丁目l

東山3丁目29-22

京町3－43

神宮寺1丁目11-15

小坂町ケ120-4

山王町2丁目85

神谷内町へ29

田上第5土地区画整理事
業施行地区内1街区15番

西泉5丁目103

八日市3丁目229

笠舞2丁目27-20

末町16-30

旭町2丁目13－1

畝田東4丁目1164

源 学

前田武司

古川敏彦

供田悠紀子

四位例章

新保善正

近藤二郎

竹澤敦子

西田泰明

前田武司

酒井光夫

竹山雅万

北 篤司

松崎淑雄

吉藤哲夫

塚野良平

〃

吉田一郎

中田津夜子

横山初夫

〃

森 隆

本島幹兒

遠田 敬

徳田耕一

勝田 徹

北川聖四郎

六角正子

澤飯英樹

金原 博

澤飯英樹

宮本與吉

村池敬一

藤井國知

藤原・昭江

北川雅一

古田秀一

綿谷小作

東野秀一

川辺清光

出坂一成

北川雅一

〃

ひ ば り

額 小 鳩

ひまわり

神 田

弥生乳児

泉 の 台

伏 見 台

泉 ガ 丘

わ か ば

額小鳩第二

米 丸

しらゆり

すずらん

安 原

ふたつか

ミ ド リ

ミドリ第二

く る み

正 美

み な と

みなと第2

大 野 町

か も め

粟 崎

く ら 月

双葉町子供の家

あけぼの

西 念

北 安 江

二コ ニニ ．

弓 取

松 寺

東 金 沢

大 浦

ま ど か

千 坂

み ず き

馬 場

浅 野

光

小 金

山 王

かみやち

未来のひろば

西 泉

め ば え

かさまい

犀 川

旭 ~ 町

わ ら べ

昭43． 4． 1

48． 4． 1

〃

50． 4． 1

〃

〃

〃

51. 4． 1

〃

〃

24． 6． 1

44． 2． 1

48． 4． 1

39． 4． 1

40． 4． 1

49． 4． 1

51． 4． 1

〃

36．10． 1

46. 11 1

平18． 3．31

23, 11. 1

23， 7． 1

〃

54． 4． 1

44． 4． 1

52． 4． 1

47． 4． 1

23．11． 1

494， 1

50． 4． 1

36．10． 1

47， 4． 1

46． 4． 1

24． ．7． 1

41. 11. 1

平17. 3．31

昭45． 4． 1

26． 3．20

47． 4． 1

25． 9． 1

48． 4， 1

50． 4． 1

46． 1． 1

52． 4． 1

〃

〃

〃

〃

298-7611

298-5253

247-2103

244-0680

244-2266

243－6775

243-6745

247-4150

243－4522

298-5216

291-1174

249-3620

249-4988

249-2548

249－0454

249-6339

249-5524

291－2717

261-8815

268-2743

266－1711

267-0136

238-2061

238－3720

237-6756

262-9012

237－7036

265-6116

231-1400

268-4120

237-7800

238-1414

252-7814

238-2734

258－0758

258-1321

258-2120

252－1414

252-1550

252-9750

252-6800

252-0135

251-1250

90

202

90

90

30

150

150

120

90

120

120

100

150

215

90

90

90

145

300

150

110

90

60

180

120

90

90

120

155

210

140

150

180

120

90

120

150

60

90

150

60

120

140

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ー

ー

鉄骨造2階建 米沢 寛 261－4522140 〃78

昇

誠一

潔

佳伸

雅万

昭夫

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

鉄筋コンクリート造平屋建

鉄筋コンクリート造2階建

田

田

村

村

山

田

山

黒

木

高

竹

畝

０

６

５

１

７

７

２

６

１

８

４

３

４

２

９

６

６

７

３

８

５

１

５

６

－

－

一

一

一

一

３

９

２

９

２

８

４

４

２

２

２

６

２

２

２

２

２

２

120

120

90

60

130

245

79

80

81

82

83

84

〃

〃

〃

〃

〃

53． 4． 1〃
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’経営’ 代表者 認可年月日所在地 電話番号構 造保育所名 定員番号

倉

澤

納

田

野

香

川

島

野

原

野

林

垣

元

朝

下

荒

島

上

浅

中

岡

中

藤

水

道

側

北

291-5574昭53． 4． 1
，

238-1100 "

249二8511 〃

242-6660 "

238-5705 〃

267-0961 〃

240-0050 54． 4. 1

262-4014 "

298－8181 〃

257-1260 〃

229-2030 55． 4． 1

244－6458 63． 7． 1

231－3456平12. 4. 1

254-5210平25． 3．31

鉄筋コンクリート造2階建

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

木造平家建

高畠1丁目381

粟崎町3丁目243-1

上荒屋6丁目428

押野2丁目525

須崎町ト49

畝田中1丁目97

豊穂町195

田上本町チ19

馬替2丁目204-1

弥勒町力112

袋板屋町西29

野町3丁目24-32

香林坊2丁目5－24

太陽が丘3丁目247-1

忍

広伸

毒一

恵子

孝

順子

利雄

平吉

吉富

昭江

勝栄

信郎

二也

喜洋

社福

〃

〃 ・

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

け

あ

り

の

つ

徳

ば

上

台

２

川

間

二

丘

唯

し

ど

第

夜

第

~

力

し

た

お

扇

か

浅

陽

坤
か
ま

ど

町

葉

米

あ

こ

お

か

大

あ

田

額

ま

東

野

双

太

11085

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

別

別

別

印

印

加

訓

帥

加

釦

如

訓

血

１

１

１

１

１

１

１

童 館○児、〆

所 在 地館長名 電話番号 認可年月日称 経営名

俊

彦

平

子

子

子

夫

二

治

傳

雄

一

勉

次

三

男

子

子

之

子

義

実

美

男

次

明

誠

好

雄

進

三

子

昭40‘

41‘

43‘

45‘

46‘

48‘

49

50，

51

51

53

54

54

55

56

57

58

59

59

61

62

63

平2

5

6

6

7

9

13

16

昭56

34

一

ユ

｛

￥

１

Ｊ

ｊ

１

Ｊ

１

Ｊ

ｊ

Ｊ

１

Ｊ

１

Ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

１

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

１

Ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

Ｉ

１

Ｊ

１

Ｊ

Ｊ

１

ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

Ｊ

ｊ

Ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

市

県

一

ユ

｛

￥

１

Ｊ

ｊ

１

Ｊ

１

Ｊ

ｊ

Ｊ

１

Ｊ

１

Ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

１

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

ｊ

Ｊ

Ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

ｊ

１

Ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

Ｉ

１

Ｊ

１

Ｊ

Ｊ

１

ｊ

ｊ

ｊ

Ｉ

ｊ

Ｊ

ｊ

Ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

市

県

長町2丁目2－16

芳斉2丁目3－29

今町チ41

束山3丁目29-22

大野町1丁目8－5

平和町2丁目8－7

畝田中2丁目234

小坂町北312

材木町13-11

間明町2丁目346

山科1丁目6－8

小立野4丁目7－51

中村町10-35

粟崎町1丁目3

直江町92街区2

彦三町2丁目10－5

金石西4丁目5－30

福増町北1067

森山2丁目11-13

弥生1丁目29-13

新神田1丁目1－18

浅野本町2丁目13-12

上荒屋4丁目82

北塚町西98

八日市2丁目464

千木1丁目235

長田町1丁目5-50

馬替1丁目29-1

若松町3丁目281

八日市出町815

小坂町西8-11

法島町11-8

長 町児童館

芳 斉 ~ 〃

花 園 〃

馬 場 〃

大野町 〃

平和町 〃

大 徳 〃

小 坂 〃

材 木 〃

米 丸 〃

富 樫 〃

小立野 〃

中 村 〃

粟 崎 〃

鞍 月 〃

瓢 箪 〃

金 石 〃

安 原 〃

森 山 〃

弥 生 〃

新神田 〃

浅野町 〃

三 和 〃

二 塚 〃

押 野 〃

千 坂 〃

長田町 〃

扇 台 〃

杜の里 〃

西南部 〃

城北児童会館

いしかわ子ども交流センター

石田正

豊後政

森川昌

中西満須

喜楽万里

大野木潤

浅香郁

棒 田 正

野村祐

川元

開敷一

能登太

小松

高村昭

藤巻公

大村昭

鈴木寿

田中敏

街道利

山本悦

福原昭

清水

東 勝

大釜満

宇野勝

元木千

金崎一

亀山喜

村田吉

小林昭

小阪慶

釜谷美智

232-9221

222-7477

258－0028

253-1255

268-1277

241－4851

268-2533

251-6055

223－7765

291-5535

242-4252

233-1780

247-4456

237－3837

237-8957

221－1518

266－1125

249－8930

251－4332

243-7588

291-4496

252-5664

249-2908

269-0272

247－3220

258-3969

235－2180

296－1180

222－7759

240-3878

251-0444

243－6501

232-9221

222-7477

258－0028

253-1255

268-1277

241－4851

268-2533

251-6055

223－7765

291-5535

242-4252

233-1780

247-4456

237－3837

237-8957

221－1518

266－1125

249－8930

251－4332

243-7588

291-4496

252-5664

249-2908

269-0272

247－3220

258-3969

235－2180

296－1180

222－7759

240-3878

251-0444

243－6501

●
●
●
守
口
。
●
■
９
０
●
ｑ
Ｏ
ｏ
ｄ
ｑ
ｄ
ｄ
４
０
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ

１

４

７

４

２

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

１

４

４

４

４

４

４

５

９

１

４

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

４

１

ー
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○その他の児童施設

経営

主体
定員 構 造 所在地施設の種類 名 称 代表者 電話番号 創立年月日

鉄筋コンクリー

ド造3階建
長町1丁目

5－30
聖霊病院聖霊乳児院 社福乳児院 湯沢昌子 昭27． 5．1735 223－2878

聖霊病院聖霊愛児園 社福 昭27． 5．1776 261－9812〃 〃 〃

平和町3丁目

23－5
享 誠 塾 生山匡 昭40. 5. 160 241－1514〃 〃

児童養護施設
鉄筋コンクリー

ト造2階建
齋藤忠夫梅光児童園 石引4丁目6－1 昭27． 4． 130 231－3984〃

鉄筋コンクリー

ト造3階建
林 鐘 園 東兼六町18－7 荒崎良徳 昭22.10.2836 262-3811〃

ロ

鉄筋コンクリー

ト造4階建

平和町2丁目

3－9

母子生活

支援施設
公財 河南俊康MCハイツ平和 昭23.11. 620 241-4900

鉄筋コンクリー

ト造
金沢市立病院 市立 商田重男平和町3－7－3 昭“． 4245-2600~

助産施設

金沢医療センター 独法 能登 裕 平17.4.25下石引町1－1 262-4161〃~

ー
〆

､〆
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5地区民生委員・児童委員協議会、地区社会福祉協議会
(平成26年4月現在）

h

地区民生委員・児童委員協議会

定数 ’ 所在地 ｜ 会長氏名

地区社会福祉協議会

会長氏名 ｜ 所在地
No

I

地区名

野町会館

中村会館

平和町会館

弥生公民館

第四善隣館

新竪会館

永井善隣館
小立野文化会館

永井善隣館

小立野文化会館

子
雄
観
一
直
史
人
道
武
徳
男
子
子
勇
一
夫
子
子
昭
子
夫
孝
博
進
三
一
市

洋

輝

孝

昭

昭

和

龍

孝

泰

光

孝

正

英

龍

昌

康

武

正

茂

嘉

正

正

善

啓

匠
田
本
村
原
橋
田
林
田
江
永
岡
羽
村
島
合
村
林
野
島
井
坂
木
野
沢

番
森
松
松
栖
大
新
新
西
谷
諸
得
片
堀
二
法
松
河
杉
石
松
村
澤
小
打
高
谷 谷沢啓市

(空欄は地区民児協と同じ）小竹弘文

出口 浩

高田千恵子

田辺一幸

加藤弘雄

砺田和史

新井外司
吉田昭生

黒梅他司郎

恒川學立

岩井幸吉

坂井利隆
久保一郎

虎井 勝

橘 昭男

福島良治

中崎龍雄

大窪重宏

東野秀一

小阪栄進

森田郁代

佐子田正

川元 傅
福田和司

林 勇三

高野善一

南野宏一

日向博人

中村忠

三義 堅

吉倉 勉

桑沢嘉昭

輪崎健司

池田 功

出戸秀治

山本壽嗣

粟森眞智子

川原立人

木本敏夫

宮保喜一

川口豊範

竹山雅万

森川昌平

藤下順道

山根久美子

斎藤寛

西田 稔

今井健治

西尾雅行

寺西志郎

薬種正明

堀日出夫

和田早苗

河内専吉

野 町

中 村

十一屋

弥 生

泉 野

新 竪

菊 川

小立野

材 木

味噌蔵

長 町

松ヶ枝

長土塀

芳 斉

長 田

此 花

瓢 箪

馬 場

浅 野

森 山

諸 江

富 樫

米 丸

三 馬

崎 浦

小 坂

鞍 月

浅野川

粟 崎

大 野

戸 板

大 徳

金 石

二 塚

川 北

内 川

犀 川

安 原

湯 涌

額

押 野

浅 川

森 本

伏見台

夕日寺

長坂台

千 坂

新神田

西

西南部

三 和

米 泉

扇 台

四十万

７

３

４

９

１

６

０

５

５

１

１

２

７

２

５

０

４

４

７

４

０

３

９

２

４

４

９

１

７

６

４

０

８

６

０

５

３

０

７

９

０

８

９

９

１

１

３

７

４

２

９

６

９

６

１

２

２

１

２

１

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

３

２

２

３

３

２

１

１

１

２

５

１

１

２

１

２

１

２

３

３

２

１

２

２

１

１

２

１

１

１

１

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
廻
昭
哩
妬
蜘
灯
胆
四
加
虹
躯
配
塑
妬
妬
訂
犯
羽
訓
皿
兜
調
誕
弱
鏥
訂
調
調
如
虹
銘
偲
製
妬
鏥
卿
姻
鉛
釦
矼
馳
銅
型

＃ホ曽臘隙交附センター

第三善隣館

長町公民館

小 川 宅

長土塀保育園
堀 宅

長 田 会館

此花会館

瓢箪町公民館

宮 保 宅

浅野町福祉センター

森山善隣館

諸江公民館

富樫公民館

米丸あすなる苑

会館みんま

崎浦公民館

野 間神社

鞍月文化会館くらら

浅野川公民館

粟崎文化センター

大野町公民館

戸板公民館

大徳公民館

金石町公民館

二塚公民館

大浦公民館

内川公民館

犀川公民館

安原公民館

湯涌公民館

額公民館

押野公民館

田上公民館

森本市民センター

宅見
一
一

芳斉公民館

、〆

瓢箪町公民館
馬場福祉会館

下野勘一郎

酵
義
認
定
罷
叫
繩
醐
》
緬
啼
Ⅷ
蠅
鮴
崎
塞
巨
雫
銅
稗
田
程
鰄
峠
上
樗
腱

~

奥
三
岡
見
輪
宮
松
吉
粟
中
谷
宮
宇
山
山
詠
佐
高
蓑
浦
西
中
山
河
橋
笠

子
堅
子
修
司
義
三
作
子
治
夫
典
次
兵
均
郎
雄
恵
雄
務
子
行
一
進
彦
子

、〆

見台公民

根

名

坂公民

神田公民

公民

南部児童

和文化会

泉公民

台公民

公民

館
宅
宅
館
館
館
館
館
館
館
館

伏
山
椎
千
新
西
西
三
米
扇
額
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6障害福祉施設一覧表 (平成26年4月現在）

経営
主体

創立年月日所在地 代表者 電話番号定員 構 造施設の種類 名 称

鉄筋コンクリー
ト造3階建

古田秀一 平7.11. 1ハビリポート若葉・若竹 社福 別所町クー10 247－6787200

鉄筋コンクリー
ト造2階建

柳下道子ふ じ の き 寮 社福 上中町ﾄ18 昭49.6. 1229－146480

鉄筋コンクリー
ト造2階建

社福 小池町九40 嵯峨元 昭44.4. 1希 望 が 丘 257－521168

鉄筋コンクリー
ト造2階建

柳下道子北袋町ﾝrlO1 平13.4.1愛 青 学 園 社福 235-880080

粟崎町5丁目
3－1

耐火鉄骨造2階建
(一部地下1階建）

林正志社福アカシヤの里 昭59.8.1237－029450

木造2階建一部
鉄骨平屋建

寺田外喜男たけまた友愛の家 社福 東原町フ14－2 平5．4． 1257－783035

鉄筋コンクリー
ト造2階建

鈴見台5丁目
7－13

鈴見台虹の家 社福 寺田外喜男 平9．7． 125 261－7870

鉄筋コンクリー

ト造2階建
若草福祉作業所 社福 十一屋町4－34 平田敏雄 昭51．2． 1244－773170

若草福祉作業所分場
「 コスモス 1

宝町8－1社福 木造2階建 平田敏雄 平元.4． 110 224－6933

鉄筋造一部2階
建

多機能型作業所
や ち ぐ さ

牧町チ71社福 浅田平七 昭62.4. 1251－513938

、〆

鉄筋コンクリー
ト造2階建

聖ヨゼフ苑作業所 社福 打木町東155 野村純一 平3．4． 160 24()－6221

鉄筋コンクリー
ト造2階建

三口新町1丁目
8－1

あけぼの作業所 社福 古田秀一 平8．4． 1263－769440

鉄筋コンクリー
ト造2階建

社福 小林富彦夢 房 みどり3丁目130 平12.4. 1工 31 269－0680

豊穂町264夢 来 社福 小林富彦未 平22.4. 1207－39669

ワークショップ
ひ な~ げ し
(就労支担センターひなげし）

30

(20）
鉄筋コンクリート
浩陸屋根3階建

社福 若草町12－7 瀬町隆一 平16.4. 1243－0326~

障害福祉

サービス那業所

及び
障害者支援施設

鉄筋コンクリー
ト造5階建

彦三町2丁目
~ 12－12のぞみ苑 社福 寺田外喜男彦 平18.4. 1

一
一
一 38 221－5800

ひろびろ作業所 社福 鉄骨造平屋建 大桑町タ1－18 瀬町隆一 平2．4． 137 260-0806
ロ

鉄筋コンクリー
ト造2階建

粟崎町5丁目
3－1

社福 林律子房 平14.4. 1工 テ 40 238－2111シ イ

鉄筋コンクリー

ト造平屋建
(一部2階建）

入所100
通所31

金沢湖南苑 忠縄町380社福 駒井一晴 平9．4．1258.-6001
ロ

入所50

通所40
（15）

苑
）

鉄筋コンクリー
ト造2階建

金沢ふ
（ なで

く
し
み
こ
社福 福増町南16 駒井一晴 平14.4. 1214－3701ー

ひ ま わ り
(就労継続支援(B型)ひまわり）

社福 忠縄町380 駒井一晴 平25.4. 125 258－6001

ロ

福増町南16ひ ま わ り 社福 駒井一晴 平21. 7. 120 214－5550

ワークショップひなげし
リサイクルエ場

福増町北
204－22

社福 瀬町隆一 平21.8. 120 243－0326

入所170
通所5

医 王 病 院 独法 岩出町二73 関秀俊 平18.10. 1258-1180

自立就労支援センター
い し び き

医財 松原三郎石引1丁目1－1 平19.4. 140 216－5310

多機能型事業所
な が さ か

医法 長坂町ヲ103 前田義樹 平19.4. 124 280－5600

障害福祉サービス事業所
鳴 和 の 里

高柳町10字
106－1

社福 松本昭洋 平19.4. 120 252－7344

エイブルベランダBe 社福 雄谷良成三馬1-369 平18.4. 110 241－1200

キッズ・ベランダBe 社福 高尾1丁目27－1 雄谷良成 平21.3. 110 296－3663

グローブルふくひさ 有限 福久町ホ13－1 斉藤晃宏 平18.10. 140 257－2310
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経営
主体
定員 構 造 所在地 代表者 電話番号 創立年月日名、 称施設の種類

p

有限 斉藤晃宏グローブル千木 千木町ワ42 平23.4. 125 255－6547

小立野3丁目
17－5
蓑桂子 平18.10. 1オープンハウスクローバー NPO 22 264－9272

増泉1丁目
19－23

ワークプラザますいずみ 社福 前田義樹 平18.10. 130 243－1822

伏見台1丁目
6－13

社福 竹澤敦子 平20.2. 1ハッピータウンクオレ 40 244－8081

株式 大額1-352 斉藤晃宏 平20.10. 1ぴあ も － る 30 213－5131

サンサンクラブかがやき 西脇瑞枝 平25.11. 1入江3－22 291－1221NPO 14

サンサンクラブかがやき
分 室

西脇瑞枝糸田2-203-1 平25.11. 1291－1221NPO 6

就労支援センター
「 かがやき 」

西脇瑞枝間明町1-344 平20.11. 1NPO 20 218－78]､6

ふれあい工房たんと
弥 一 生

弥生1-23-4 酒井健二 平20.12. 1201－1600NPO 10

ふれあい工房たんと
小 、 坂

酒井健二小坂町中18－2 平23.4. 1NPO 10 255-0816

ふれあい工房たんと
御 所

御所町ｲ21番地5 酒井.健二 平24.4.1254－6751NPO 20

ー

沼澤千加ぽれぽれ工房山の家 三小牛町ｲ3－2 平21.4. 1287－3414NPO 16

沼澤千加それいけ仲間たちの家 扇町11-31 平21.4.1221－8595NPO 6

多機能型事業所
ますますくらぶ

大浦町ホ24－1 青木劔一郎 平22. 1. 1医社 238－335526

土清水
3－242－1

野田龍三社福 平22.5. 1パッチワ－ク 205－831122

障害福祉サービス事業所
「 い そべ 」

磯部町ホ25－1 寺田外喜男社福 平23.5. 1225-89646
障脊桶祉

サービス辨業所
及び

I瞭寄者支援施般
高岡町7－25 寺田外喜男 平23.5. 1社福 261-7840金沢クリーンワークス 25

株式 弥生2－9－10 米山永力 平23.4. 1や よ 243－084120い

生活支援センター
雪見橋ワークス城南

城南1－8－20 柳下道子社福 平23.4. 1262－226228

福森隆子 平23.12.1店舗事業ちやおず 黒田1丁目59 240-704010NPO

生活支援センター
キヤンワーク

福森隆子 平23.12. 1黒田1丁目95 240－7040NPO 10

広岡1丁目1－35
金沢第二ビル1階

ｰ中山肇 平24.5. 1リ エ ゾ ン 208－3015NPO 20

就労継続支援B型事業所
仕事＆交流ハウス
あ お ぞ ら

青木劔一郎大浦町ヲ55－1 平24.4.1医社 239－801020

幸町2－2
スカイハイツ1階

林博道 平23.7. 1
全
ロ 一社 223－5250創 20

神田2丁目2－19 大島公一 平24.1. 1株式 244－3667ビ ーノ、 二二 － 20

水上朋香株式 西金沢3-534 平23.12. 1あ 259－166020い

中川加代子株式 京町20-45 平23.12. 1251-1201A S T A N T 40
ロ ロ ロ ロ ロ

入所60
通所6

上中町イ67－2 柳下道子 平24.4. 1石川療育センター 社福 229-3033

駒井一晴社福 吉原町ロ6－2 平24.4. 1ぽっぼく らぶ 257－331110

駒井一晴社福 吉原町ロ6－2 平24.4. 1石川整肢学園 257－331155

有松1丁目4－7 雄谷良成 平19. 1. 1社福町家サロンむじん蔵 241－116610

粟崎町3－3－2 東久景 平24.3. 1ねむねむの輪 合同 255－230020
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経営
主体

所在地 代表者 電話番号 創立年月日施設の種類 名 定員 構 造称

富士リネン株式会社
金 沢 工 場

矢木2丁目29 金子重伸 平24.4. 1株式 214－646620

本町1丁目
8番18号201号

森多一正株式 平25.2.~ 1らみ 221－553120い

三口新町3丁目
6番1号
石丸啓明オンステ－ジ 株式 平25.3. 1235－201015

広坂1丁目2番地14
コーワビル2階

ヴィスト金沢センター 株式 奥山純一 平24.9. 1254－625420

入江2丁目
82番地1

ヴィスト西金沢センター 株式 奥山純一 平25.5. 120 256－2115

彦三町2丁目1番10号
真和ビル1F

株式 芝山志都子VSサポ－ト 平25.4. 120 221－1233

ひなげしウエスファクトリー
な か お 山

大桑町中尾山

22番地1
社福 瀬町隆一 平25.4. 120 243-2330

障
S

奎
巨
ｈ

児入所施設
a r e金沢

若松町

セ104番地1
社福 雄谷良成 平25.4. 130 256-1010

若松町
セ104番地1

社福Share金沢ワークセンター 雄谷良成 平25.4. 140 256-1010

障害福祉

サービス事業所

及び
陳宙考支援施設

株式 若宮町ホ31番地1 齋藤重光埋め き 工 房 平24.8. 120 223－4016
０

合同 専光寺町レ4番5 楠澤千鶴枝な で し 平24.11. 1254－6841こ 20

…

株式 福久東1丁目88 角谷明美や く し ん 平24.7. 1255－223520

障がい者サービス事業所
あ お ぞ ら

西念4丁目2－6 浅谷敬太 平25.6. 1NPO 213-949010

ニーピ

ケ丘事業
ハ
泉

ー

所
伏見新町278-1 大島公一 平25.8. 1NPO 15 256－3631

横川7丁目35
ルミエール横川402号

一社えがお工房8たんと 木下朗 平25.10. 120 256－3073

V i v aスタジオ 株式 高尾町ル13 堂田秀樹 平25.11. 120 256－3590

駅西新町1丁目
38－6

株式 中川加代子 平25.12. 1ORANGEASTANT 20 223－6330

リハビリ型就労スペース
「 リ ハ ス ｣

諸江町上丁
307－25

株式 岩下琢也 平26.4. 120 254－6497

一社 本多町1－4－13 猪本光寛マ イ ン ド 平26.4. 120 282－7567

特定非営利活動法人
ライフステージ

みずき3-235 田中朋子 平24.4.1NPO 258－5681

相談支援･PorePore(MAP) 暁町5－21 沼澤千加 平24.4. 1NPO 255－1573
「
） や す ら ぎ

相談支援センター
医法 田上本町力45－1 岡 敬 平24.4. 1231－5477

相談支援事業所
あ る ふ ぁ

医社 増泉1-20-17 前田珠美 平24.4. 1280-9147

(公財)金沢市福祉サービス
公社相談支援率業所

芳斉2－3－28公財 宮島伸宣 平24.4. 1260－0071

ピアサポートいしびき 社医財 石引2丁目1－2 松原三郎 平24.4.1231－3316

相談支援
事業所
相談支援センター
ひ な げ し

社福 若草町12－7 瀬町隆一 平24.4. 1243-0326

オープンセサミ城南 社福 城南1丁目8－20 柳下道子 平24.4. 1232-0100

石川療育センター 社福 上中町イ67－2 柳下道子 平24.4. 1229－3033

ソーシャルネット
か が や き

有限 間明町1-344 西脇瑞枝 平24.4. 1218－7816

とらいあんぐる 社福 吉原町ロ6－2 駒井一晴 平24.5. 1255－6166

社福アカシヤの里 栗崎町5丁目3－1 松田輝次 平24.6. 1237－0294

相談支援事業所
「 き ず な 」

彦三町2丁目
12－12

社福 寺田外喜男 平24．7． 1221-5800
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経営
主体
定員 所在地 代表者 創立年月日構 造 電話番号名 称施設の種類

西念2丁目
1－39

すずらん相談支援 株式 尾本純子 平24.81222－2275

長土塀2丁目
合

2－20

(特非)サポートステーション
Wa k uWa k u

勝田ゆかり 平24.10. 1262－9739NPO

東山3丁目
11－14

(特非）サポート24
相談支援事業所

森田尚文 平25.3. 1NPO 251－0150

株式 佐々木康富粟崎町2丁目414 平25.3. 1新世紀ケアサービス 237－3847

相談支援センター
希 望 が 丘

社福 小池町九40番地 嵯峨元 平25.4. 1244－7731

相談支援事業所
や ち ぐ さ

社福 牧町チ71番地 浅田平七 平25.4. 1257－5211

相談支援センター
若草福祉作業所

平田敏雄社福 十一屋町4－34 平25.4. 1251－5139

医財 田上本町ﾖ24－5 岡 宏ピースマイルいおうが丘 平25.6. 1262－6565

障害者相談支援センタ－
わ か ば

社福 古田秀一 平25.10. 1別所町ク10 247－6787

1

若松町
セ104-1

f

S-ve r anda相談支援
事業所

雄谷良成社福 平26. 1. 1256－1011

ヘルパーステーション

愛
古府町南386-2 冨田千枝子有限 平26. 1. 1249-0005

ー

大豆田本町2丁目1－
39パークサイドレジデ
ンス金沢101号

相談支援事業所
ァ ヤ カ

折橋恵子 平26．1． 1株式 292-0660

金沢市視覚障害者
地域生活支援センター

芳斉1丁目
15－26
柳鉄志 平26.1.1222－8782NPO

相談支援事業所
か な い わ

普正寺町9－6 永田巽 平26.2. 1医法 267－0601

株式会社ふれあいタウン
相談支援事業所

寺井潔 平26.2. 1株式 有松2丁目4－32 245－5601

相談支援事業所
グ ロ －ブル

斉藤晃宏 平26.2. 1有限 千木町イ2－．1 257-4770

談支援事業
な ん

相
一

一

忠縄町380 駒井一晴 平26.4. 1社福 258-6001

援事業
ス ト

相談支
ト ラ

福増町南16 駒井一晴 平26.4. 1社福 214-3700

ケアサポート金沢
相談支援事業所

宮本和明 平26.4. 1株式 長町2丁目7－22 221－4455

鉄筋コンクリー
ト造2階建

粟崎町5丁目
3－1
林律子 平14.4. 1社福あ お ぞ~ ら 238-21115

福祉ホーム

福増町南16 駒井一晴 平21.7. 1た ん ぽ ぽ 社福 214-370010

、〆

ボー卜

び き

ビアサ
レ、 し

松原三郎 平19．4. 1医財 石引2丁目1－2 231－3316~ ~

増泉1丁目
20－17

岡部美根子 平19.4. 1医社 28()－9147あ る ふ あ
~

米林憲英 平19.4. 1高岡町7－25金沢市社会福祉協議会 社福 231－3571~

泉野町6丁目
15－5
宮島伸宣 平19.4. 1財法苑泉 226-1155野 15

独立行政法人国立病院
機構医王病院

関秀俊岩出町二73－1 平19.4. 1独法 258－118010

芳斉1丁目
15－26

金沢市視覚障害者
協会文化交流センター

地域活動
支援センター

柳鉄志 平19.4. 1任団 222－878220

御影町8－32 須戸哲 平19.4. 1ハートワーキングセンター 242－117219NPO

平和町2丁目
13-10

フリーマーケット
A J U

日吉敏子 平19.4. 1任団 224－637210

芳斉1丁目
15－26

鉄筋コンクリー
ト造4階建

柳鉄志 平19.4. 1六ッ星作業所 222－8782NPO 15

野町2丁目
25－6

FAX

242－1105
吉岡真人 平19.4. 1木造2階建ろ うあハウス 任団 20

創 裕 会
ワークスタジオ藍

浦I鴨政彦 平19.4. 1高畠2-150 255－7531NPO 25

13－11



経営
主体

創立年月日代表者 電話番号所在地定員 構 造施設の種類 名 称

I

桑沢嘉昭藤江北1丁目425 平19.4. 1社福 266-1898クリエーションけやき 19

泉野町1丁目
1－25
草開賞 平19.4. 1280－5503ず みぃ の 25NPO

地域活動
支援センター

■ ■

藤林外宣雄 平19.4. 1末町9-47-17こと じ作業所 229－152017NPO

城南2丁目
43－18
高瀬順子 平19.4. 1家 224-4425泉 NPO 19の

山野之義鉄骨2階建 十一屋町4－34 昭53.4.1ひまわり教室 市立 243-678620

長土塀3丁目
8－41

勝田ゆかり 平18.4.1わ く わ く 262－0988NPO 10

雄谷良成 平18.10 1社福 三馬1-369エイブルベランダBe 241-120010

関秀俊 平18.10. 1岩出町二73－1医 王 病 院 独法 258－11805

清川町3－7
吉田ビル

センチュリー児童デイ
サーピスきよかわまち

鍔弘子 平20.10. 1有限 241－114510

高尾1丁目27－1 雄谷良成 平20:4． 1キッズベランダBe 社福 296－366310
〃

鉄筋コンクリー

ト造2階建
駒井一晴吉原町ﾛ6－2 平18.4. 1社福そ よ か ぜ 257－331165

。二

鉄筋コンクリー
ト造2階建

障害児通所

支援施設
柳下道子上中町ｲ67－2 昭43.4. 1石川療育センター 社福 229－303320

シズルーム
ンプキ ン

キ
パ 南森本町ﾇ20 亀田義裕 平23.12. 1株式 294－363310

ワークショップ
ひ な げ し

若草町12－7 瀬町隆一 平24.6. 1社福 243-032610

楽部
イア

放課後
フロン

倶
テ 谷口幸代 平24.10. 1長町1丁目4－11 255－2057NPO 10

駒井一晴社福 吉原町ロ6－2 平25.4. 1のびのびくらぶ 255－616610
ﾛ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■

キッズル－
ロ 、－－ タ

ム
ス 亀田義裕小坂町西68－1 平25.8. 1株式 256-545210

三池栄町156 檜垣利幸 平25.10. 1株式 282-9878sakura collete 10

雄谷良成社福 若松町セ104-1 平25.9. 1256-1011S-ver anda 10

鉄筋コンクリー
ト造2階建

駒井一晴金沢‘ 療 育 社福 吉原町ロ6－2 平18.4. 1園 257-331155

鉄筋コンクリー
ト造平屋建

独立行政法人国立病院
機構医王病院

関秀俊独法 岩出町二73 昭44．5． 1258-1180110

鉄筋コンクリー
ト造2階建

、〆 吉原町ロ6－2 駒井一晴石川整肢学園 社福 平18.4. 1257-331145
障害児
入所施設

社福 小池町九40 嵯峨元希望が丘児童施設 昭44.4. 1257-521130

鉄筋コンクリー
ト造2階建．

柳下道子石川療育センター 社福 上中町ｲ67－2 昭43.4. 1229-303360

若松町セ104-1 雄谷良成 平25.4.1社福障害児入所施設Share金沢 256-101030

三口新町1丁目
3－25

鉄筋コンクリー
ト造3階建

社福 古田秀一 平11.10. 1さ らく 262－65537

三口新町1丁目
7－20
古田秀一社福 木造2階建 平6．4． 1スターツもみじ 223－8418

r＝

0

涌波2丁目
10－15
古田秀一スターツあおぱ 社福 木造2階建 平8．4． 1232－52434

グループ
ホーム

鉄筋コンクリー
ト造2階建

平田敏雄 平8．4． 1社福 十一屋町4－34若草ホーム 242－77585

'

木造2階建 岩出町ハ29－1 嵯峨元 平元.4． 1す み れ 荘 社福 257－13434

ひ ぱ り 荘 社福 木造2階建 岩出町二150 嵯峨元 平10.10. 1257－37744

金市町二31－4 嵯峨元さ っ き 荘 社福 木造2階建 平3．4． 1257-01634
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経営
主体
定員 構 造 所在地施設の種類 名 称 代表者 創立年月日電話番号

I

社福 木造2階建 金市町ホ24－1 嵯峨元ぞ み 平16.10. 14の 257－6585

社福 木造2階建ち 堅田町甲43－8 嵯峨元だ 平17.10. 14い 258－5811

神宮寺2丁目
30－7－6

社福 木造2階建神宮寺ホ－ム 浅田平七 平12.10. 1
戸

0 251－2254

グループホーム

城~ 南 1 番丁
社福 城南1丁目8－20鉄骨造3階建 柳下道子10 平22.4. 1262－2262

グループホーム

城南 2 番丁
社福 鉄骨造3階建 城南1丁目8－20 柳下道子 平22.4. 110 262－2262

グ~ループホーム

城南 3 番丁
社福 鉄骨造3階建 城南1丁目8－20 柳下道子 平22.4. 110 262－2262

社福 木造2階建 城南1丁目8．－3 柳下道子か さ ま い 平16.4. 14 232－0095
ロ ロ 〆

笠舞本町1丁目
13．－17

社福 木造2階建 柳下道子サ，－クル・ アイ 平8．4． 14 222－9077

p H ﾛ ﾛ Ⅱ

社福 木造2階建 城南1丁目21－1 柳下道子ストリーム・アイ 平10.10. 14 263-2456

笠舞本町2丁目
28－5

一

社福 木造2階建 柳下道子ひ ま わ り 平14.10. 14 264-8513

錦町1丁目
1－39

社福 木造2階建き 柳下道子 平16.4. 1に し 4 222-3224

ー

社福 木造2階建 柳下道子さ く ら ま ち 桜町16-37 平16.4. 14 262－2240

小立野1丁目
2－28

社福 木造2階建 柳下道子だ っ の 平13.10. 15 234－1554こ

社福 木造2階建 城南2丁目40－1 柳下道子さ い が わ 平22.4. 13 262－3011
■ ■ ■

小立野3丁目
~ 21－9

社福 木造2階建 柳下道子ゆずハ ウ ス 平22.4. 14 261－0740

小立野1丁目
6－7

社福 木造2階建 柳下道子さ き 平22.4.1
ｰ

フ ら 4 262－5004
グループ
ホーム 城南1丁目

11－18
社福 木造2階建 柳下道子き く す い 平23.11.103 262－2274

野町2丁目
10－14

社福 木造2階建 柳下道子ま ち 平25.6.185 242－0177の

社福 木造2階建 野村純一はまなすホーム 下安原町208-2 平15.4. 111 240－8528

長坂1丁目
4－43

C

の

社福 木造2階建 瀬町隆一 平21.3. 1ながさかホーム 5 243-0326

鉄筋コンクリー
ト造4階建

医社 大浦町ホ24－1 青木劔一郎ホームみらい② 平22.1. 112 238－3355

鉄筋コンクリー
ト造4階建

ｰホームみらい③ 医社 大浦町ホ24－1 青木劔一郎 平22.1.112 238－3355

鉄筋コンクリー
ト造4階建

青木劔一郎ホームみらい④ 医社 大浦町ホ24－1 平22． 1． 112 238－3355

鉄筋コンクリー
ト造2階建

ホームいこい① 医社 大浦町ホ25－1 青木劔一郎 平22. 1. 110 239－0211

鉄筋コンクリー
1､造2階建

ホームいこい② 医社 大浦町ホ25－1 青木劔一郎 平22.1. 110 239－0211

増泉2丁目8－1ビ ア 増 泉 社福 木造2階建 前田珠美 平18.10. 16 247－6353

鉄筋コンクリー
ト造2階建

増泉1丁目
20-17

コ ア 増 泉 社福 前田珠美 平20.4. 110 280－9104

木造2階建 前田義樹医 長坂町チ15 平19.4. 1あつぶるハウス 16 280-5858

鉄筋鉄骨造
2階建

ヒ ルズ長坂 長坂町ヲ103 前田義樹医 平19.4. 120 280-5600

ふ た ば 荘 木造2階建 前田義樹医 長坂町チ15 平20.10. 16 280-5858

木造2階建よ っ ぱ 荘 長坂町チ15 前田義樹 平20.7. 1医 6 280-5858

医財 木造2階建 末町9－26 松原三郎 平18.10.1第一すみれホーム 3 229－2813
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経営
主体

創立年月日構 造 所在地 代表者 電話番号定員施設の種類 名 称

三口新町4丁目
13－8

鉄筋コンクリー
ト造3階建

松原三郎 平18.10. 1医財ピ 8 234-1030ノ

軽量鉄骨2階建 末町12-49 松原三郎医財 平18.10. 1ライムハイツ 229－50535

医財 木造2階建 松原三郎 平18.10. 1第1いしびきホーム 石引4丁目12－8 231－41385

松原三郎医財 木造2階建 平21.9. 1第2いしびきホーム 石引4丁目12－6 231－41386

鉄筋コンクリー
ト造4階建

松原三郎医財 飛梅町2－14 平21．9． 1紅梅 1 0 2 223－43133

鉄筋コンクリー
ト造4階建

医財 飛梅町2-14 松原三郎紅梅 2 0 1 平19.10.163 229－2813

鉄筋コンクリー
ト造4階建

医財 飛梅町2-14 松原三郎紅梅 2 0 2 平20.8. 13 264－0383

鉄筋コンクリー

ト造4階建
医財 飛梅町2－14 松原三郎紅梅 3 0 1 平21.4.13 229－2813

鉄筋コンクリー
ト造4階建

医財 飛梅町2－14 松原三郎紅梅 3 0 2 平19.5. 13 233－0771

鉄筋コンクリー
ト造4階建

飛梅町2－14紅梅 4 0 1 医財 松原三郎 平19.5. 13 233－2341

鉄筋コンクリー
ト造4階建

紅梅 4 0 2 医財 飛梅町2－14 松原三郎 平19.10.163 234－0877

～
小立野2丁目

24－52
医財 木造2階建 岡 宏やすらぎハイツ1 平18.10. 13 231－7720

小立野2丁目
13－5

やすらぎハイツ2 医財 木造2階建 岡 宏 平18.10. 13 262－6565

医財 鉄骨造2階建 暁町1－11 岡 宏カーサアルバ 平20.9. 17 262－6565

グループ
ホーム

医財 木造2階建 田上本町ﾖ20 岡 宏カーサビバーチェ 平21.2. 15 262-1330

医財 木造2階建 桜町14-24カーサ・セレッソ 岡 宏 平23.4. 17 262－6565

観法寺町へ
35－1

ハイツ北金沢2 医社 鉄骨造3階建 小市勝之 平19.10. 19 258－2480

観法寺町へ
35－1

ハイツ北金沢3 医社 鉄骨造3階建 小市勝之 平19.10. 19 258－2480

ブ リ ム 医社 鉄骨造3階建 観法寺町へ148 小市勝之ラ 平19.10. 120 258－2279

石川ハーフウェイ
ケ ア ノ、 ウ ス

鉄骨造4階建 藤林外宣雄末町9-47-17 平18.10. 1NPO 7 229-1520

ケアホームもえぎ 有限 木造平屋建 斉藤晃宏千木町イ2－1 平23.4. 17 257-2310

一
） いそく・きずなの家 社福 木造2階建 磯部町ホ25－1 寺田外喜男5 平23.4. 1225－8964

ケ

い

アホ－ム

ちばんぽし
社福 木造2階建 大桑町タ1－4 瀬町隆一7 平24.5. 1260-0807

ケ ア ホー ム

ふ く み
社福 木造平屋建 福増町南16 駒井一晴7 平24.3.1214－3700

さ い せ い 社福 城南1－9－1 柳下道子4 平24.3.31262－2262

ロ

やちぐさホーム 社福 牧町ウ1－1 浅田平七4 平24．1． 1252－8515

グループホーム

ァ カ シヤ寮
社福 栗崎町ホ19－5 林正志 平18.10. 16 237－0294

グループホーム

さ か え 寮
社福 粟崎町ル27－34 林正志4 平18.10. 1237－0294

シ

ワ た つ 園 社福 材木町19-48 新谷喜蔵7 平24.9. 1234－5151
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